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は じ め に 

  

急激に少子化が進む中、生徒たちの多様なニーズは増えていく一方、顧問となることができる教員は 

確実に減少しており、学校単位で多様なニーズに応えていくことが困難となっています。こうした状況

の中、国も将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実していく

ことを目的としており、当事者である生徒を中心に考え、地理的要因や障がいの有無等に関わらず、生

徒が希望する活動を主体的に選択できる環境の整備を図ることが重要であると考えられています。 

 

国は、令和５年度から令和７年度までの３年間を、休日部活動の地域移行に向けた「部活動改革推進

期間」としています。本年度１２月国の「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」

中間とりまとめの総論では、「スポーツは、体力を向上させ、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、

豊かな人間性を育む基礎となるものであり、文化芸術は、人々の創造性を育み，その表現力を高めると

ともに，人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供するものである。こうしたスポーツ

や文化芸術の役割や意義も、この改革において尊重することが必要である。こうした役割や意義は、生

涯にわたってスポーツや文化芸術と豊かに関わるために必要な資質・能力を育てるという、広い意味で

の教育上の意義を含むものである。」と記しています。 

 

岐阜県では、令和５年度は２４市町村、令和６年度は３０市町村が国の実証事業を活用し、各市町村

において、部活動の地域スポーツ・文化クラブ活動への移行に向けた環境整備に係る取組を推進してき

ました。 

 

この２年間、休日部活動の地域移行を進めていく中で、市町村や学校の実情によって様々な課題に直

面しています。県では、本年度「生徒たちが安心安全に活動できる運営団体の構築」を重点課題として、

情報提供をしてまいりました。 

９月の「第２回岐阜県地域クラブ活動推進会議」では、先進的な実践をしている市町村からこれまで

の取組の発表や、弁護士の方から、法的な視点に基づく運営団体構築のポイントをご指導いただきまし

た。また、県からは安心安全な運営団体に向けての４つの視点（①「規約の確認、役員の確認」、②「会

計の確認、通帳の確認」、③「指導者登録・管理の確認」、④「保険の確認」）ついて提案しました。 

１１月の「岐阜県地域クラブ活動推進フォーラム」では、各分科会において、他県より６名の発表者

と、県内先進市から情報提供をしていただきました。県からは、運営団体の業務を持続可能にし、運営

基盤の強化を図り安心・安全で継続的な地域クラブの認証制度を推進するため、市町村委託型モデルと

市町村運営団体型モデルについて提案しました。 

 

こうした状況を踏まえ、県としては、引き続き生徒たちにとって、安心・安全な新たなスポーツ・文

化芸術活動の環境を構築すると共に、未来に向かって地域に根差した、地域のための運営団体の構築が

必要だと考えています。そのためにも、国の実証事業を活用して、各市町村の地域移行に係る財源の支

援や、県スポーツ協会と連携・協力により、指導者確保に努め、令和７年度末までに休日部活動１００％

地域移行の目標に向け、さらなる取組を継続していきます。 

 

今年度も昨年度に引き続き休日部活動の地域移行の足跡をまとめました。今年度の成果と課題を広く

関係の皆様に共有し、来年度に向け、休日部活動の地域移行に役立てていただくとともに、来年度は、

県内全ての市町村において、生徒のニーズに応じた地域クラブ活動の機会が確保される体制が整備され

ることを期待しています。 
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令和６年度  
  岐阜県の実践概要 



 

 

 

１ 休日部活動の地域移行これまでの実績と令和７年度の目標値 

                                   （令和７年２月現在） 

年 度 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

フェーズ    

休日部活動の地域移行 

実績及び目標値 
４３.２% ６９.３% １００% 

県指導者認定書発行者数

及び目標値 

発行者 

４６０名 

累計７８５名 

発行者 

６８２名 

累計１,４６７名 

発行予定 

７００名 

累計２,１６７名 

県人材バンク登録数者数

及び目標値 
 

５９３名 目標   ５００名 

累計 １,０９３名 

 

2 令和６年度中学校部活動の地域移行に係る事業について 

【運動部活動の地域移行に向けた実証事業】 

〇本事業を実施する市町村：     スポーツ：３０市町村  文化：８市町村 

【指導者配置支援】   

〇実技指導等を行う指導者を配置   スポーツ：２４市町村  文化：８市町村 

【運営団体・実施主体の体制整備支援】 

〇持続可能な運営に向けた体制整備や質の確保に係る取組を支援  

スポーツ：１５市町村  文化：４市町村 

【コーディネーター配置支援】 

〇総括コーディネーターの配置    スポーツ：２０市町村  文化：１市町村 

 

３ 令和６年度 部活動及び地域クラブ活動に関する調査結果概要 

休日部活動の新たな地域クラブ移行状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 岐阜県の実践の概要 

 

人材バンク開始年度 

休日部活動をしている部活動数 １，６２２部  

休日活動をしている 

運動部活動数 １，４２９部 
休日活動をしている 

文化部活動数 １９３部 

移行数 １，０３６部 
７２．５％ 

移行数 ８９部 
４６．１％ 

休日部活動をしている部活動移行数 １，１２５部 
６９．３％ 
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 ４ 令和６年度 地域クラブ活動推進会議及び推進フォーラム 

（１）ねらい 各市町村における、休日部活動の地域移行に向けた進捗状況等の情報共有を図る。 

（２）主  催 岐阜県教育委員会 

（３）日  時  

＜第１回地域クラブ活動推進会議＞令和６年 ６月２０日（木）１３：１５～１６：４５ 

〇地域クラブ活動体制整備に係る現状と課題 

〇グループワーク  

【グループワーク①】「実態把握のための調査項目づくり」 

【グループワーク②】「予算確保及び予算運用の在り方（予算書づくり）」 

 

＜第２回地域クラブ活動推進会議＞令和６年 ９月２５日（水）１３：１５～１６：４５ 

〇実践発表 生徒・保護者・指導者にとって、安心・安全な運営団体を構築するための取組 

について 

飛騨市教育委員会  課長補佐  下嶋 健児 様  

御嵩町教育委員会  指導主事  尾崎  淳 様 

〇講 演  法的な観点から地域クラブ活動の体制整備構築についての留意点やその対応

について  

                      弁護士  山本 翔 様 

     〇情報提供  「岐阜県が考える」安心・安全な地域クラブの在り方について提案」 

            岐阜県教育委員会 体育健康課 部活動改革係  

 

＜地域クラブ活動推進フォーラム＞（第３回地域クラブ活動推進会議） 

令和６年 １１月２９日（金）１３：００～１６：４５ 

【第１部】基調講演 『部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行に関する動向 』 

                  スポーツ庁地域スポーツ課 課長補佐 竹河 信裕 様 

 【第２部】分科会 テーマ：『安心・安全で豊かな地域クラブ活動の構築について』 

長崎県西彼杵郡長与町教育委員会     教育長  金﨑 良一 様 

NPO 法人新町スポーツクラブ     理事長   小出 利一 様 

神戸親和大学教育学部スポーツ教育学科   教 授  松田 雅彦 様 

長野県南佐久郡佐久穂町 教育委員会   教育長  渡邉 秀二 様 

南佐久郡中学校部活動運営委員会 事務局    統括コーディネーター  新海 吉永 様 

群馬県高崎市立新町中学校   校 長  上原 裕道 様 

羽島市市民協働部スポーツ推進課 係長 羽島市教育委員会学校教育課 指導主事 中尾   聡 様 

【第３部】情報提供 

『岐阜県の現状から、課題と今後の方向性を明らかにして、改革推進期間を折り返す』 

              岐阜県教育委員会体育健康課部活動改革係 係長 岩見光洋 

 

＜第４回地域クラブ活動推進会議＞令和７年 ２月１９日（水）１３：３０～１６：３０ 

〇令和６年度調査報告及び令和７年度事業説明  

 〇各市町村における進捗状況の交流・情報交換 

         ・各市町村の成果と課題 

         ・次年度に向けた見通し 等 
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５ 令和６年度 岐阜県地域クラブ活動推進コーディネーター会議 

（１）趣 旨 

 令和７年度末までに、休日の部活動の地域移行を完了させるため、岐阜県地域クラブ活動推進コーデ

ィネーターを各地区（岐阜・西濃・美濃・可茂・東濃・飛騨）に１名配置し、市町村における地域移行

の取組を支援し、その進捗状況を共有する。 

 

（２）開催期日 

＜第１回＞ 令和６年 ４月２６日（金） 

＜第２回＞ 令和６年 ５月２７日（月） 

＜第３回＞ 令和６年 ６月２０日（木） 

＜第４回＞ 令和６年 ７月２９日（月） 

＜第５回＞ 令和６年 ９月２５日（水） 

＜第６回＞ 令和６年１１月１２日（火） 

＜第７回＞ 令和６年１２月 ４日（水） 

＜第８回＞ 令和７年 ２月１９日（水） 

 

 

 

６ 令和６年度 地域クラブ指導者育成研修会 

（１）趣    旨 

指導技術だけでなく、学校での教育方針や部活動の教育的意義を理解した指導者を県内全域に確 

保・育成することを目的に本研修会を開催する。 

 

（２）開催講座 

①「岐阜県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」に

沿った研修 

  ②スポーツ医・科学に関する研修 

  ③効果的なスポーツ・文化芸術活動の指導方法についての研修 

 

（３）開催期日  

＜第１回＞  西 濃   令和６年  ５月２６日（日） 

＜第２回＞  飛 騨   令和６年  ６月 ８日（土） 

＜第３回＞   東 濃   令和６年  ６月３０日（日） 

＜第４回＞   岐 阜   令和６年１２月 １日（日） 

＜第５回＞   可  茂     令和６年１２月 ７日（土） 

＜第６回＞    美  濃     令和６年１２月１５日（日） 
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令和７年度以降の 
地域移行のスケジュール 
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令和６年度岐阜県の現状 

○休日部活動の地域移行に関する調査のまとめ 

  

・【調査１】部活動及び休日部活動の 

            地域移行に関する調査結果 

                

・【調査２】部活動に関する調査結果 

                

・【参考３】＜生徒用＞部活動・ 

            地域クラブ活動に関する調査 

                 



 
 

 

 

【参考１】【調査１】部活動及び休日部活動の地域移行に関する調査 質問項目 

 

〇7/１時点で、貴校に設置している部活動について、【調査１】部活動及び休日部活動の地域移行

に関する調査に、該当する選択肢の回答欄に入力してください。 

〇記載責任者（学校名・職名・氏名）を入力のうえ、市町村向けの質問を入力してください。 

 

１ 【質問１】 貴校に常時設置している部活動すべてに「１」を選択してください。 

   ※男女で1つの部活動として活動している場合は、男女の記載がないもの（〇ー0）を選択して 

ください。男女で別々に活動している場合は、該当するものを選択してください。 

※中体連の大会等に参加するために、一時的に設置している部活動は含みません。 

   ※選択肢にない部活動がある場合は、㉛その他に部活動名を入れて回答してください。   

①－０陸上競技 ①－１陸上競技（男子） ①－２陸上競技（女子） 

②－０水泳競技 ②－１水泳競技（男子） ②－２水泳競技（女子） 

③－０バスケットボール ③－１バスケットボール（男子） ③－２バスケットボール（女子） 

④－０ハンドボール ④－１ハンドボール（男子） ④－２ハンドボール（女子） 

⑤－０バレーボール ⑤－１バレーボール（男子） ⑤－２バレーボール（女子） 

⑥－０ソフトテニス ⑥－１ソフトテニス（男子） ⑥－２ソフトテニス（女子） 

⑦－０卓球 ⑦－１卓球（男子） ⑦－２卓球（女子） 

⑧－０バドミントン ⑧－１バドミントン（男子） ⑧－２バドミントン（女子） 

⑨－０柔道 ⑨－１柔道（男子） ⑨－２柔道（女子） 

⑩－０剣道 ⑩－１剣道（男子） ⑩－２剣道（女子） 

⑪－０スキー ⑪－１スキー（男子） ⑪－２スキー（女子） 

⑫－０硬式テニス ⑫－１硬式テニス（男子） ⑫－２硬式テニス（女子） 

⑬－０ホッケー ⑬－１ホッケー（男子） ⑬－２ホッケー（女子） 

⑭－０弓道 ⑭－１弓道（男子） ⑭－２弓道（女子） 

⑮サッカー ⑯軟式野球 ⑰ソフトボール ⑱相撲 ⑲ラグビーフットボール 

⑳華道 ㉑書道 ㉒茶道 ㉓吹奏楽（含ブラスバンド） ㉔情報処理（含パソコン） 

㉕新聞 ㉖放送 ㉗写真 ㉘国際交流（ＥＳＳ） ㉙郷土研究 ㉚演劇 ㉛その他 

 

２ 【質問２】休日部活動の地域移行状況を選択してください。    

①すでに地域移行済み  

②今年度中に地域移行する予定  

③今年度は部活動として実施 

④休日の活動はない 

       

３ 【質問３】移行先の運営主体を１つ選択してください。  

①総合型地域スポーツクラブ  

②民間のスポーツクラブ及び芸術団体  

③スポーツ少年団  

④スポーツ協会  

⑤保護者クラブ  

⑥家庭・学校・地域・市町村等が協働  

⑦その他 

⑧未定 

⑨休日の活動はない 

 

【調査１：基本調査】 
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令和６年度中学校及び義務教育学校（後期課程）における 

部活動・クラブ活動等及び休日部活動の地域移行に関する調査について【調査１：基本調査】 

【確定値】（令和６年５月１日調査） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 休日活動している部活動 １，６２２部 （県内部活動総数 １，７９６部）  

（１）休日部活動の地域移行状況 
①すでに地域移行済み・・・・・・・・・９０７部（５５．９％） 
②今年度中に地域移行予定・・・・・・・２１８部（１３．４％） 
③今年度は部活動で実施・・・・・・・・４９７部（３０．７％） 

（２）地域移行先 
①総合型地域スポーツクラブ・・・・・・２６６部（１６．４％） 
②民間のスポーツクラブ・芸術団体・・・ ２６部（ １．６％） 
③スポーツ少年団・・・・・・・・・・・ １８部（ １．１％） 
④スポーツ協会・・・・・・・・・・・・ ２０部（ １．２％） 
⑤保護者クラブ・・・・・・・・・・・・５７０部（３５．１％） 
⑥家庭・学校・地域・市町村等協働・・・４２１部（２６．０％） 
⑦その他・・・・・・・・・・・・・・・・・５部（ ０．３％） 
⑧未定・・・・・・・・・・・・・・・・２９６部（１８．３％） 

２ 休日活動している運動部活動 １，４２９部 （運動部活動総数 １，４９１部） 
 

（１）休日部活動の地域移行状況 
①すでに地域移行済み・・・・・・・・・８３８部（５８．６％） 

②今年度中に地域移行予定・・・・・・・１９８部（１３．９％） 
③今年度は部活動で実施・・・・・・・・３９３部（２７．５％） 

（２） 地域移行先 
①総合型地域スポーツクラブ・・・・・・２４５部（１７．１％） 
②民間のスポーツクラブ・芸術団体・・・ ２５部（ １．７％） 
③スポーツ少年団・・・・・・・・・・・ １８部（ １．３％） 

④スポーツ協会・・・・・・・・・・・・ ２０部（ １．４％） 
⑤保護者クラブ・・・・・・・・・・・・５２８部（３６．９％） 
⑥家庭・学校・地域・市町村等協働・・・３７４部（２６．２％） 

⑦その他・・・・・・・・・・・・・・・  １部（ ０．１％） 
⑧未定・・・・・・・・・・・・・・・・２１８部（１５．３％） 

３ 休日活動している文化部活動   １９３部 （文化部活動総数  ３０５部） 

（１）休日部活動の地域移行状況 
①すでに地域移行済み・・・・・・・・・ ６９部（３５．７％） 

②今年度中に地域移行予定・・・・・・・ ２０部（１０．４％） 
③今年度は部活動で実施・・・・・・・・１０４部（５３．９％） 

（２）地域移行先 
①総合型地域スポーツクラブ・・・・・・ ２１部（１０．９％） 
②民間のスポーツクラブ・芸術団体・・・  １部（ ０．５％） 
③スポーツ少年団・・・・・・・・・・・  ０部（ ０．０％） 

④スポーツ協会・・・・・・・・・・・・  ０部（ ０．０％） 
⑤保護者クラブ・・・・・・・・・・・・ ４２部（２１．８％） 
⑥家庭・学校・地域・市町村等協働・・・ ４７部（２４．３％） 

⑦その他・・・・・・・・・・・・・・・  ４部（ ２．１％） 
⑧未定・・・・・・・・・・・・・・・・ ７８部（４０．４％） 

６９．３％ 

７２．５％ 

４６．１％ 

休日は活動しない部活動 

１７４部 

休日は活動しない 

部活動 

６２部 

部活動 １１２部 
休日は活動しない 
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【参考２】部活動に関する調査（顧問用） 質問項目 

 

〇7/１時点で、貴校に設置している部活動について、【調査２】部活動に関する調査（顧問用）に、

該当する選択肢の回答欄に入力してください。 

〇【回答対象者】部活動顧問（主顧問）をしている先生が回答してください。 

 

１ 【担当部活動について】 

質問１ あなたが顧問をしている部活動を１つ選択してください。 

    ※男女で１つの部活として活動している場合は、男女の記載がないもの（○－０）を選択

してください。男女で別々に活動している場合は、該当するものを選択してください。 

    ※中体連の大会等に参加するために、一時的に設置している部活動は含みません。 

     ①－０陸上競技 ①－１陸上競技（男子） ①－２陸上競技（女子） 

②－０水泳競技 ②－１水泳競技（男子） ②－２水泳競技（女子） 

③－０バスケットボール ③－１バスケットボール（男子） ③－２バスケットボール（女子） 

④－０ハンドボール ④－１ハンドボール（男子） ④－２ハンドボール（女子） 

⑤－０バレーボール ⑤－１バレーボール（男子） ⑤－２バレーボール（女子） 

⑥－０ソフトテニス ⑥－１ソフトテニス（男子） ⑥－２ソフトテニス（女子） 

⑦－０卓球 ⑦－１卓球（男子） ⑦－２卓球（女子） 

⑧－０バドミントン ⑧－１バドミントン（男子） ⑧－２バドミントン（女子） 

⑨－０柔道 ⑨－１柔道（男子） ⑨－２柔道（女子） 

⑩－０剣道 ⑩－１剣道（男子） ⑩－２剣道（女子） 

⑪－０スキー ⑪－１スキー（男子） ⑪－２スキー（女子） 

⑫－０硬式テニス ⑫－１硬式テニス（男子） ⑫－２硬式テニス（女子） 

⑬－０ホッケー ⑬－１ホッケー（男子） ⑬－２ホッケー（女子） 

⑭－０弓道 ⑭－１弓道（男子） ⑭－２弓道（女子） 

⑮サッカー ⑯軟式野球 ⑰ソフトボール ⑱相撲 ⑲ラグビーフットボール 

⑳華道 ㉑書道 ㉒茶道 ㉓吹奏楽（含ブラスバンド） ㉔情報処理（含パソコン） 

㉕新聞 ㉖放送 ㉗写真 ㉘国際交流（ＥＳＳ） ㉙郷土研究 ㉚演劇 ㉛その他 

 

２ 【指導者について（顧問）】 

質問２ （顧問をしている部活動について） 

    ※男女を兼務している顧問がいる場合は、重複して回答することがないように、予め男女

の顧問間で調整の上、回答してください。 

顧問は何人ですか。 

①１名 

②２名 

③３名 

  

質問２－① （顧問をしている部活動について） 

       顧問の年代について回答してください。 

       ※顧問を複数選択した場合は、以下の質問に対して人数分回答してください。 

       ①２０代 

       ②３０代 

       ③４０代 

       ④５０代 

       ⑤６０代 

 

【調査 2：部活動に関する調査】  
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質問２－② 地域移行した後も、指導者として指導を希望しますか。 

      ①希望する 

      ②希望しない 

 

質問２－③ （質問２－②で①を選択した場合のみ） 

指導する条件は何ですか。 

①現在顧問をしている部活動の指導者として指導したい 

       ②居住地（校区）にある中学校の指導者として指導したい 

③以前勤務した中学校の指導者として指導したい 

       ④その他 

 

質問２－④ （質問２－③で④を選択した場合のみ） 

       指導する条件を入力してください。 

        アあああ         

 

質問２－⑤ あなたが指導してもよい部活動を１つ選択してください。 

       ①陸上競技 ②水泳競技 ③バスケットボール ④ハンドボール ⑤バレーボール 

⑥ソフトテニス ⑦卓球 ⑧バドミントン ⑨柔道 ⑩剣道 ⑪スキー 

⑫硬式テニス ⑬ホッケー ⑭弓道 ⑮サッカー ⑯軟式野球 ⑰ソフトボール 

⑱相撲 ⑲ラグビーフットボール ⑳華道 ㉑書道 ㉒茶道 

㉓吹奏楽（含ブラスバンド） ㉔情報処理（含パソコン） ㉕新聞 ㉖放送 ㉗写真 

㉘国際交流（ＥＳＳ） ㉙郷土研究 ㉚演劇 ㉛その他 

 

質問２－⑥ （質問２－⑤で㉛を選択した場合のみ） 

       あなたが指導してもよい部活動を入力してください。 

       アあああ         

 

質問２－⑦ あなたは指導者資格をもっていますか。 

①もっている 

②もっていない 

 

質問２－⑧ （質問２－⑦で①を選択した場合のみ） 

       あなたがもっている指導者資格をすべて選択してください。＜複数回答可＞ 

       ①日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格（スタートコーチ、コーチ１～４等） 

       ②競技団体が独自で認定している指導者資格 

       ③郡市スポーツ（体育）協会が独自で認定している指導者資格 

       ④岐阜県スポーツ協会の発行するライセンス 

⑤その他 

     

質問２－⑨ （質問２－⑧で⑤を選択した場合のみ） 

       あなたが持っている指導者資格を入力してください。 

    アあああ         

      

３ 【顧問をしている部の外部指導者について（地域指導者）】 

  ※地域指導者とは、市町村・学校・保護者クラブ等が委嘱している外部指導者（社会人指導者）

が該当します。 

質問３ （顧問をしている部活動について） 

     地域指導者に指導を依頼していますか。 

     ①している 

      ②していない 
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質問３－① （質問３で①を選択した場合のみ） 

      ※男女を兼務している地域指導者がいる場合は、重複して回答することがないように、

予め男女の顧問間で調整の上、回答してください。 

       地域指導者は何人ですか。 

       ①１名 

       ②２名 

       ③３名 

       ④４名 

 

質問３－② （顧問をしている部活動について） 

       地域指導者の年代について入力してください。 

       ※地域指導者を複数選択した場合は、以下の質問に対して人数分回答してください。 

       ①１０代 

       ②２０代 

       ③３０代 

       ④４０代 

       ⑤５０代 

       ⑥６０代以上 

 

質問３－③ （顧問をしている部活動について） 

       地域指導者の属性について入力してください。 

      ①社会人 

      ②保護者 

      ③大学生 

      ④その他 

 

質問３－④ （顧問をしている部活動について） 

地域指導者は指導者資格をもっていますか。 

       ①もっている 

       ②もっていない 

 

質問３－⑤ （質問３－④で①を選択した場合のみ） 

       地域指導者がもっている指導者資格をすべて選択してください。＜複数回答可＞ 

       ①日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格（スタートコーチ、コーチ１～４等） 

       ②競技団体が独自で認定している指導者資格 

       ③郡市スポーツ（体育）協会が独自で認定している指導者資格 

       ④岐阜県スポーツ協会の発行するライセンス 

⑤その他 

 

質問３－⑥ （質問３－⑤で⑤を選択した場合のみ） 

       地域指導者が持っている指導者資格を入力してください。 

アあああ         

 

４ 【活動について（平日及び休日）】 

質問４ （顧問をしている部活動について） 

    平日は、どのような形態で行っていますか。 

    ①部活動のみ行っている 

    ②部活動に加え保護者クラブで部として活動を行っている 

    ③部活動に加え総合型地域スポーツクラブで部として活動を行っている 

    ④部活動に加え民間のスポーツクラブ等に活動を委託している 
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質問４－① （質問４で②③を選択した場合のみ） 

      平日の中心的な指導者は誰ですか。 

      ①顧問（部活動指導員を含む） 

      ②地域指導者 

 

質問４－② ６月の平日の部活動は、どのくらい行っていますか。 

      ※保護者クラブや総合型地域スポーツクラブ等として行っている時間は含みません。 

      ※平日１日あたりの平均的な活動時間で回答してください。 

      ①～１時間 

      ②１時間１分～２時間 

      ③２時間１分～３時間 

      ④３時間１分～４時間 

      ⑤４時間１分～ 

 

質問４－③ 平日における部活動の休養日設定は、どの程度行っていますか。 

      ①特にもうけていない 

      ②平日５日間のうち１日以上はとる 

 

質問５ （顧問をしている部活動について） 

    休日は、どのような形態で行っていますか。 

    ①部活動のみ行っている 

    ②部活動に加え保護者クラブで部として活動を行っている 

    ③部活動に加え総合型地域スポーツクラブで部として活動を行っている 

    ④部活動に加え民間のスポーツクラブ等に活動を委託している 

    ⑤部活動は行っておらず、保護者クラブで部として活動を行っている 

    ⑥部活動は行っておらず、総合型地域スポーツクラブで部として活動を行っている 

    ⑦部活動は行っておらず、民間のスポーツクラブに部の活動を委託している 

       ⑧部活動は行っていない 

 

質問５－① （質問５で②③⑤⑥を選択した場合のみ） 

      休日の中心的な指導者は誰ですか。 

      ①顧問（部活動指導員を含む） 

      ②地域指導者 

 

質問５－② （質問５で①②③④を選択した部活動について） 

      ６月の休日の部活動は、どのくらい行っていますか。 

      ※保護者クラブや総合型地域スポーツクラブ等として行っている時間は含みません。 

      ※休日１日あたりの平均的な活動時間で回答してください。 

      ①～２時間 

      ②２時間１分～３時間 

      ③３時間１分～４時間 

      ④４時間１分～５時間 

      ⑤５時間１分～６時間 

      ⑥６時間１分～７時間 

      ⑦７時間１分～８時間 

      ⑧８時間１分～ 
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質問５－③ （質問５で①②③④を選択した部活動について） 

      休日における部活動の休養日設定は、どの程度行っていますか。 

      ①特にもうけていない 

      ②１か月に１日はとる 

      ③１か月に２日はとる 

      ④１か月に３日はとる 

      ⑤1か月に４日はとる（土日のいずれかが休み） 

 

質問６ （顧問をしている部活動について） 

    長期休業中にある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設けていますか。 

    ①設けている 

    ②設けていない 

 

５ 【大会への参加について（協会・連盟主催大会）】 

 質問７ （顧問をしている部活動について） 

協会・連盟主催の年間参加大会数、コンクール数等を記入してください。 

※上位大会に進出した場合の数は加算しないでください。 

アあああ 

  

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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県集計表

県全体

＜顧問用＞部活動・クラブ活動に関する調査 部活動数 1796

【指導者について（顧問）】 顧問数 3212

集計

① 20歳代 927

② 30歳代 987

③ 40歳代 589

④ 50歳代 498

⑤ 60歳代 211

① 希望する 448

② 希望しない 2764

① 現在顧問をしている部活動の指導者として指導したい 326

② 居住地（校区）にある中学校の指導者として指導したい 67

③ 以前勤務した中学校の指導者として指導したい 7

④ その他 48

① 現在の部活動と希望の部活動が一致 1678

② 現在の部活動と希望の部活動が一致しない 1534

① もっている 299

② もっていない 2913

① 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格（スタートコーチ、コーチ１～４等） 137

② 競技団体が独自で認定している指導者資格 136

③ 郡市スポーツ（体育）協会が独自で認定している指導者資格 9

④ 岐阜県スポーツ協会の発行するライセンス 33

⑤ その他 13

1205

【顧問をしている部活動の地域指導者について】 2089

集計

① １０歳代 12

② ２０歳代 249

③ ３０歳代 311

④ ４０歳代 612

⑤ ５０歳代 522

⑥ ６０歳代以上 383

① 社会人 1756

② 保護者 209

③ 大学生 39

④ その他 85

① もっている 1113

② もっていない 976

① 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格（スタートコーチ、コーチ１～４等） 441

② 競技団体が独自で認定している指導者資格 429

③ 郡市スポーツ（体育）協会が独自で認定している指導者資格 141

④ 岐阜県スポーツ協会の発行するライセンス 181

⑤ その他 29

質問２－③ 指導する条件は何ですか。

質　　問　　内　　容

質問２－① 顧問の年代について

質問２－② 地域移行した後も、指導者
として指導を希望します
か。

質問２－⑤ 指導してもよい部活動はあ
りますか。

質問２－⑦ 指導者資格をもっています
か。

質問２－⑧ あなたがもっている指導者
資格をすべて選択してくだ
さい。＜複数回答可＞

質問３－④ 地域指導者は指導者資格を
もっていますか。

質問３－⑤ 地域指導者がもっている指
導者資格＜複数回答可＞

地域指導者に指導を依頼している部活動数

地域指導者数

質　　問　　内　　容

質問３－② 地域指導者の年代について

質問３－③ 地域指導者の属性について

【調査2：部活動に関する調査】
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【調査３】＜生徒用＞部活動・地域クラブ活動に関する調査 質問項目 

 

〇該当する選択肢の回答欄に入力してください。 

※調査対象：中学校１・２年生 

※留意点：質問３において、④学校部活動も地域クラブ活動も、どちらにも所属していない と回答した

生徒も、それ以降の質問にも回答する。（④学校部活動も地域クラブ活動も、どちらにも所属

していない と回答した生徒への質問には「もし所属していたら」という文言が付け加えられ

ている。） 

 

質問１   市町村、学年、性別を選択してください。 

 

質問２   休日の学校部活動の運営が、学校の先生から、地域の方（社会人・保護者・大学生等に変わ

っていくことを知っていますか。 

       ①知っている 

     ②聞いたことはあるが、くわしくは知らない 

     ③知らない 

 

質問３   学校部活動や地域クラブ活動に所属していますか。 

※地域クラブ活動 ☞学校外でのクラブ活動 

     ①学校部活動のみ、所属している 

     ②地域クラブ活動のみ、所属している 

     ③学校部活動と地域クラブ活動の、どちらにも所属している 

     ④学校部活動も地域クラブ活動も、どちらにも所属していない 

 

質問３－１  学校部活動や地域クラブ活動に対して、期待していることは何ですか。 

      ①全国レベルの試合・コンクールへの出場や上位入賞を目指し、たくさん練習がしたい 

      ②自分のペースで活動ができ、スポーツや文化活動を楽しく続けたい 

      ③１つの活動だけでなく、複数のスポーツや文化活動がやりたい 

④その他 

 

質問３－２ 学校部活動や地域クラブ活動について、今後、あなたが希望する活動を選択してください。 

      ①平日のみ活動 

      ②休日のみ活動 

      ③平日・休日ともに活動 

 

質問３－３ （質問３－２で①③を選択した人のみ） 

平日は、週にどの程度の学校部活動や地域クラブ活動がしたいですか。 

      ①週５日 

      ②週２～４日程度 

      ③週１日以下  
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質問３－４ （質問３－２で①③を選択した人のみ） 

         平日に１日何時間ぐらい学校部活動や地域クラブ活動をしたいですか。 

        ①４時間１分以上 

      ②３時間１分～４時間 

      ③２時間１分～３時間 

      ④１時間１分～２時間 

      ⑤１時間以下 

質問３－５ （質問３－２で②③を選択した人のみ） 

         休日はどの程度、学校部活動や地域クラブ活動がしたいですか。 

      ①土日どちらも 

      ②土日どちらか 

      ③隔週で土日どちらか 

      ④月１回程度 

質問３－６ （質問３－２で②③を選択した人のみ） 

         休日は１日何時間ぐらい学校部活動や地域クラブ活動がしたいですか。 

      ①４時間１分以上 

      ②３時間１分～４時間 

      ③２時間１分～３時間 

      ④１時間１分～２時間 

      ⑤１時間以下 

質問４    （質問３で④を選択した人のみ） 

学校部活動や地域クラブ活動に所属しない理由を選択してください。＜複数回答可＞ 

      ①勉強を優先したいから  

②自由に活動する時間が欲しいから 

③活動時間が長いイメージがあるから 

④自分のペースで多くの競技や文化的活動を経験したいから 

⑤入りたい部活動・地域クラブ活動がないから 

⑥生徒同士の人間関係が難しそうだから 

⑦家庭の事情から 

⑧特に理由はない 

⑨その他 

 

 

質問５ 休日部活動の地域移行について、意見等がありましたら、記入してください。 

     ※休日部活動の地域移行 

☞休日の学校部活動が、学校の先生から、地域の方（社会人・保護者・大学生等）によって運営

されるようになること 

      

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。              
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令和６年１２月 

 

部活動・地域クラブ活動に関する調査結果（生徒用） 

 
【質問】市町村を選択してください。 

【中学１・２年生】 回答者 11,027 名 

＜岐阜地区＞4,579 

岐阜市：2,376、羽島市：890、各務原市：473、山県市：141、瑞穂市：387、 

本巣市：106、岐南町：61、笠松町：44、北方町：101 

＜西濃地区＞1,321 

大垣市：529、海津市：260、養老町：54、垂井町：109、関ケ原町：41、神戸町：56、 

輪之内町：22、安八町：61、揖斐川町：68、大野町：95、池田町：26 

 ＜美濃地区＞1,615 

関市：1,184、美濃市：82、郡上市：349 

＜可茂地区＞755 

美濃加茂市：125、可児市：190、富加町：62、坂祝町：41、川辺町：46、七宗町：38、 

八百津町：61、白川町：67、東白川村：28、御嵩町：97 

 ＜東濃地区＞1,７５０ 

多治見市：492、土岐市：255、瑞浪市：278、恵那市：283、中津川市：442 

＜飛騨地区＞１，００７ 

高山市：502、飛騨市：98、下呂市：387、白川村：20 

 
質問１   学年を選択してください。            質問１   性別を選択してください。 

 
1 年生   5,608（５１％）                   男    5,604（５０％） 

２年生   5,419（４９％）                   女   5,423（４９％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【調査３：基本部活動・地域クラブ活動に関する調査】  
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質問２   休日の学校部活動の運営が、学校の先生から、地域の方（社会人・保護者・大学生等に変わ

っていくことを知っていますか。 

 
 
 
 
    ①知っている       4,427（４０％） 

      ②聞いたことはあるが、くわしくは知らない      

2,665（２４％） 

      ③知らない           3,935（３６％） 

 
 
 
 
 
 
質問３   学校部活動や地域クラブ活動に所属していますか。 

※地域クラブ活動 ☞学校外でのクラブ活動 

 
     ①学校部活動のみ、所属している                       4,613（42％） 

     ②地域クラブ活動のみ、所属している                           1,187（11％） 

     ③学校部活動と地域クラブ活動の、どちらにも所属している      3,779（34％） 

     ④学校部活動も地域クラブ活動も、どちらにも所属していない      1,448（13％） 
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【学校部活動や地域クラブ活動に、所属していると回答した生徒】9,579 

質問３－１  学校部活動や地域クラブ活動に対して、期待していることは何ですか。 

 

①全国レベルの試合・コンクールへの出場や上位入賞を目指し、たくさん練習がしたい 

3,427（36％） 

②自分のペースで活動ができ、スポーツや文化活動を楽しく続けたい   5,378（５６％） 

③１つの活動だけでなく、複数のスポーツや文化活動がやりたい         480（5％） 

④その他(主なもの）                                     ２９４（3％） 

       ・たくさんの人との交流で経験や新しい発見があること 

       ・多様な活動が選ぶことができること 

       ・自分のペースで活動でき、活動場所から遠い生徒も、平等に活動ができるようになること 

       ・自分のペースで活動ができ、スポーツや文化活動を楽しく続けられること 

       ・みんなが楽しくできて、質のある練習ができること 

       ・特に期待していることはない 
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質問３－２ 学校部活動や地域クラブ活動について、今後、あなたが希望する活動を選択してください。 

 
 
 
      ①平日のみ活動    3,293（34％） 

      ②休日のみ活動   1,255（13％） 

      ③平日・休日ともに活動 

                    5,031（５３％） 

 
 
 
 
質問３－３ （質問３－２で①③を選択した人のみ） 

平日は、週にどの程度の学校部活動や地域クラブ活動がしたいですか。 

 
 
 
      ①週５日         1,121（13％） 

      ②週２～４日程度   6,205（７５％） 

      ③週１日以下        ９９８（１２％） 
 
 
 
 
 
質問３－４ （質問３－２で①③を選択した人のみ） 

        平日に１日何時間ぐらい学校部活動や地域クラブ活動をしたいですか。 

 
 
      ①４時間１分以上       ４１３（５％） 

    ②３時間１分～４時間     ７１２（８％） 

    ③２時間１分～３時間  2,517（３０％） 

    ④１時間１分～２時間  3,385（４１％） 

    ⑤１時間以下       1,297（16％） 
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質問３－５ （質問３－２で②③を選択した人のみ） 

        休日はどの程度、学校部活動や地域クラブ活動がしたいですか。 

 
 
 

    ①土日どちらも  2,751（４４％） 

    ②土日どちらか  2,913（47％） 

    ③隔週で土日どちらか 

                  ４５７（7％） 

    ④月１回程度      １４７（２％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問３－６ （質問３－２で②③を選択した人のみ） 

         休日は１日何時間ぐらい学校部活動や地域クラブ活動がしたいですか。 

 
 
 

    ①４時間１分以上    1,504（２４％） 

    ②３時間１分～４時間 1,897（30％） 

    ③２時間１分～３時間 2,150（34％） 

    ④１時間１分～２時間   ６３９（１０％） 

    ⑤１時間以下         ９６（ ２％） 
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【学校部活動や地域クラブ活動に、所属していないと回答した生徒】 1,４４８ 

質問３－１  「もし所属していたら」学校部活動や地域クラブ活動に対して、期待していることは何で

すか。 

 

 

①全国レベルの試合・コンクールへの出場や上位入賞を目指し、たくさん練習がしたい 

２４２（１７％） 

②自分のペースで活動ができ、スポーツや文化活動を楽しく続けたい   ９２３（６４％） 

③１つの活動だけでなく、複数のスポーツや文化活動がやりたい       １７５（１２％） 

④その他(主なもの）                                   １０８ （７％） 

       ・たくさんの活動から選択できること 

       ・勉強に関する活動を作ってほしいこと 

       ・気兼ねなく参加できるアットホームな環境を期待している 

       ・どこにも所属していないのでわからない 

       ・特に期待していることはない 
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質問３－２ 「もし所属していたら」学校部活動や地域クラブ活動について、今後、あなたが希望する活

動を選択してください。 

 
 
 
      ①平日のみ活動      ９５５（６６％） 

      ②休日のみ活動      ２７８（１９％） 

      ③平日・休日ともに活動 ２１５（１５％） 

 
 
 
 
質問３－３ （質問３－２で①③を選択した人のみ） 

「もし所属していたら」平日は、週にどの程度の学校部活動や地域クラブ活動がしたいで

すか。 

 
 
 
      ①週５日           ８８（８％） 

      ②週２～４日程度   ８１０（６９％） 

      ③週１日以下      ２７２（２３％） 
 
 
 
 
 
質問３－４ （質問３－２で①③を選択した人のみ） 

        「もし所属していたら」平日に１日何時間ぐらい学校部活動や地域クラブ活動をしたいで

すか。 

 
 
      ①４時間１分以上        38（３％） 

    ②３時間１分～４時間    ７１（６％） 

    ③２時間１分～３時間  ３２１（２７％） 

    ④１時間１分～２時間  ４８７（４２％） 

    ⑤１時間以下       ２５３（２２％） 
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質問３－５ （質問３－２で②③を選択した人のみ） 

        「もし所属していたら」休日はどの程度、学校部活動や地域クラブ活動がしたいですか。 

 
 
 

   ①土日どちらも     ９８（２０％） 

   ②土日どちらか    ２４４（５０％） 

   ③隔週で土日どちらか ５０（１０％） 

   ④月１回程度      １０１（２０％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問３－６ （質問３－２で②③を選択した人のみ） 

        「もし所属していたら」休日は１日何時間ぐらい学校部活動や地域クラブ活動がしたいで

すか。 

 
 
 

  ①４時間１分以上       ５４（１１％） 

  ②３時間１分～４時間   ７１（１４％） 

  ③２時間１分～３時間 １４９（３０％） 

  ④１時間１分～２時間 １２７（２６％） 

  ⑤１時間以下         ９２（１９％） 
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質問４    （質問３で④を選択した人のみ）＜複数回答可＞ 

学校部活動や地域クラブ活動に所属しない理由を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ①勉強を優先したいから  

②自由に活動する時間が欲しいから 

③活動時間が長いイメージがあるから 

④自分のペースで多くの競技や文化的活動を経験したいから 

⑤入りたい部活動・地域クラブ活動がないから 

⑥生徒同士の人間関係が難しそうだから 

⑦家庭の事情から 

⑧特に理由はない 

⑨その他（主なもの） 

・途中から参加しても、うまくできるか少し心配だから 

・人間関係で嫌な思い出があるから。 

・あまり長時間運動したくないから 

・塾や勉強など、他にやっている習い事を優先したいから 

・自分が心からやりたいと思える活動がないから 

・お金もかかるし、送り迎えなど色々大変だから 

・休みたくても休めないから 

・１年生の頃の部活動が有意義な時間だと思わなかったから。 

・親に反対されたから 

・帰りが遅くなってしまうかもしれないから 

・スポーツが苦手で、文化系の部活も自分が興味を持てない内容だから 
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質問５ 休日部活動の地域移行について、意見等がありましたら、記入してください。 

 
回答数：788（主なもの） 

 ・地域クラブの運営に関する要望 

  （練習回数や環境の変化がないようにしてほしい、学校や先生も関わってほしい、なぜ地域移行

が必要なのかを丁寧に説明してほしい、問題が起きたときにどのような対応をしてくれるのか

を教えてほしい、他校との練習機会を増やしてほしい、安い参加費で活動できるようにしてほし

い等） 

 ・地域クラブの活動場所についての要望 

  （活動場所を遠くすることはやめてほしい、多くの場所で活動できるようにしてほしい等） 

・文化部の地域移行についての意見 

 （休日の活動がないので、土日に活動できるようにしてほしい、文化部の活動をふやしてほしい等） 

・地域移行への要望に関すること 

（練習時間を確保してほしい、練習時間を減らしてほしい、練習の質を上げてほしい、種目を増や 

してほしい等） 

・地域指導者についての意見 

（専門の人に教えてもらうことは良い、地域指導者が来ないときは活動できないので困る、生徒 

に寄り添った指導をしてほしい等） 

・地域移行への賛成意見 

（働き方改革が進む、先生の負担を減らせる等） 

・地域移行への反対意見 

（他の学校や地域の人と連携がうまくいかない、親の事情で入れないから活動できなくなる、保護 

者に負担がある、中体連の大会への参加が複雑になる、先生に指導してほしい、地域指導者が保 

護者だと生徒に対して差別が生じやすい、吹奏楽部は楽器の移動や管理が難しいので反対、親 

しくない人とのコミュニケーションが苦手だから等） 
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令和６年度 
岐阜県及び各市町村の実証事業 

成果報告書（概要） 

 （1）岐阜市 
 （2）羽島市 

 （3）各務原市 

 （4）山県市 

（5）瑞穂市 

 （6）本巣市 

 （7）北方町 

 （8）大垣市 

 （9）海津市 

（10）養老町 

（11）安八郡神戸町 

（12）安八郡輪之内町  

（13）安八郡安八町 

（14）揖斐郡揖斐川町 

（15）揖斐郡大野町 

（16）揖斐郡池田町 
（17）関市 

（18）美濃市 

（19）郡上市 

（20）可児市 

（21）坂祝町 

（22）川辺町 

（23）七宗町 

（24）八百津町 

（25）白川町 

（26）御嵩町 

（27）中津川市 

（28）高山市 

（29）飛騨市 

（30）下呂市 



地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域移行の現状

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県

・県調査によると、今年度末までに、休日部活動が地域移行すると回答
した割合は、県全体で72.5％となっている。
・積極的に地域移行に取り組む市町村では、地域移行担当主管課を中

心に、関係者、保護者、地域指導者等との合意形成を図る機会を多く設
け、安心安全な地域クラブ運営に向けた組織作りを着実に行っている。
・県内中学校部活動の多くが、地域移行先を「保護者クラブ（任意団

体）」と考えており、運営団体の体制整備が課題となっている。

・岐阜県地域クラブ活動推進コーディネーター会議を、年８回実施し、各地
区における地域移行の進捗や、優良事例や困難事例を共有した。
・岐阜県スポーツ協会と連携したことで、スポーツ医・科学に関する研修、効
果的なスポーツ・文化活動の指導法について精通している専門家を講師とし
て招聘することができた。
・地域クラブ活動への移行に向けた一体的な環境整備について、スポーツ庁
「地域スポーツクラブ活動アドバイザー制度」を活用し、「岐阜県地域クラブ
活動推進フォーラム」にて講演を依頼したことで、安心安全な地域クラブ運
営について学び合うことができた。

出典:岐阜県教育委員会体育健康課
出典:岐阜県教育委員会体育健康課

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

【目標】令和７年度末までにすべての休日部活動を地域クラブに移行
令和６年度：７２．５％※ → 令和７年度：１００％

岐阜県

教育委員会
体育健康課

知事部局
地域スポーツ課連携

＜令和６年度の主な取組＞
・岐阜県地域クラブ活動推進会議を年４回開催（県及び４２市町村）
・岐阜県地域クラブ活動推進フォーラムを開催
・地域クラブ指導者育成研修会を年６回開催（県内６地区）

☞岐阜県スポーツ協会と連携
☞岐阜県地域クラブ指導者人材バンク運用

・岐阜県地域クラブ活動総括コーディネーターを配置（１名）
・県内６地区に岐阜県クラブ活動推進コーディネーターを配置

☞岐阜県クラブ活動推進コーディネーター会議を年８回開催

連携

岐阜県スポーツ協会
・地域クラブ指導者育成研

修会の計画及び運営
・研修修了者の管理

市町村地域移行担当主管課

総合型地域スポーツクラブ スポーツ少年団 保護者クラブ 体育協会

※令和６年度末までに移行すると回答した運動部活動を含む
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の現状、課題 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県岐阜市

本市は中学校が23校あり、生徒数は9,607人である。運動部活動は
216団体あり、62％にあたる134団体は休日の部活動が地域移行して地
域クラブ活動を実施している。移行先は、総合型地域スポーツクラブまたは
保護者会が運営する保護者クラブである。
課題として、地域クラブの49％が地域指導者1人で指導を行う体制であ

ることや地域移行が未完了の部活動は、地域指導者の確保が困難である
ことが挙げられる。また、保護者クラブの安定的、持続的な運営体制につい
て課題がある。

・地域指導者203人を配置することで、地域クラブ所属生徒に対して専門
的な競技指導を行うことができるようになり、生徒の満足度は高い。

・地域指導者の確保に向け、市のスポーツ協会への働きかけや県の人材バ
ンクの活用、大学との連携により指導者の確保と配置を行った。

・安定的、持続的な運営体制について岐阜市中学校部活動地域移行検
討委員会の協議により、本市の実態に合う地域クラブの体制や家庭の費
用負担の方向性を見出すことができた。

・地域ｸﾗﾌﾞが学校の体育施設と空調を減免で使用できるようにした。

9,607 人 全生徒数 23校 中学校数 

134 クラブ 実施した
地域クラブ数 239 部域内の

部活動数

全体の
運営スタッフ数 202人全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ
保護者クラブ

主な
運営団体

軟式野球、バレーボール、バスケットボール、ソフトテニス等主な種目

３年︓7人/クラブ

２年︓7人/クラブ

１年︓7人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

中学校
体育館、グラウンド主な活動場所〜2,200円/年 参加会費

市内中学校

岐阜市

地域ｸﾗﾌﾞ活動

岐阜市スポーツ少年団
岐阜市スポーツ指導員連絡協議会

PTA連合会連絡・調整

教育委員会

学校部活動

部活動社会人指導者の配置
部活動指導員の配置

ぎふ魅力づくり推進部
市長部局

学校指導課 ぎふ魅力づくり推進政策課

平日、休日の学校部活動

地域ｸﾗﾌﾞ地域指導者の配置
検討委員会の開催
人材バンクの創設

教育施設課

社会・青少年教育課

市民スポーツ課

文化芸術課

学校施設の使用
協議

岐阜市芸術文化協会

情報
共有

連携

部活動指導員

社会人指導者

地域指導者

岐阜市中学校部活動地域移行検討委員会を教育委員会と市長部局で共同開催
・4月 委員を選任(学校関係者、学識経験者等)
・7月〜2月 第1回〜第5回の会議を開催

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県羽島市

０・近年、生徒数の減少、部活動の任意加入の浸透はもとより外部クラブ
チームへの加入者が増加するなどのニーズの多様化により、部活動加入
者が減少している。

・生徒数、教職員数の減少等の実態に応じた部活動数になっていないた
め、部活動顧問の大きな負担になっている。
・小規模校においては、生徒数の減少によりさらに部活動数を減らさざる
を得ない状況になっている。そのため、集団競技の部活動では人数が揃
わず試合に出場することができないために、個人競技の部活動に加入す
る生徒が多い状況になっている。

1,837人 全生徒数 5校 中学校数 

47クラブ 実施した
地域クラブ数 47部域内の

部活動数

9人 全体の
運営スタッフ数 98人 全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ運営団体

野球、サッカー、バスケ男女、バレー男女、ハンド男女、テニス男
女、陸上、ソフトボール、卓球、剣道、柔道主な種目

３年︓70人/クラブ

２年︓90人/クラブ

１年︓61人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回程度/月 平均的な

活動回数

学校体育施設、多
目的運動場 等主な活動場所 月会費 500円

年会費 6,000円参加会費

羽
島
市

業務
委託

総合型地域スポーツクラブ

指導者紹介等の事業協力

中
学
校

47
部
活
動

羽島市指導者紹介制度

近隣大学

移行

・ 上位組織である「一般社団法人スポーツクラブ840」が設置されたことによ
り、市内で同じスポーツ環境がこどもたちに提供できることにつながったこ
とがよい。これまでは学校の規模に応じた選択肢しかなかったため、小規
模校であっても選択の可能性が広がったことが評価できる。

• 関係者を参集して協議を定期的に進めたため、関係者の中で地域スポー
ツクラブ活動が地域のスポーツクラブや学校、家庭(保護者)、地域指導
者等の関係団体の協力・連携なしには実施できないことを共有し、地域
を巻き込んで活動を実施できることにつながっている。

• これまではトップアスリート等を講師に招き、指導者研修会を実施してきたが、
今回はスポーツを指導するプロから、こどもたちを満足させるスキルやテク
ニック等を学べたことは大変有意義であった。
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域クラブ活動の概要（代表的な取組例）

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図（サッカー協会ジュニアクラブ）

岐阜県各務原市

本市には８校の中学校があり、生徒数3,810人で113部活動（運動
部・文化部）が活動している。少子化の影響もあり、運動部では、すでに
４月から単独校での活動が成り立たなくなっている学校が生じている。種目
によっては、競技志向の強い生徒はクラブチームに加入し、学校部活動に
入らない状況もある。

本市では、令和６年度から休日部活動の移行先を、保護者会が実施
主体となるものとスポーツ協会の種目団体が実施主体となるものとし、その
活動団体を「ジュニアクラブ」と呼称している。令和６年12月までに、運動
部活動95部活動中53部（56％）がジュニアクラブに移行し、部活動指
導員が配置されている部活動を合わせると78部（82％）の移行ができて
いると考える。

スポーツ協会が実施主体となるジュニアクラブは、ホッケー、柔道、水泳、
サッカー競技が、移行先として活動を行っている。

・各務原市が策定した「学校部活動の段階的な地域移行へのビジョン」をも
とに、各学校における部活動のジュニアクラブ化が円滑に進むよう支援した。
・保護者会ジュニアクラブでは、保護者会の理解、指導者の確保など整備が
整った部活動から順次登録が進み、今年度、本市が目標としてきた地域移
行した部活数は、概ね達成することができた。
・各務原市サッカー協会ジュニアクラブ発足に向けて、地域移行コーディネー
ターが協会担当者と随時連絡を取り合い、中学校長会への説明、市内サッ
カー部保護者説明会・ジュニアクラブ総会への参加、部活動顧問の兼職兼
業届に関わる相談等を行い、11月から活動を開始することができた。

（１）運営類型︓体育スポーツ協会運営型
（２）運営主体︓各務原市サッカー協会
（３）種目︓サッカー
（４）活動形態︓市内を４地区に分けてチームを編成
（５）指導者の属性︓市サッカー協会所属の指導者及び教員（兼職

兼業届）
（６）１週間あたりの平均的な活動回数︓平日３日・休日１日
（７）主な移動手段︓保護者による送迎
（８）1人当たりの参加会費等（月額）︓3,000円〜5,000円
（９）1人当たりの保険料︓生徒800円／指導者1,850円

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県山県市

本市においては、3校の公立中学校があり、生徒数584人で27部が活
動している。その中でも、単独校で成立する部活動が近年大幅に減少し、
市内3中学校合同の部活動が増えている。さらに、市内3校でも部員数が
不足し、近隣市と合同で活動する部活動も出てきている。

市合同部活動を進めるうえで、平日はスクールバスで2校の中学生を拠
点校に輸送している状況である。休日は、保護者が送迎している。
本市では、平日の部活動が週1日と少なく、休日や夜間に地域クラブでの

活動に頼らざるを得ない状況である。

○単独校から山県市合同部活動への移行は、手順を明確にして進めており
関係者の総意の元で行っているため、円滑な移行が行われている。

○生徒の多様性に応えるように、運営主体TSCでは「スクールA、スクール
B」をはじめ、交流を目的とした「スポーツ広場」や競技力向上を目的とした
「スポーツ教室」で構成し、プログラムを提供している。

○指導者の質を高めることは、生徒への良質の指導につながるため、スポー
ツ科学の見地からの専門性を高める研修会や教室等を工夫している。

○TSCでは、倫理委員会の設置や大会参加基準の作成を進め、地域移
行にとって重要な内容について体制の整備が進んでいる。

５８４ 人 全生徒数 ３ 校 中学校数 

１２ クラブ 実施した
地域クラブ数 ２７ 部域内の

部活動数

５ 人 全体の
運営スタッフ数 ４６ 人 全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ
NPO法人Team-yamagata Sports Club

主な
運営団体

ソフトボール、ハンドボール、バドミントン、陸上、サッカー、卓球
バレーボール、剣道、ソフトテニス、軟式野球、バスケットボール主な種目

３年︓７人/クラブ

２年︓８人/クラブ

１年︓８人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

高富中学校主な活動場所７，０００円/年 参加会費
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県瑞穂市

瑞穂市は、現在でも人口増加が続いているが、子どもの数は減少傾向であ
る。３つの中学校における各部活動においても、団体競技などでは、まだチー
ムが組める部と数名しか在籍していない部で大きく差ができている。同種目に
おいて男子と女子が合同で活動する、他の中学校と合同で活動を行うなど、
早期に模索していく必要がある。 また、地域クラブ活動に移行するにあたり、
慢性的な課題としては、「地域指導者の確保」と「保護者会の負担」が挙げら
れる。「地域の子どもたちは、地域で育てる」「子どもに軸足を置いた地域クラブ
活動」を目標として掲げ、保護者や指導者の理解と支援を得ながら、同時に
教職員の働き方改革の推進も合わせて地域移行を進める。

○中学校長やPTA等を訪問し、学校の協力を求めることで、市内中学校の
全ての生徒に事前周知のチラシの配布を行った。
○各運営主体が活動するときは、指導者が競技種目の指導に集中できる
よう、会場の施錠、開場や参加者の出欠確認などを行う保護者会役員の
配置を呼びかけした。
○各種団体の代表者で構成している推進委員会のメンバーに協力要請を
行うことで、地域一体となって運動部活動の地域移行に向けた環境づくりを
進めた。

サッカー、剣道、ダンス地域クラブ活動で実施
した種目

瑞穂市教育委員会運営団体名

毎週１回
月4回程度期間と日数

経験者、小中学校教員指導者の主な属性

穂積中学校等のグラウンド、剣道場、瑞穂市教育
支援センター活動場所

自転車主な移動手段

月額５００円
（年額６，０００円）

１人あたりの参加会費等
（年額）

スポーツ安全保険
生徒１人あたり︓各保護者会にて加入
指導者１人あたり︓１，８５０円/年

１人あたりの保険料

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県本巣市

運営体制図を挿入
※運営体制図例を参照

・ 少子化の進行により、チーム編成が困難になる状況に対して、近隣市町
の地域移行の状況を把握しながら、連携を図り生徒が望む競技に打ち込
めるための体制を構築
・勝利至上主義のクラブチームと生徒の活動を支える地域クラブとの共存へ
の対応
・ 指導者の負担を軽減するため、すべてのクラブにおいて複数配置ができる
ための指導者の確保
・平日の部活動の地域展開の在り方の検討

未来を切り開き、たくましく生き抜く子を育成するために、学校と地域が手を
取り合って「生徒が主役の部活動支援クラブ」の推進に取り組んできた。
・部活動特任指導員の配置と本巣市部活動推進協議会の設置による学
校・育成会・地域指導者を繋ぐ運営体制の整備

・市補助金による活動資金の支援と地域指導者に向けた研修会の実施
・育成会、指導者に対して、新たな指導者の発掘を依頼
・事故防止、熱中症予防、応急手当に関わること等や、指導の在り方を示
した資料を育成会・指導者に配付

９１３ 人 全生徒数 ４ 校 中学校数 

３５ クラブ 実施した
地域クラブ数 ３４ 部域内の

部活動数

３９ 人 全体の
運営スタッフ数 ７９ 人 全体の

指導者数 

市部活動推進協議会(事務局︓教育委員会社会教育課内)
クラブ参加生徒の保護者(育成会を組織)

主な
運営団体

陸上、軟式野球、男女バスケットボール、男女バレーボール、男女ソフトテニス、
卓球、剣道、柔道、女子ソフトボール、サッカー、バドミントン主な種目

３年︓５人/クラブ

２年︓５人/クラブ

１年︓５人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

学校施設
社会体育施設主な活動場所２００円/年 参加会費
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県北方町

本町においては、２校の義務教育学校があり、生徒数526人で17部活
（うち、運動系12部活）が活動している。現段階では、部活動、ジュニア
クラブ（育成会による運営）、また、スポーツ少年団、それに部活動への体
験入部を希望する学園の5,6年生の集合体を「北方学園クラブ」ととらえ、
義務教育9年間の一貫した指導を目指している。
スポーツを通して、豊かな人間性を育成や、土、日、祝日における部活動

の指導を社会人指導者、育成会に委ねていくこと、スポーツ少年団、及び
町内の5,6年生が、体験できるようにすることが必要である。

〇取組としては、指導者研修を実施したり、県の育成研修会への案内をし
たりした。指導者20名の内、11名が日本スポーツ協会等の指導者資格を
保有している。指導者の指導の機会の確保するため、指導者への謝金の上
限を月4回分から6回分に増やし、土日、祝日への指導に、より対応できる
ようにした。今年度は、教職員に兼職・兼業の指導者が7名登録した。現在、
12部活の内うち、8部活が2名以上指導者がいるが、今後は、各部活動に
2名以上の指導者配置を目指す。
〇年に5回、計画的に部活動担当者会を行い、指導状況について情報交
流を行い、改善策の検討や指導について共通理解を図った。また、部活動
顧問や社会人指導者、保護者との連携を図るべく、三者が合同に集まり、
年間の指導について、共有理解を図ることができるようにした。

526人 全生徒数 ２校 義務教育
学校数 

１２クラブ 実施した
地域クラブ数 １７部域内の

部活動数

１人 全体の
運営スタッフ数 ２０人 全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ
民間事業者

主な
運営団体

野球、バスケ（男・女）バレー（男・女）、サッカー、陸上、剣道、
卓球、ソフトボール、ソフトテニス、ダンス、主な種目

３年︓７人/クラブ

２年︓７人/クラブ

１年︓７人/クラブ

年間平均
参加生徒実数６回/月 平均的な

活動回数

北学園・南学園主な活動場所各部で異なる（例）
野球7,000円/年 参加会費

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県大垣市

本市は、10校の公立中学校（うち１校は義務教育学校）があり、生
徒数4,083人で、運動系は18種110の部活動が設置されている。
生徒数の減少とともに、部活動への加入率が低下傾向にあり、部活動を

これまで同様に維持することが困難になってきている。部活動の顧問につい
て、指導経験のある顧問の配置は、過半数に満たず、専門的な指導力の
不足に課題がある。休日は、教員が関わらず、保護者の運営による保護
者クラブによって活動している部活動が多く、保護者の負担が大きくなってい
る。持続的で、一貫性のある運営に課題がある。
そうした状況を踏まえ、子供たちがスポーツに親しむ機会を確保することがで

きるよう環境を整備していく必要がある。

○取組としては、令和６年３月に策定した「大垣市部活動地域移行基本
構想」及び「新たな地域クラブ活動実証事業ガイドライン」をもとに、地域移
行を行っている。令和６・７年度は実証事業として、競技・種目ごとに検討
チームを立ち上げ、地域移行の在り方を協議した。指導者の紹介を希望す
る団体を把握し、指導者の確保に努めた。
○成果としては、検討チームを開催することで、市の方針を共有し、地域クラ
ブ設立までの具体的な協議を行うことができた。指導者を確保することができ
るよう市独自の「指導者登録制度」を開始した。参加費については、受益者
負担とし、地域クラブに対して、市より運営に関する経費の一部を補助した。
令和６年度、地域クラブとして10団体が、実証事業を実施している。

４，０８３ 人 全生徒数 １０ 校 中学校数 

１０ クラブ 実施した
地域クラブ数 １１０ 部域内の

部活動数

３９ 人 
全体の運営ス
タッフ数（代表
者・指導者） 

３６ 人 全体の
指導者数 

教育委員会の連携のもとで、各実施主体が運営主な
運営団体

サッカー、軟式野球、バレーボール、ハンドボール、剣道、なぎなた主な種目

３年︓７人/クラブ

２年︓９人/クラブ

１年︓８人/クラブ

年間平均
参加生徒実数８回/月 平均的な

活動回数

市内中学校主な活動場所２６，２８０円/年 参加会費
（平均）
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県海津市

人口減少と少子高齢化が急激に進んでいる現状である。これに伴い、部
活動数も減少し、合同部活動が行われている部もある。生徒は徒歩、自
転車、電車を利用して中学校へ登校しており、運動部活動の地域移行を
推進するにあたり、活動場所が別の中学校となった場合、生徒の移動手
段が問題となる。また、これまで部活動の費用で購入していたユニフォーム
（サッカーなどの団体競技）についても、地域クラブで負担して欲しいと中
学校から要望も出ており、保護者の経済的負担は、増えるばかりである。

・各クラブの消耗品の一部を地域クラブが購入することにより、保護者の経済
的負担の軽減を図ることができた。
・要保護・準要保護世帯の経済的負担軽減を図るため、中学校と地域クラ
ブが連携し、個人情報に配慮しながら、当該者の年会費及び月会費の免
除を行った。
・保護者に対するアンケート調査を行い、適当であると思われる月会費金額
の質問を設け、保護者が負担可能な月会費上限額を調査することができた。

763 人 全生徒数 3 校 中学校数 

22 クラブ 実施した
地域クラブ数 24 部域内の

部活動数

15 人 全体の
運営スタッフ数 87 人 全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ主な
運営団体

軟式野球、バレーボール、バスケットボール、ソフトテニス、卓球、
剣道、ソフトボール、サッカー、陸上主な種目

３年︓10人/クラブ

２年︓10人/クラブ

１年︓5人/クラブ

年間平均
参加生徒実数4回/月 平均的な

活動回数

各中学校主な活動場所13,800円/年 参加会費

海津市

スポーツ課

学校教育課

・兼職兼業の
手続き

市内中学校

・教員へ地域移行体制を周知

海津市教育委員会

・各種団体と連絡・調整

連
携

委託 海津市中学校
地域クラブ

委
嘱 連

携

海津市スポーツ協会

指導者バンク

・指導者研修会の開催

・会費徴収
・施設利用申請書

の提出
・謝金支払い
・会費返還手続き
・学校との連携

クラブ指導者

紹
介

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県養老町

・深刻な少子化の中、これまで活動していた部活動がチーム編成を形成
することができず、休部せざるおえないケースが発生している。
・生徒の地域スポーツ活動の機会を確保するため、スポーツ団体や社会人
指導者と学校が連携した取り組みを第一に進め、同時に教職員の働き方
改革の推進を目標とし、休日部活動の地域移行を進める必要がある。

・部活動27部（運動系21部、文化系6部）のうち、運動系の15部（運
動系全体の71％）が休日部活動地域移行地域クラブに移行した。
・総合型地域スポーツクラブとの効果的な連携を図ることで、町が課題として
いた運営面に関する体制の整備や、保護者の負担金の取り扱いなど、持
続可能な運営ができる組織体制の整備に寄与することができた。
・競技ごとに休日部活動指導者数に違いがあるため、指導者が不足してい
る競技の指導者確保が課題となっている。

687人全生徒数 ２校 中学校数 

15クラブ 実施した
地域クラブ数 27部域内の

部活動数

2人 全体の
運営スタッフ数 27人 全体の

指導者数 

養老町教育委員会、総合型地域スポーツクラブ主な
運営団体

野球部、バドミントン部、バスケットボール部、卓球部、剣道部、柔
道部、バレーボール部、ハンドボール部主な種目

３年︓ 5人/クラブ

２年︓ 5人/クラブ

１年︓ 5人/クラブ

年間平均
参加生徒実数4回/月 平均的な

活動回数

高田中学校、
東部中学校主な活動場所約10,000円/年 

（変動あり）参加会費
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県神戸町

当町においては、１校の公立中学校があり、生徒数454人で14部活が
活動している。少子化やクラブチームに加入する等の理由で、部活動に加
入する生徒が減少してきており、他校と合同で活動している種目も出てきて
いる。中学生の継続的なスポーツ・文化活動を維持・継続していくためにも、
地域移行を進めていく必要がある。

今年度、運動系・文化系１４種目の内、７種目において地域移行が
完了した。これから地域移行を見据える、種目についても、今後関係者と
協議を重ね、地域移行を推進していく。

運動系の部活動については、総合型地域スポーツクラブのNPO法人「ごうどス
ポーツクラブ」が地域移行の受け皿となり、活動を実施することとした。指導者が
配置できた、７種目において、先行して地域移行し、地域スポーツ活動を行っ
ている。
地域移行を実施するにあたり、中学校、ごうどスポーツクラブ、教育委員会

の３者で規程を作成し、覚書を交わし協力して地域移行を推進していくこと
に合意した。また問題が発生した際には、連携して問題解決をすることとした。
NPO法人「ごうどスポーツクラブ」や指導者、保護者の協働により、休日の活

動だけでなく、平日の夜間の活動を実施している部活動もある、専門的な知
識を持つ指導者から継続的に指導を受けることにより、充実した活動を実施で
きている。４５４ 人 全生徒数 １ 校 中学校数 

７ クラブ 実施した
地域クラブ数 １４ 部域内の

部活動数

１ 人 全体の
運営スタッフ数 １０ 人 全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ主な
運営団体

軟式野球、バレーボール、バドミントン、剣道、卓球、バスケット
ボール主な種目

３年︓７人/クラブ

２年︓６人/クラブ

１年︓８人/クラブ

年間平均
参加生徒実数１２回/月 平均的な

活動回数

神戸中学校主な活動場所3,000円/年 参加会費 神戸町 神戸中学校

ごうどスポーツクラブ
（運営主体）

業務委託
地域クラブ
へ参加

地域クラブ活動の運営

３者で連携

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県輪之内町

現在、当町の運動部活動は、野球部、男子バスケットボール部、女子バス
ケットボール部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、ソフトテニス部、卓
球部、剣道部、サッカー部の9つが活動している。
今年度から、男子バレーボール部は、隣の安八町と合同で地域クラブ化をし

ている。
少子化が進み、児童生徒数は微減傾向にある。今後、単独チームを組むの

が困難な団体種目が増えてくることが予想される。また、教員の働き方改革を
推進する面からも、部活動顧問の負担を軽減することが求められている。

当町は、令和5年９月の新チームから地域移行することができ、令和6年
度も継続して地域移行ができている。
令和6年度から新規で活動を始めた地域指導者が5名おり、部活動顧問

の負担を軽減することができている。
今年度から男子バレーボール部が、単独でチームを組むのが困難になり、

隣の安八町の地域クラブと合同で練習に参加している。
生徒数の減少に伴い、合同の地域クラブチームが増えていくと予想されるの

で、広域化をしていく必要がある。

269 人 全生徒数 1 校 中学校数 

9 クラブ 実施した
地域クラブ数 9 部域内の

部活動数

0 人 全体の
運営スタッフ数 21 人 全体の

指導者数 

輪之内中学校地域学校協働本部主な
運営団体

バスケットボール、バレーボール、サッカー、卓球、剣道、ソフトテニス主な種目

２年︓7人/男バス

１年︓1人/男バス

年間平均
参加生徒実数12回/月 平均的な

活動回数

輪之内中学校など主な活動場所
月会費 500 円
年会費 1,000 円
※男子バレーのみ

参加会費

輪之内町教育委員会

実施主体

・検討委員会・推進会議
を開再
・推進に当たって規程を
策定
・学校本部、保護者会、
指導者への説明会実施

輪之内町地域学校協働本部
運営団体

実
際
に
担
当
す
る
本
部

輪
之
内
中
本
部

福
束
小
本
部

仁
木
小
本
部

大
藪
小
本
部

31



地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県安八町

少子化により、１校単独ではチームが組めず、子どもたちが希望するス
ポーツ活動ができない現状がある。都市部ではないため、現存する部活動
の指導者の確保がむずかしい。
持続可能な地域クラブ活動の運営と教員の負担軽減を図るため、指導

者の確保が急務である。
部活動の地域移行に向け、教育委員会が主体となり、令和６年１月

「安八町中学校地域クラブ」が発足した。中学校にある１６部活の内、９
部活１２９名の会員（生徒）の参加があった。
地域指導者の確保を最優先課題とし、保護者、指導者の理解を促進し、

すべての部活動が地域移行することを目指す。

地域クラブに移行していない部活動に対して、部活動顧問、保護者、指
導者と話し合う場を設け、地域クラブの活動の説明や少子化による部員数
が減少している現状を説明した。また、将来を見据えた持続可能な活動組
織の構築を目指すチーム作りを提案し、合同クラブとして１チームが加入した。
地域指導者の人材を求め、スポーツ関係団体、学校関係者に呼びかけ

新たに7名の指導者が確保することができた。

546 人 全生徒数 ２校 中学校数 

９クラブ 実施した
地域クラブ数 16 部域内の

部活動数

3 人 全体の
運営スタッフ数 28 人 全体の

指導者数 

安八町中学校地域クラブ主な
運営団体

軟式野球、サッカー、バレーボール、バスケットボール、卓球、剣道、
ソフトテニス主な種目

３年︓7人/クラブ

２年︓8人/クラブ

１年︓4人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

登龍中学校
東安中学校主な活動場所月会費 500円

年会費 1,000円参加会費

スポーツ協会
等の地域人材

競技等の
地域人材

拠点校
実施部活動

部活動顧問
の教職員 中学生

安八町教育委員会

兼職兼業の申請

指導者

指
導

参加

謝
金

機
会

地域クラブ活動
安八町

承認･提供

指導者の確保

各中学校

報告･連携 県教育委員会

承認･連携

活動場所の
提供

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県揖斐川町

・揖斐川町の人口は減少傾向にあり、令和６年度の町内中学校の生徒数は
４３４名で、２０年前と比較して４４%も減少している状態である。
・生徒数の減少により、部活動の種目、部員数も減少している。このため、地域
クラブの活動の運営を維持するため、町内３中学校によるクラブの合同化を推
進することとした。また、町内のみならず、大野町、池田町との揖斐郡合同クラブ
の設立も進めていく。
・合同クラブ活動は、生徒によっては校区外の活動場所へ、保護者の送迎が必
要になる。それにより、保護者の負担も増えることが予想される。

・令和6年度は、揖斐川町中学校の休日部活動を「いびがわ地域クラブ」に地
域移行する初年度であり、各部活動を地域クラブの「種目クラブ」に移行し、子
供たちのスポーツ環境を維持することを目標にした。
・保護者・指導者・学校長、部活動顧問を交えた「揖斐川町中学校部活動地
域移行推進会議」を開催し、目的の共有、ルールづくりを行った。
・保護者会・指導者による「いびがわ地域クラブ推進協議会」を開催し、関係
者間で意思交換を行い、保護者・指導者の悩みに応え、意思疎通を図った。
・町内の中学生と、小学６年生児童及び保護者を対象に、「いびがわ地域ク
ラブ説明会」を開催し、クラブへの理解、入会を促した。
・揖斐郡３町で「揖斐郡部活動地域移行協議会」を設立し、３町間での情報
共有、統一的な取り組みの推進を図った。また、揖斐郡合同クラブとして、３つ
の種目クラブが活動を開始した。
・地域クラブ活動は施設使用料を免除とし、保護者の負担軽減を図った。

４３４ 人 全生徒数 ３ 校 中学校数 

１７ クラブ 実施した
地域クラブ数 ２０ 部域内の

部活動数

１ 人 全体の
運営スタッフ数 ６３ 人 全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ主な
運営団体

野球、ソフトボール、バレー、バスケットボール、ソフトテニス、卓球、吹
奏楽、陸上、柔道、サッカー主な種目

３年︓ ３人/クラブ

２年︓８４人/クラブ

１年︓８９人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

揖斐川中学校 北
和中学校 揖斐
川健康広場

主な活動場所１２，０００円/年 参加会費
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6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県揖斐郡大野町

本町においては、2校の公立中学校があり、生徒数614人で、17部活が
活動している。その内、部活動に参加している生徒数は393人で、参加率は
64％と半数以上の生徒が参加している。
令和6年8月より、大野町の地域スポーツクラブである「おおのジュニアクラブ」

が活動をスタートしたが、生徒の加入数は154人(内、町外生徒5人)、加入
率は25％となっている。3年生の加入が少ない点も理由に挙げられるが、加
入は任意となっているため、生徒・親の全体的な地域クラブへの理解、運動そ
のものに対する意識の低さをどう改善していくかが今後の課題と考える。

・揖斐郡３町が相互協力して地域移行を円滑に推進するため、揖斐郡部
活動地域移行協議会を設立したことにより、１町では人数が少なく、休部
となっていた部活動も、３町合同クラブとして運営することにより、生徒のニー
ズを満たすことができた。さらに、各町での情報共有を活発に行うことができた。
・令和6年度は、各クラブの運営費を、町独自財源で支援した。大野町在
住の生徒が加入するスポーツ保険の費用800円に対し、その半額を町独
自財源で支援することにより、各クラブ・各家庭の費用負担を減らし、指導
者も生徒も安心してクラブ活動を楽しんでもらうことができた。

614 人 全生徒数 2 校 中学校数 

14 クラブ 実施した
地域クラブ数 17 部域内の

部活動数

2 人 全体の
運営スタッフ数 45 人 全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ主な
運営団体

軟式野球、バレーボール、バスケットボール、卓球など主な種目

３年︓0.3人/クラブ

２年︓4.1人/クラブ

１年︓6.4人/クラブ

年間平均
参加生徒実数4回/月 平均的な

活動回数

各中学校施設
町管理体育施設主な活動場所1,000円/月参加会費
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6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県揖斐郡池田町

本町は、公立中学校１校、生徒数689人で、14部活動が活動している。
その内、運動部活動に参加している生徒数は360人、52.2％の生徒がス
ポーツに親しみ、地域クラブへの参加も同水準である。（令和６年５月１日
現在）
少子化による生徒数減少が更に顕著となっていく数年後を見据え、生徒の

多様なニーズに応えられるよう、自治体の枠をこえた、より広域的な協力体制
の構築が課題である。

・昨年度に引き続き「池田町中学校部活動改革検討委員会」を開催し、
規約の改正・ガイドラインについて最終的な協議を行い、円滑なスタートに向
けて体制を整備した。
・揖斐郡３町で「揖斐郡部活動地域移行協議会」を設立し、情報共有、
課題の洗い出しなどがなされ、１つの町でクラブ存続ができない３種目が揖
斐郡合同クラブとして活動を開始した。
・令和6年度は、町独自の財源から補助として運営負担金を、各クラブに対
し一律1万円を支給した。
・社会体育施設の優先予約を行い、施設使用料を減免し、保護者の負担
軽減を図った。689 人 全生徒数 1 校 中学校数 

14クラブ
（内 １クラブ合併
・２クラブ他町へ移籍）

実施した
地域クラブ数 14部域内の

部活動数

３人 全体の
運営スタッフ数 50人 全体の

指導者数 

地域スポーツクラブ（町営）主な
運営団体

軟式野球、バレーボール、バスケットボール、卓球など主な種目

３年︓0.1人/クラブ

２年︓9.3人/クラブ

１年︓8.9人/クラブ

年間平均
参加生徒実数

休日 4回/月
平日 2回/週 

平均的な
活動回数

各中学校施設
町管理体育施設主な活動場所1,000円/月参加会費
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自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県関市

今年度から関市地域クラブ登録制度を開始し、地域クラブの運営団体とし
て以下の事項について取り組んだ。

現在12種目、23クラブが活動している。複数の中学校から集まって活動す
るクラブも多く、人数不足による活動の制限や、活動の選択肢が限られると
いった学校部活動が抱えていた問題点が解消され、生徒のニーズに対応し
たスポーツ活動の機会を提供することができた。

2,379人 全生徒数 ９校 中学校数 

23クラブ 実施した
地域クラブ数 78部域内の

部活動数

２人 全体の
運営スタッフ数 56人 全体の

指導者数 

関市地域クラブ（関市教育委員会学校教育課）主な
運営団体

陸上、軟式野球、サッカー、ラグビー、ソフトテニス、硬式テニス、バ
レーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、剣道主な種目

３年︓５人/クラブ

２年︓６人/クラブ

１年︓５人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

市内中学校施設
市営運動施設主な活動場所月額2000円程度参加会費

関市教育委員会
関市地域クラブ

部活動育成会・既存のスポーツクラブ等

登録申請 承認・支援

①地域クラブの登録、管理 ②指導者謝金の支給 ③指導者講習会の
実施 ④協議会の開催、関市地域クラブ連絡協議会の立ち上げ

本市には９校の中学校があり、１学年200人を超える学校から10名
程度の学校までと、学校規模や生徒数の差が非常に大きいという特徴が
ある。部活動においても単独の中学校で部活動が成立する学校と、複
数の学校の部活動を集めなければ成立しない学校がある。また、種目数
も学校間で差があり体験格差が生じている。
このような課題を解消するため、関市地域クラブ登録制度を新設し、今

年度から本格的に運営を開始した。
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6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

岐阜県美濃市

【保護者・指導者が活動主体となる地域クラブ活動】
美濃市教育委員会は、令和５年度に調査を実施し、休日で４割を超える

生徒が、休日・平日を通して２割の生徒が、学校外・家庭外で何も活動して
いないことを把握した。生徒数が減少する中、地域クラブの保護者・指導者は、
クラブに参加する生徒を増やす必要性があることを十分に理解した。
そこで、令和５年度末から６年度に開催した地域クラブ協議会で検討し、こ

れまで中学校に任せがちであった入部の勧誘に、クラブ員生徒や保護者・指導
者が取り組むことを決定した。参加生徒減少問題の解消は容易ではないが、
動きの主体が明確になったことは大きな前進である。

＜地域クラブ発足にともなう成果と課題 運営体制の整備＞
１．中学校部活動の完全地域移行を実施

令和６年度の夏まで、美濃市の中学校では学校部活動と育成会が運営する
クラブの２本立てで部活動を実施してきた。今回の地域移行施策を機に、平日
及び休日の活動をすべて地域クラブに一本化し、社会体育として整備した。

２．中学校と連携した地域クラブ
市内中学校の部活動は完全に地域クラブに移行したが、中学校は次年度以

降も地域クラブの運営を支えていく。加入生徒増を目指す保護者や指導者は、
中学校の理解と協力の下に地域クラブへの参加を働きかけていく。

464人 全生徒数 ２校 中学校数 

10 クラブ 実施した
地域クラブ数 10部域内の

部活動数

30人 全体の
運営スタッフ数 41 人 全体の

指導者数 

美濃市教育委員会主な
運営団体

軟式野球、バレーボール、バスケットボール、サッカー、バドミントン、
卓球、剣道、柔道主な種目

３年︓1.7人/クラブ

２年︓5.0人/クラブ

１年︓7.2人/クラブ

年間平均
参加生徒実数11.6回/月 平均的な

活動回数

美濃・昭和中学校主な活動場所14,000円/年 参加会費

 2024.09.01
 

地域クラブの目標

1 1
地域クラブの運営

2
2

生徒の活動目標
3

3

Λ
 １．部活動と同様の活動ができるよう、練習場所の確保や会場使用料減免等の便宜を図る
 ２．地域クラブの保護者が組織的かつ適切に運営できるよう支援し、必要に応じて助言する
 ３．生徒の地域クラブ参加で保護者の経済的負担が過重にならないよう活動費を助成する
 ４．指導者の資格取得や更新を奨励し、研修会を企画するなどして、適切な指導ができるよう支援する
 ５．地域クラブ内で解決が困難な生徒指導問題の相談にのり、状況により中学校と連携して対応する
 

∨

市
教
委
の
役
割

   ＜保護者の役割＞
練習施設の開錠施錠に責任を持
ち、施設内の安全を確かめると
ともに生徒の出欠を管理する
活動に参加する生徒の体調に留
意し、安全に活動が行われてい
ることを見守る
生徒の人間関係に注意を払い、
同学年や異学年の生徒が健全に
関わって活動が成立しているこ
とを見届ける

  ＜指導者の役割＞
生徒の自主性を尊重し、どの生
徒にも活躍の機会を与え、身近
な目標を設定して活動を継続す
る
励まし合い、競い合って、仲間
とともに成長する生徒の活動を
創り出す
基礎的な知識や技能の習得を重
視し、目標達成の喜びが感じ取
れる場を設ける

美濃市中学生地域クラブ

期待と不安を併せ持ち、活躍できる自分になりたい思
いを抱きながら成長の機会を求めている

個人や団体の目標に向かって活動に取り組み、技能を
身に着け、仲間と共に高まる喜びを感じとる

主体的に参加する生徒とともに、保護者と指導者が協
同してスポーツや文化に親しむ活動を生み出す

中学校部活動の意義を継承し、生徒の個性や能力の伸
長を図る活動を、地域ぐるみで推進する

地域クラブ協議会

生徒の実態

見届け

運営体制
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地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県 郡上市

本市では急速に少子化が進み、13年後には、児童・生徒数がほぼ半数と
なる。少子化への対応は急務である。また、面積が広く、移動に時間がかかる
ことも課題である。地域移行の受け皿となる総合型地域スポーツクラブ等の体
制も整っていない部分もある。しかし、熱意と指導力を備えた指導者が多く、
指導者同士のつながりも強い。そんな郡上市の強みを生かし、指導者が主体
となった地域クラブ活動推進協議会を組織し、その組織が中心となって地域
スポーツクラブ活動を推進していく指導体制を整えた。指導者が主体であるた
め、休日はもちろん、平日の指導体制も整えやすいという利点がある。

〇令和4年度からスタートした部活動改革の取り組みは順調に進み、本年
度は、休日の部活動についてはほぼ確実に、地域スポーツクラブ活動に移行
した。令和7年9月には、休日はもちろん、平日も含めて、学校部活動は
地域スポーツクラブ活動に完全に移行する予定である。
〇この事業を推進しているのは、指導者が主体となった、郡上市地域クラ
ブ活動推進協議会である。
〇平日の地域移行を進めるためには、休日の指導体制を維持しつつ、平日
の指導体制を確立していく必要がある。

1,001 人 全生徒数 ８ 校 中学校数 

4８ クラブ 実施した
地域クラブ数 5０ 部域内の

部活動数

60 人 全体の
運営スタッフ数 13１ 人 全体の

指導者数 

郡上市少年スポーツ団体連絡協議会主な
運営団体

軟式野球、バレーボール、バスケットボール、剣道、柔道、卓球
ソフトテニス、体操、相撲、バドミントン、陸上、サッカー、テニス主な種目

３年︓10人/クラブ

２年︓10人/クラブ

１年︓10人/クラブ

年間平均
参加生徒実数１６回/月 平均的な

活動回数

市内各中学校主な活動場所22,800円/年 参加会費 郡上市地域クラブ活動推進協議会
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地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県 可児市

・市全体の人口は、少子化等により減少傾向にあるが、その一方で外国籍
人口は増加傾向にあり、中学校生徒数もその影響で近年微増している。
・地域移行については、令和３年度の「制度設計」、令和４〜５年度の
「試行実施期間」を経て、令和６年度より「本格実施期間」として総合型
地域スポーツクラブを実施主体とした地域スポーツ活動を進めている。
・地域移行を進めるにあたり、「部活動が抱える課題」と「地域移行における
課題」の両方を解決できる体制整備を検討・推進している。

・令和６年度より、総合型地域スポーツクラブである「可児UNICスポーツク
ラブ」を実施主体としたことにより、事務手続きをはじめ、地域クラブ活動への
移行をスムーズに行うことができた。
・ 46 の地域 ク ラ ブ に配置 し た 172 名の地 域 指導 者のう ち、 20 名
（11.6％）は種目協会から派遣いただいた指導者である。
・地域指導者による指導により、生徒の競技力が向上している。
・WEB方式の指導者講習会を導入したことにより、対面方式のような日時
の制約等がなくなり、受講しやすい体制を整えることができた。
・各種の手引き、マニュアル等を整備し、ホームページでも公表することで、保
護者や地域指導者等に制度をわかりやすく伝えることができた。
・部活動に関する４月から12月までの教員の休日出勤日数を、前年度同
時期と比較し半数以下にすることができた。

2,644 人 全生徒数 ５ 校 中学校数 

46 クラブ 実施した
地域クラブ数 55 部域内の

部活動数

6 人 全体の
運営スタッフ数 172 人 全体の

指導者数 

一般財団法人 可児UNICスポーツクラブ
（総合型地域スポーツクラブ）

主な
運営団体

軟式野球、ソフトボール、バレーボール、バスケットボール、ソフトテ
ニス、卓球、剣道、柔道、サッカー、水泳、陸上競技、バドミントン主な種目

３年︓５人/クラブ

２年︓６人/クラブ

１年︓６人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

各中学校(5校)主な活動場所1,000円/年
 (UNIC年会費）

参加会費
※部費は別

・地域クラブ活動団体・指導者の
　登録
・年会費の徴収
・保険加入、事故対応
・出勤簿・活動連絡票の回収
・指導者報酬の支払い　等

可
児
市

 
一
般
社
団
法
人

　
　
 
可
児
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ

　
　
 
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

市
内
各
中
学
校

・ジュニアスポーツ・文化活動
　振興会議（準備会）の開催
・指針（ガイドライン）等の策定
・市内中学校への説明会の実施
・市内中学校との連絡調整
・指導者講習会の実施　等

業務委託 地域クラブ活動へ参加
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県坂祝町

・当町は、生徒数、人口ともに横ばいの状態が続いているが、生徒の志向
の変化により、近年、野球部、剣道部が廃部となり、部活動数及び加入
者が減少している。
・地域移行の取組の現状は、令和3年度に協議会を行い、4年度から休
日の活動として坂祝中クラブ活動を実施している。
・地域移行進める上での課題は、指導者及びクラブ員の確保、継続的な
活動体制の確保である。

・休日の活動を部活動ではなく、町に登録したクラブとして活動を行う。その
登録や責任について教育委員会が担い、指導については各クラブにおいて
登録された指導者が担う。
特に指導者確保として力を入れた事項として、岐阜県において開催される
地域指クラブ導者育成研修会に参加を必須とし、受講した指導者に対し
町が謝金を支払うこととした。結果、現在26人が指導者登録をしており、
町からの謝金の支払いにより、保護者の経済的負担減少につながった。

208 人 全生徒数 1 校 中学校数 

6 クラブ 実施した
地域クラブ数 7 部域内の

部活動数

7 人 全体の
運営スタッフ数 26人 全体の

指導者数 

町教育委員会主な
運営団体

サッカー,男女バスケ,女子バレー、卓球、ソフトテニス主な種目

３年︓30人/クラブ

２年︓30人/クラブ

１年︓33人/クラブ

年間平均
参加生徒
実数

6〜7回/月 平均的な
活動回数

坂祝中学校及び
町内体育施設

主な活動
場所

サッカー：12,000円
男女バスケ：6,000円

卓球：2,000円
ソフトテニス5,000円

バレー：7,600円
※すべて/年 

参加会費

坂
祝
中
ク
ラ
ブ

坂
祝
中
部
活
動

連携

保護者会

坂祝中学校坂祝町教育委員会

・学校管理下での活
動

・主に平日の放課後、
顧問の元で指導を
受ける。

・部活動登録を行う。
・公式戦などの予定
調整

・教育委員会の管轄とし
て団体の登録を行う。

・活動については、保護
者や地域指導者のもと
で主に休日に、活動を
行う。

・施設の利用料は学校だ
けでなく、町の体育施
設も免除

・代表者会を適宜行う。

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県川辺町

・本町は中学校が１校のみの町である。人口の減少率は大きくないが、
高齢化が進んでおり、特に中学生数はかなり減少している。

・以前から中学校の各部活動に外部指導者が参加し、顧問では難しい専
門的な指導を行ってきた。

・中学生数の減少と、全員加入から任意加入へと変化したことが影響し、種
目によっては人数不足のため休部を余儀なくされる可能性のある部がある。

・川辺スポーツクラブへ運営活動費をどの程度支援していけばよいか、町の財
政と相談しながら決定していく必要がある。

・外部指導者は、部活動指導員の登録をし、顧問が不在でも部活動がで
きる体制づくりに取り組み成果を上げた。

・活動母体を川辺中学校から川辺スポーツクラブへ移行するための準備とし
て、令和６年度は１部活動（バドミントン部）を、川辺スポーツクラブへ
先行移行し、問題点の洗い出しと解決に取り組んだ。

・部活動指導員や地域指導者との信頼関係構築のため、コーディネーター
が随時部活動の様子を視察し、指導者に対して、モラルの遵守や健康面
への配慮について助言した。

２６４人 全生徒数 １校 中学校数 

１ クラブ 実施した
地域クラブ数 9 部域内の

部活動数

３人 全体の
運営スタッフ数 ２５ 人 全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ
民間事業者

主な
運営団体

バドミントン主な種目

３年︓15人/クラブ

２年︓22人/クラブ

１年︓ 9人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

川辺中学校主な活動場所３，８００円/年 参加会費

生涯学習課・コーディネーター

指導方針・内容の共有川辺中学校 川辺スポーツクラブ
（総合型スポーツクラブ）

教育委員会
委託契約

補助金交付
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県七宗町

当町には上麻生中学校、神渕中学校の２校があり、全生徒数が５９
名、運動部活動は男女合わせて７部存在する。その中でも、地域移行で
きていない部活動が運動部だけで６部ある。

要因としては、少子化に伴う部員数の減少のほか、近年、競技志向の
強い生徒は、他地域のクラブチームに加入するなど、学校部活動に加入し
ない傾向がある。また、地域指導者の確保が難しい部もあり、環境の整備
が急務である。

【取組】
①地域指導者保護者代表者会にて、地域クラブ指導者と保護者とが、共
に情報交換することで、地域指導者の困り感に寄りそった支援を考える。
②地域クラブ指導者には、岐阜県主催の地域クラブ指導者育成研修会へ
の参加を義務付け、地域指導者の指導力向上に取り組む。
③令和７年度の中学校統合に向けて、年に３回実施している七宗町立
小中学校統合準備委員会にて、各学校の校長・教頭とも地域移行につい
て協議し、よりよい地域クラブ活動に取り組む。
【成果】
①保護者とは、代表者会議で、指導者の確保、謝金の単価、鍵の管理に
ついてなど、よりよい地域移行について一緒に考えることができた。
②現在の部員の状況、謝金の単価、学校との連携方法などについて、一緒
に考えることができた。
③中学校統合に向けて、「七宗町小中学校統合推進委員会 学校運営
方針部会」の中で地域クラブ活動について協議することができた。

５９ 人 全生徒数 ２校 中学校数 

神渕バドミントン部実施した
地域クラブ数 ７ 部域内の

部活動数

３人 全体の
運営スタッフ数 ２人 全体の

指導者数 

七宗町教育委員会主な
運営団体

バドミントン主な種目

３年︓0人/クラブ

２年︓5人/クラブ

１年︓5人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

神渕中学校主な活動場所2,000円/年 参加会費

七
宗
町
教
育
委
員
会

指導者派遣
神
渕
中
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部

神
渕
中
学
校

地域クラブ活動
へ参加

・地域クラブ活動
の運営

・部活動検討委員
会を開催
・推進計画の策定
・町内中学校への
説明会の実施

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県八百津町

町内2校に合計13部活動のうち、運動部活動が12部活動存在する。
生徒数は令和6年度219人に対して、今後10年で半数の121人まで減
少すると予想されている。さらに、部活動加入率も７０％を下回っており、
現時点で学校単独での部活動の維持が難しい種目が増えてきている。立
地的に保護者の送迎やスクールバス等の対応がないと活動できない状況に
ある。これまで、地域指導者が少ないため、部活動顧問を中心とした部活
動運営がなされていた。

・取組事項の概要
八百津町部活動地域移行検討会義を開催。関係団体代表者相互の地域

移行に向けた方向性及び課題整理
休日部活動を移行するための指導者の確保

・取組の成果、特に工夫した点等
すべての部活動において地域クラブ指導者を確保することができた。
地域クラブを導入したことにより、顧問の休日活動時間の時間外勤務を削減す

る事ができた。（部活動顧問時間外平均 【R5】35時間→【R6】32時間）

219 人 全生徒数 2 校 中学校数 

9 クラブ 実施した
地域クラブ数 12 部域内の

部活動数

23 人 全体の
運営スタッフ数 23 人 全体の

指導者数 

八百津町地域スポーツクラブ主な
運営団体

野球、サッカー、女子バレーボール、卓球（2校）、剣道、ソフトテ
ニス（2校）、男子バスケットボール主な種目

３年︓12人/クラブ

２年︓12人/クラブ

１年︓12人/クラブ

年間平均
参加生徒実数4回/月 平均的な

活動回数

中学校主な活動場所10,000円/年 参加会費
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県白川町

本町には２つの中学校があり、部活動変遷の歴史はそれぞれである。
平成29年3月に「一般社団法人スポーツリンク白川」が発足して以降、学
校部活動と連携した地域クラブ活動の運営団体としてその役割を果たして
いる。今後は学校再編（中学校の統合）を視野に入れ、平日の活動を
含めた部活動の地域移行について、本町の実情に即した内容で進める必
要がある。統一的な謝金の在り方（財源の確保）、２つの中学校との連
携（活動時間や活動場所など）が必要不可欠であり、運営団体となる
一般社団法人スポーツリンク白川の運営体制強化が課題である。

学校統合を見据え令和９年度から平日及び休日の活動を移行するための実
証を行う。
① 地域移行コーディネーターの設置【体制の整備】

コーディネーターを設置することで推進体制の整備を図る。
② スポーツリンクバスの運行（平日）【関係団体・分野との連携強化】

佐見地区から通学する生徒について、スポーツリンク活動時の移動手段を
確保する。休日は公共交通が利用できるようダイヤを改正

③ 地域指導者謝金の支払い【指導者の質の保障・量の確保】
地域指導者の確保を図るとともに、謝金の在り方について実証を行う。

※指導者ごとの指導回数、指導時間等を把握し、今後の持続可能な謝金
体系の参考とする。

１３７ 人 全生徒数 ２ 校 中学校数 

５ クラブ 実施した
地域クラブ数 １１ 部域内の

部活動数

５ 人 （代表者）全体の
運営スタッフ数 ２０ 人 全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ主な
運営団体

軟式野球、バスケットボール、バレーボール、剣道主な種目

３年 27人
２年 20人
１年 20人

年間平均
参加生徒実数

平日︓週に２回程度
（１回２時間）
休日︓週に１回程度
（１日３時間）

平均的な
活動回数

白川中学校主な活動場所
クラブ年会費1,000円 
各クラブ運営費（平均）
3,000円/月

参加会費

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県御嵩町

・御嵩町の生徒数は昭和63年の1,070人をピークに減少の一途をたどっており、
令和6年度には449人となっている。10年後の令和16年には400人を割り込むと
見込まれる。
・地域移行の取組の現状は、令和4年より段階的な地域移行を進めており、土
日どちらか1日を保護者クラブで活動することから始まり、現在は土日の活動を地
域クラブもしくは保護者クラブで活動している。
・地域移行を進める上での課題は部員数の減少によりチーム編成が困難になって
いる種目があることと、専門的な指導者がいないために、満足できる指導が受けら
れない種目があることである。

・部員不足や指導者不在の課題を抱えた種目について、町内の3つの中学校で合
同で活動することを推奨し、部活動の合同クラブ化を進めた。指導者のいる学校を
活動場所とすることで、部員不足と専門的な指導を受けることができる環境を整え
ることができた。
・指導者に謝金を支給することで、指導者が指導に携わる責任意識を持つとともに、
よりよい指導を心がける指導者が増えた。
・地域クラブ化の説明会や指導者向けの講習会を積極的に行い、保護者や部活
動顧問、指導者等と共通理解しながら地域クラブ化を進めることができた。

御嵩町
教育委員会学校教育課

４４９人 全生徒数 ３ 校 中学校数 

９ クラブ 実施した
地域クラブ数 １８部域内の

部活動数

12人 全体の
運営スタッフ数 １7人 全体の

指導者数 

みたけスポーツ・文化俱楽部（総合型地域スポーツクラブ）
教育委員会学校教育課

主な
運営団体

軟式野球、バレーボール、バスケットボール、ソフトテニス、卓球主な種目

３年︓５人/クラブ

２年︓５人/クラブ

１年︓５人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

各中学校主な活動場所２０００円/年 参加会費

御嵩町地域クラブ
（各団体）

学校
生徒対応

生涯学習課
施設管理

みたけスポーツ・文化俱楽部
（総合型地域スポーツクラブ）
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県中津川市

・人口減少等の課題は、旧町村部での人口減少が進んでいる。
・中津川市では、これまで平日は「部活動」、平日夜、休日の活動について
は、「保護者クラブ」として活動を行っている。
・単独校での活動が難しくなっており、合同での活動が増えている。
・地域移行を進める上での課題は、「保護者クラブ」の独自の規約により活
動しているため、生徒の健康や学業への影響がでる可能性がありるため、ガ
イドラインの策定が必要である。また、地域クラブとして広域化することで生
徒の移動手段、指導者の確保など課題がある。

・広域で活動しているソフトテニスを、実証事業のモデルチームとした。実証事
業の委託金を指導者謝金に活用したことで、指導者の増加につながった。
・国の事業（実証事業）に参加する団体には国からの資料を送付し、クラ
ブ運営に活用してもらうよう依頼した。

地元企業が地域クラブのスポンサーになり、地域クラブ運営の支援を依
頼している事例もあった。
・学校にある部活動以外の地域スポーツ活動が選択できるようになった。

１，９０３ 人 全生徒数 １２ 校 中学校数 

１０ クラブ 実施した
地域クラブ数 ９９ 部域内の

部活動数

約２００ 人 全体の
運営スタッフ数 約１２０ 人 全体の

指導者数 

学校教育課、生涯学習スポーツ課主な
運営団体

軟式野球、サッカー、ソフトテニス、卓球、ソフトボールなど主な種目

３年︓約360人
２年︓約420人
１年︓約360人

年間平均
参加生徒実数１２回/月 平均的な

活動回数

学校施設、公共
施設主な活動場所30,000円/年 参加会費

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県高山市

運営体制図を挿入
※運営体制図例を参照

・高山市は、面積が広く、地域が離れており、学校区が点在している。深刻な少
子化が進み、生徒数は１０年で３０％程度減少する見込みである。
・地域移行の取組の現状としては、高山市には、大きな総合型地域スポーツクラ
ブがなく、上記の課題もあり、一律に地域移行を行うことが難しいため、高山市型
の地域移行を進めている。高山市型とは、各競技種目の連盟・協会が運営団
体となり、クラブや指導者の管理等を行っていく、「持続可能で子どもファースト」の
形である。
・大きな課題は、「人」、「物」、「場所」とそこにかかる費用であると考えている。

・各競技種目の代表者との懇談を続け、それぞれの実態に合った地域移行の
形を検討してきた。
・各競技種目の連盟・協会が運営団体として、地域移行を進めるように、地域
移行検討委員会拡大プロジェクト会議で依頼した。
・少子化の問題については、各競技種目において、学校部活動の単位を変えず、
組み合わせて合同チームを作るなどして、地域クラブの大枠を検討した。
・生徒、保護者、学校、市民へのＰＲを様々な形で行ってきた。
・地域移行事務局（教育委員会）と連盟・協会、学校が協力・連携していく。

２，２６２ 人 全生徒数 １２ 校 中学校数 

１７クラブ 実施した
地域クラブ数 １０１ 部域内の

部活動数

２〜５人／クラブ 全体の
運営スタッフ数 ２８人 全体の

指導者数 

各競技種目の連盟・協会、教育委員会主な
運営団体

剣道、柔道、ハンドボール、バドミントン、ソフトテニス、バレーボール、
軟式野球、サッカー、バスケットボール、陸上、卓球、スキー、吹奏楽主な種目

３年︓5〜10人/クラブ

２年︓5〜10人/クラブ

１年︓5〜10人/クラブ

年間平均
参加生徒実数

４回/月
（休日） 

平均的な
活動回数

市内中学校主な活動場所３６，０００円/年
（月３，０００円） 参加会費
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地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県 飛騨市

本市には、市内3中学校があり、生徒数509名で25部活動が活動してい
る。市内の部活動では部員数が減少し、学校によっては単独校で大会等に
出場できない、部活動の存続自体が難しいといった状況にある。
令和6年度には、教育委員会事務局内に地域クラブ活動推進室を設置

し、地域クラブ実証団体に11団体（うち、スポーツクラブは10団体）を認
定して、地域移行の実現可能性について多面的な検証を行ってきた。
検証を行うにあたっては、地域移行の課題を9つに分類し（「送迎」「指導

者確保・育成」「クラブ運営」「活動場所」「補助金制度」など）、課題解決
に向けた取組を検討、実施している。

令和６年度は、先述の課題解決に向けて次のような取組を行った。
〇指導者の量の確保・質の保障を目的に、教職員の部活動に関する意向
調査や地域クラブ実証団体の指導者を対象とした指導者研修会を実施した。
これらの結果、年度当初から新規で6名が指導者に加わり、指導者研修会に
保護者等の関係者も参加したことで周知にもつながった。
〇児童生徒・保護者等の関係者の理解促進を目的に、地域移行に対する
認知度の実態調査や広報資料の配布（年3回）や各種説明会を行った。
実態調査から、児童生徒54.9％、保護者24.4％が地域移行についてあま
り知らない・全く知らないということが明らかになった。
〇運営体制の整備と役割の明確化を図り、ガイドラインの策定や具体的な
取組について幅広い関係者との連絡調整を行った。

509 人 全生徒数 3 校 中学校数 

10 クラブ 実施した
地域クラブ数 25 部域内の

部活動数

38 人 全体の
運営スタッフ数 42 人 全体の

指導者数 

飛騨市教育委員会学校教育課 地域クラブ活動推進室主な
運営団体

バスケットボール、軟式野球、サッカー、剣道、柔道、卓球など主な種目

３年︓6人/クラブ

２年︓8人/クラブ

１年︓10人/クラブ

年間平均
参加生徒実数12回/月 平均的な

活動回数

学校体育施設
社会体育施設など主な活動場所3,000円/年 参加会費

地域スポーツクラブ活動体制整備事業 成果報告書 概要令和
6年度地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業

地域スポーツクラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県下呂市

下呂市では、令和６年度より、休日における部活動地域展開を全面実
施した。現状の課題については、大きく２つある。１つ目は、クラブ指導者の
安定した確保とその謝金の確保である。休日部活動の地域展開には、指
導者の安定的な確保が必要である。令和６年度、市内中学校４２部活
動に対し、指導者数は７８名でスタートした。２つ目の課題は、学校間に
おける生徒の移動手段及び交通費である。下呂市においても生徒の減少
は顕著に見られ、部活動ごとの人数が少なく活動が成り立たないため、拠点
校を中心とする合同での活動及び生徒移動の費用が必要となっている。

●実施内容
令和６年度は、下呂市内６中学校全てにおいて、休日の部活動の

地域展開を開始した。休日の活動の指導者は、教職員と社会人指導
者がほぼ半々となり、連携を密に取りながら活動を進めてきた。また、どの
指導者も部活動ガイドラインに従った適切な指導を行うため、指導者の
指導力向上を図るための研修会を年３回実施した。研修会の内容は、
「中学生への指導のポイント」、「栄養学（食育）」、「中学生への指導
における心理学講座」など、教育的指導の力量向上を意図して研修を
設定した。指導者の研修会は、勝利至上主義ではなく、教育的指導の
観点から、研修内容を工夫することができた。

７６４ 人 全生徒数 ６ 校 中学校数 

２５ クラブ 実施した
地域クラブ数 ４２ 部域内の

部活動数

１ 人 全体の
運営スタッフ数 ７８ 人 全体の

指導者数 

下呂市教育委員会主な
運営団体

バレーボール、陸上競技、バスケットボール、軟式野球
ソフトテニス、剣道、卓球主な種目

３年︓20人/クラブ

２年︓20人/クラブ

１年︓20人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

拠点校主な活動場所０円参加会費
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文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等） 成果報告書 概要令和
6年度地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業

地域文化クラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県

県調査によると、今年度末までに、休日部活動が地域移行すると回答し
た割合は、県全体で72.5％となっている。
・積極的に地域移行に取り組む市町村では、地域移行担当主管課を中

心に、関係者、保護者、地域指導者等との合意形成を図る機会を多く設
け、安心安全な地域クラブ運営に向けた組織作りを着実に行っている。

・県内中学校部活動の多くが、地域移行先を「保護者クラブ（任意団
体）」と考えており、運営団体の体制整備が課題となっている。

・岐阜県地域クラブ活動推進コーディネーター会議を、年８回実施し、各地
区における地域移行の進捗や、優良事例や困難事例を共有した。
・岐阜県スポーツ協会と連携したことで、スポーツ医・科学に関する研修、効
果的なスポーツ・文化活動の指導法について精通している専門家を講師とし
て招聘することができた。
・地域クラブ活動への移行に向けた一体的な環境整備について、スポーツ庁
「地域スポーツクラブ活動アドバイザー制度」を活用し、「岐阜県地域クラブ
活動推進フォーラム」にて講演を依頼したことで、安心安全な地域クラブ運
営について学び合うことができた。

出典:岐阜県教育委員会体育健康課

文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等） 成果報告書 概要令和
6年度地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業

地域文化クラブ活動等の概要

自治体の現状、課題 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県岐阜市

本市は中学校が23校あり、生徒数は9,607人である。文化部活動は
23団体あり、52％にあたる12団体は休日の部活動が地域移行して地域
クラブ活動を実施している。移行先は、総合型地域スポーツクラブまたは保
護者会が運営する保護者クラブである。
課題として、地域クラブの50％が地域指導者1人で指導を行う体制であ

ることや地域移行が未完了の部活動は、地域指導者の確保が困難である
ことが挙げられる。また、保護者クラブの安定的、持続的な運営体制につい
て課題がある。

・地域指導者18人を配置することで、地域クラブ所属生徒に対して専門
的な技術指導を行うことができるようになり、生徒の満足度は高い。

・地域指導者の確保に向け、市の芸術文化協会への働きかけや大学と
の連携により指導者の確保と配置を行った。

・安定的、持続的な運営体制について岐阜市中学校部活動地域移行検
討委員会の協議により、本市の実態に合う地域クラブの体制や家庭の費
用負担の方向性を見出すことができた。

・施設にかかる課題について、パーテーションの設置など解決方法を見出
した。

9,607 人 全生徒数 23校 中学校数 

12 クラブ 実施した
地域クラブ数 239 部域内の

部活動数

全体の
運営スタッフ数 18人全体の

指導者数 

総合型地域スポーツクラブ
保護者クラブ

主な
運営団体

吹奏楽、茶華道、合唱、ギター・マンドリン、演劇、音楽、美術主な種目

３年︓7人/クラブ

２年︓7人/クラブ

１年︓7人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

音楽室等主な活動場所〜2,200円/年 参加会費

市内中学校

岐阜市

地域ｸﾗﾌﾞ活動

岐阜市スポーツ少年団
岐阜市スポーツ指導員連絡協議会

PTA連合会連絡・調整

教育委員会

学校部活動

部活動社会人指導者の配置
部活動指導員の配置

ぎふ魅力づくり推進部
市長部局

学校指導課 ぎふ魅力づくり推進政策課

平日、休日の学校部活動

地域ｸﾗﾌﾞ地域指導者の配置
検討委員会の開催
人材バンクの創設

教育施設課

社会・青少年課

市民スポーツ課

文化芸術課

学校施設の使用
協議

岐阜市芸術文化協会

情報
共有

連携

部活動指導員

社会人指導者

地域指導者

岐阜市中学校部活動地域移行検討委員会を教育委員会と市長部局で共同開催
・4月 委員を選任(学校関係者、学識経験者等)
・7月〜2月 第1回〜第5回の会議を開催
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文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等） 成果報告書 概要令和
6年度地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業

地域文化クラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県瑞穂市

○中学校長やPTA等を訪問し、学校の協力を求めることで、市内中学校の
全ての生徒に事前周知のチラシの配布を行った。
○各運営団体が活動するときは、指導者が指導に集中できるよう、会場の
施錠、開場や参加者の出欠確認などを行う保護者会役員の配置を呼びか
けした。
○各種団体の代表者で構成している推進委員会のメンバーに協力要請を
行うことで、地域一体となって運動部活動の地域移行に向けた環境づくりを
進めた。

1,743 人 全生徒数 ３校 中学校数 

0 部実施した
地域クラブ数 7 部域内の

部活動数

0 人 全体の
運営スタッフ数 0 人 全体の

指導者数 

瑞穂市教育委員会主な
運営団体

(吹奏楽）主な種目

―年間平均
参加生徒実数―平均的な

活動回数

―主な活動場所―参加会費

瑞穂市は、現在でも人口増加が続いているが、子どもの数は減少傾向を迎
えている。文化部において、地域クラブへ移行の意思を示しているのは、２中
学校の吹奏楽部であるが、令和６年度は活動場所、楽器の保管場所などの
模索をしたものの、地域移行には至らなかった。
地域クラブ活動に移行するにあたり、慢性的な課題としては、「地域指導者

の確保」と「保護者会の負担」が挙げられる。「地域の子どもたちは、地域で育
てる」「子ども軸足を置いた地域クラブ活動」を目標として掲げ、保護者や指導
者の理解と支援を得ながら、同時に教職員の働き方改革の推進も合わせて
地域移行を進める。

文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等） 成果報告書 概要令和
6年度地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業

地域文化クラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県安八町

都市部ではないため、現存する文化部活動の指導者の確保がむずかし
いのが現状である。持続可能な地域クラブ活動の運営と教員の負担軽減
を図るため、指導者の確保が急務である。
部活動の地域移行に向け、教育委員会が主体となり、 「安八町中学校

地域クラブ」が発足したが、吹奏楽部の移行には至らなかった。
地域指導者の確保を最優先課題とし、保護者、指導者の理解を促進し、

地域移行することを目指す。

５４６人 全生徒数 ２校 中学校数 

１ クラブ 実施した
地域クラブ数 ２ 部域内の

部活動数

３ 人 全体の
運営スタッフ数 ９ 人 全体の

指導者数 

教育委員会が中心となって設置した新たな任意団体主な
運営団体

吹奏楽主な種目

東安中学校 29人
登龍中学校 20人

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

各校の音楽室主な活動場所
月会費 500円
年会費 1,000円
地域クラブ化が完了し
ていないため未徴収

参加会費

文化団体等の地
域人材

拠点校
実施部活動

部活動顧問
の教職員

中学生

安八町教育委員会

兼職兼業の申請

指導者

指
導

参加

謝
金

機
会

地域クラブ活動
安八町

承認･提供

指導者の確保

各中学校

報告･連携 県教育委員会

承認･連携

活動場所の提供

保護者、文化協会等関係者に部活動の地域移行に対する周知や地域クラ
ブの活動を紹介し理解を進め、支援協力体制づくりを図ることができた。
専門的な指導者の指導により、生徒が正しい知識や技術が身につけられるこ

とや、積極的に学ぼうとするなどの成果が得られた。
学校関係者と教育委員会部局で協議を重ね、将来を見据えた合同クラブ

化の必要性についての共通理解を得ることができた。
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文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等） 成果報告書 概要令和
6年度地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業

地域文化クラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県 郡上市

本市では急速に少子化が進み、13年後には児童・生徒数がほぼ半数と
なる。少子化への対応は急務である。また、面積が広く、移動に時間がかか
ることも課題である。地域移行の受け皿となる総合型地域スポーツクラブ等
の体制も整っていない部分もある。しかし、熱意と指導力を備えた指導者が
多く、指導者同士のつながりも強い。そんな郡上市の強みを生かし、指導者
が主体となった地域クラブ活動推進協議会を組織し、その組織が中心となっ
て地域スポーツクラブ活動を推進していく指導体制を整えた。指導者が主体
であるため、休日はもちろん、平日の指導体制も整えやすいという利点がある。

1,001 人 全生徒数 ８ 校 中学校数 

１ クラブ 実施した
地域クラブ数 4 部域内の

部活動数

４ 人 全体の
運営スタッフ数 ８ 人 全体の

指導者数 

郡上市少年スポーツ団体連絡協議会主な
運営団体

吹奏楽主な種目

３年︓23人/クラブ

２年︓31人/クラブ

１年︓20人/クラブ

年間平均
参加生徒実数１２回/月 平均的な

活動回数

各中学校
旧大和南小学校主な活動場所24,000円/年 参加会費

〇令和4年度からスタートした部活動改革の取り組みは順調に進み、本年
度は、休日の部活動についてはほぼ確実に、地域文化クラブ活動に移行し
た。令和7年9月には、休日はもちろん、平日も含めて、学校部活動は地
域文化クラブ活動に完全に移行する予定である。
〇この事業を推進しているのは、指導者が主体となった、郡上市地域クラ
ブ活動推進協議会である。
〇平日の地域移行を進めるためには、休日の指導体制を維持しつつ、平日
の指導体制を確立していく必要がある。

郡上市地域クラブ活動推進協議会

文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等） 成果報告書 概要令和
6年度地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業

地域文化クラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県 可児市

・市全体の人口は、少子化等により減少傾向にあるが、その一方で外国籍
人口は増加傾向にあり、中学校生徒数もその影響で近年微増している。
・地域移行については、令和３年度の「制度設計」、令和４〜５年度の
「試行実施期間」を経て、令和６年度より「本格実施期間」として総合型
地域スポーツクラブを実施主体とした地域文化活動を進めている。
・地域移行を進めるにあたり、「部活動が抱える課題」と「地域移行における
課題」の両方を解決できる体制整備を検討・推進している。

2,644 人 全生徒数 ５ 校 中学校数 

８ クラブ 実施した
地域クラブ数 15 部域内の

部活動数

6 人 全体の
運営スタッフ数 26 人 全体の

指導者数 

一般財団法人 可児UNICスポーツクラブ
（総合型地域スポーツクラブ）

主な
運営団体

吹奏楽、ロボコン、文化（筝曲）主な種目

３年︓６人/クラブ

２年︓６人/クラブ

１年︓６人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

各中学校(5校)主な活動場所1,000円/年
 (UNIC年会費）

参加会費
※部費は別

・令和６年度より、総合型地域スポーツクラブである「可児UNICスポーツク
ラブ」を実施団体としたことにより、事務手続きをはじめ、地域クラブ活動への
移行をスムーズに行うことができた。
・８の地域クラブに配置した26名の地域指導者のうち、４名（15.3％）
は文化協会から派遣いただいた指導者である。
・地域指導者による指導により、生徒の技術力が向上している。
・WEB方式の指導者講習会を導入したことにより、対面方式のような日時
の制約等がなくなり、受講しやすい体制を整えることができた。
・各種の手引き、マニュアル等を整備し、ホームページでも公表することで、制
度をわかりやすく伝えることができた。
・部活動に関する教員の休日出勤日数を半数以下にすることができた。

・地域クラブ活動団体・指導者の
　登録
・年会費の徴収
・保険加入、事故対応
・出勤簿・活動連絡票の回収
・指導者報酬の支払い　等

可
児
市

 
一
般
社
団
法
人

　
　
 
可
児
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ

　
　
 
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

市
内
各
中
学
校

・ジュニアスポーツ・文化活動
　振興会議（準備会）の開催
・指針（ガイドライン）等の策定
・市内中学校への説明会の実施
・市内中学校との連絡調整
・指導者講習会の実施　等

業務委託 地域クラブ活動へ参加
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文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等） 成果報告書 概要令和
6年度地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業

地域文化クラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県七宗町

【取組】
①地域指導者保護者代表者会にて、地域クラブ指導者と保護者とが、共
に情報交換することで、地域指導者の困り感に寄りそった支援を考える。
②地域指導者には岐阜県主催の地域クラブ指導者育成研修会への参加
を義務付け、地域指導者の指導力向上に取り組む。
③令和７年度の中学校統合に向けて、年に３回実施している七宗町立
小中学校統合準備委員会にて、各学校の校長・教頭ともに地域移行につ
いて協議し、よりよい地域クラブ活動に取り組む。
【成果】
①保護者とは、代表者会議で、指導者の確保、謝金の単価、鍵の管理に
ついてなど、よりよい地域移行について一緒に考えることができた。
②現在の部員の状況、謝金の単価、学校との連携方法などについて、一緒
に考えることができた。
③中学校統合に向けて、「七宗町小中学校統合推進委員会 学校運営
方針部会」の中で部活動について協議することができた。

５９人 全生徒数 ２校 中学校数 

神渕中学校技術
家庭部

実施した
地域クラブ数 １部域内の

部活動数

３人 全体の
運営スタッフ数 ３人 全体の

指導者数 

七宗町教育委員会主な
運営団体

技術、家庭・工芸主な種目

３年︓1人/クラブ

２年︓8人/クラブ

１年︓3人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

神渕中学校主な活動場所0円/年 参加会費

七
宗
町
教
育
委
員
会

地域クラブ活動へ
参加

・地域クラブ活動
の運営

・部活動検討委
員会を開催
・推進計画の策
定
・町内中学校への
説明会の実施

神
渕
中
学
校

神
渕
中
技
術
家
庭
部

指導者派遣

当町には上麻生中学校、神渕中学校の２校で全生徒数が５９名、部
活動は男女合わせて８部存在する。その中で、文化部は技術家庭部の
みで地域移行は完了している。課題を挙げるとすれば地域指導者の確保
である。
現在、技術家庭部にはロボコン、木工、バッグ、お弁当の４部門があり、

お弁当以外の３つは地域指導者の確保ができているが、お弁当は確保で
きていない。要因としては、担い手不足で指導できる人材がいないのが現
状である。

文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等） 成果報告書 概要令和
6年度地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業

地域文化クラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

運営体制図

岐阜県中津川市

・吹奏楽部は岐阜県のガイドラインに沿った運営では練習量が確保できない
ことが明らかになった。
・運営面において、実証事業で補助している指導者謝金だけでは十分な運
営ができないという意見が出てきた。
・学校に吹奏楽部がない生徒が広域に地域クラブへの参加ができるように
なったことは大きな意味がある。
・楽器の保管やメンテナンス、楽譜代等にかなりの費用がかかるため、今後の
運営に不安がある。

１，９０３ 人 全生徒数 １２ 校 中学校数 

１ クラブ 実施した
地域クラブ数 ７ 部域内の

部活動数

約４０ 人 全体の
運営スタッフ数 約２０ 人 全体の

指導者数 

教育委員会、生涯学習スポーツ課主な
運営団体

吹奏楽、美術主な種目

３年︓６人
２年︓１０人
１年︓６人

年間平均
参加生徒実数１２回/月 平均的な

活動回数

学校施設、公共
施設主な活動場所３６，０００円/年 参加会費

・人口減少等の地域全体の課題は旧町村部での人口減少が進んでいる。
・中津川市では、これまで平日は「部活動」、平日夜、休日の活動について
は、「保護者クラブ」として活動を行っている。
・単独校での活動が難しくなっており、合同での活動が増えている。
・地域移行を進める上での課題は、「保護者クラブ」の独自の規約により活
動しているため、生徒の健康や学業に影響がでる可能性があるため、ガイド
ラインの策定が必要である。また、地域クラブとして広域化することで生徒の
移動手段、指導者の確保など課題がある。
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文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等） 成果報告書 概要令和
6年度地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業

地域文化クラブ活動等の概要

自治体の課題、現状 地域移行関連の取組、成果

岐阜県下呂市

下呂市では、令和６年度より、休日における部活動地域展開を全面実
施した。現状の課題については、大きく２つある。１つ目は、クラブ指導者の
安定した確保とその謝金の確保である。休日の部活動地域展開における
指導者の安定的な確保が必要である。令和６年度、市内中学校４文化
部活動に対し、指導者数は４名でスタートした。２つ目の課題は、学校間
における生徒の移動手段及び交通費である。下呂市においても生徒の減
少は顕著に見られ、部活動ごとの人数が少なく活動が成り立たないため、
拠点校を中心とする合同での活動及び生徒移動の費用が必要である。

７６４ 人 全生徒数 ６ 校 中学校数 

４ クラブ 実施した
地域クラブ数 ４ 部域内の

部活動数

１ 人 全体の
運営スタッフ数 ４ 人 全体の

指導者数 

下呂市教育委員会主な
運営団体

文化、吹奏楽、美術主な種目

３年︓6人/クラブ

２年︓6人/クラブ

１年︓6人/クラブ

年間平均
参加生徒実数４回/月 平均的な

活動回数

拠点校主な活動場所０円参加会費

運営体制図

●実施内容
令和６年度は、下呂市内６中学校全てにおいて、休日の部活動の

地域展開を開始した。休日の活動の指導者は、教職員と社会人指導
者がほぼ半々となり、連携を密に取りながら活動を進めてきた。また、どの
指導者も部活動ガイドラインに従った適切な指導を行うため、指導者の
指導力向上を図るための研修会を年３回実施した。研修会の内容は、
「中学生への指導のポイント」、「栄養学（食育）」、「中学生への指導
における心理学講座」など、教育的指導の力量向上を意図して研修を
設定した。指導者の研修会は、スポーツだけでなく文化部の生徒に対す
る教育的指導の観点から、研修内容を工夫することができた。
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地域クラブ活動推進会議 

【全４回概要】 

 第１回地域クラブ活動推進会議 
   日時 令和６年６月２０日（木）  
   会場 岐阜県県庁 ２０階 ２００４会議室 
                                  
                                

  
 第２回地域クラブ活動推進会議 
   日時 令和６年９月２５日（水）  
   会場 岐阜県県庁 ミナモホール 
                                  
                                  

  
地域クラブ活動推進フォーラム 

（第３回地域クラブ活動推進会議） 
   日時 令和６年１１月２９日（金）  
   会場 不二羽島文化センター みのぎくホール 

                         
 
第４回地域クラブ活動推進会議 

   日時 令和７年２月１９日（水）  
   会場 岐阜県県庁 ２０階 ２００４会議室 

                         
 



第１回 地域クラブ活動推進会議 
  

日 時 令和６年６月２０日（木） １３時１５分～１６時４５分 

会 場 岐阜県庁 ２０階 ２００４会議室 

 

式 次 第 
司会：体育健康課 岩見 

 

１ 開 会   

２ 挨 拶 岐阜県教育委員会 義務教育総括監 青木 孝憲  

３ 

 

 

４ 

情報提供 

 

 

グループ 

ワ ー ク 

「地域クラブ活動体制整備に係る現状と課題」 

岐阜県教育委員会 体育健康課 部活動改革係   岩見 光洋 
 

 
◇【グループワーク①】 
 「実態把握のための調査項目づくり」 
◇【グループワーク②】 
 「予算確保及び予算運用の在り方（予算書づくり）」 
 
〇Ａグループ（岐阜市・各務原市・山県市・恵那市） 
  担当：岡部（岐阜コーディネーター） 宮崎（岐阜県教育委員会） 
 

 

  〇Ｂグループ（羽島市・瑞穂市・大垣市・輪之内町） 
  担当：澤田（西濃コーディネーター） 服部（東濃コーディネーター） 
 
〇Ⅽグループ（北方町・養老町・美濃加茂市・富加町・高山市） 
  担当：田原（飛騨教育事務所）  
 
〇Ⅾグループ（海津市・安八町・大野町・坂祝町・川辺町） 
  担当：竹中（西濃教育事務所）  
 
〇Ｅグループ（揖斐川町・池田町・関市・美濃市・八百津町） 
  担当：山本（可茂コーディネーター） 
 
〇Ｆグループ（垂井町・郡上市・可児市・七宗町・白川町） 
  担当：大澤（美濃・可茂教育事務所） 鷲見（美濃コーディネーター） 
 
〇Ｇグループ（本巣市・神戸町・御嵩町・多治見市・土岐市） 
  担当：山田（東濃教育事務所）  
 
〇Ｈグループ（二町・中津川市・飛騨市・下呂市・白川村） 
  担当：谷口（飛騨コーディネーター）  

 

 

５ 

 

 

６ 

 

挨 拶 

 

 

情報交換会 

岐阜県中学校体育連盟          会長 今西 卓 

岐阜県中学校長会 第９分科会 研究推進委員長 後藤 隆正 

岐阜県教育委員会 体育健康課    教育主管 古田 浩章 
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期日：令和６年６月２０日（木）
場所：岐阜県庁 ２０階 ２００４会議室

第１回
   地域クラブ活動推進会議

（２） 地域部活動指導者育成研修事業

第１回地域クラブ活動推進会議

（３） 実証事業県コーディネーター

１ 中学校部活動の地域移行
スケジュール

（１） 地域クラブ活動推進会議 今年度の予定

３ 令和６年度県の事業

２ 令和６年度 状況調査について

第１回地域クラブ活動推進会議

１ 中学校部活動の地域移行
スケジュール

令和６年度中学校休日部活動の地域移行に係る事業について

【指導者配置支援】 (国10/10)

・実技指導等を行う指導者を配置
・24市町村：

【部活動指導員配置促進事業費補助金】
(国1/3、県1/3、市町村1/3)

・教師に代わる指導や大会引率を担うことにより、生徒のニーズを踏まえた充実し
た活動とする

・支給対象は、部活動における指導のみ
【運動】11市町村

【文化】 8市町村

【コーディネーター配置支援】 (国10/10)

・総括コーディネーターの配置
・20市町村：

【地域クラブ指導者育成研修事業費】
(県10/10)

・地域クラブ指導者育成研修会の実施（県内６地区にて実施）
・認定証保持指導者の岐阜県地域クラブ指導者人材バンクへの登録・活用

※スポーツ振興費

【県事務局運営費】      (国10/10)
・各市町村における体制構築等に係る視察・助言
・地域クラブ指導者育成研修会場費等

市町村

継続・拡充/県単

【運営団体・実施主体の体制整備支援】(国10/10)

・持続可能な運営に向けた体制整備や質の確保に係る取組を支援
・15市町村：

【コーディネーター配置支援】      (国10/10)
・総括コーディネーター：1名
・地区コーディネーター：6名

【地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業】
本事業を実施する市町：30／42

学校部活動

 【地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業】

岐阜県教育委員会
体育健康課

【地域文化クラブへの移行に向けた実証事業】
本事業を実施する市町：8／42

市町村

【指導者配置支援】 (国10/10)

・実技指導等を行う指導者を配置
・8市町村：
【コーディネーター配置支援】 (国10/10)

・総括コーディネーターの配置
・1市町村：
【運営団体・実施主体の体制整備支援】 (国10/10)
・持続可能な運営に向けた体制整備や質の確保に係る取組を支援
・4市町村：

県
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中学校休日部活動の地域移行スケジュール

令和４年度は準備の年として、各種会議の開催、先行事例の普及、指導者確保などを実施。令和５年度は移行初年度として、国予算（実証事業）を活用しながら、地域移行を推進。令和６年度は、引き続き国の事業を

活用し、休日部活動の地域移行を進めていくとともに、移行後の地域クラブのフォローアップをしていく。令和７年度末までに、休日部活動を地域クラブ活動へ移行することを目標とする。

これまでの経緯と改革の方向性

◆指導者への謝金を補助する支援や、部活動の受け皿となる運営団体への支援

◆地域移行に向けた調整を行うコーディネーター配置や、県・市町村に事務局を設置
◆指導者育成のための研修会を継続開催、指導者不足の解消ための指導者バンクの整備

改革の方向性

R3 R４ R５ R６ R７ R８ R９

地域クラブ活動
移行目標値

４３．２ ％
７８４部/１,８１５部

７５ ％
１,３６２部／１,８１５部

１００ ％
１,８１５部／１,８１５部

検討会・
推進会議

先行事例
の普及

運営団体
の整備

指導者確保
と要請

県人材バンク
登録

推進体制

推進会議
年３回

在り方検討会
年５回

推進会議
年３回

羽島市
下呂市

安八町

北方町

中学校運動部
活動地域移行

推進事業
（実態調査）

ガイドライン策定

部活動
改革係設置

地域クラブ活動推進コーディネーター会議
年８回

地域クラブ活動推進コーディネーター会議
年８回 予定

ガイドライン見直し策定

認定書発行者 ４６０名 認定書発行目標 １０００名 新規指導者の確保

運営団体の体制が整備され、
休日部活動が地域クラブ活動に移
行完了したところから、平日部活
動の段階的な地域移行を進める

令和６年度作成

改革推進期間準備期間 休日の地域クラブ活動開始

人材バンク登録者 １３４名 人材バンク年間登録目標 １０００名

認定書の更新及び新規指導者の確保

人材バンク年間登録目標 ８００名

運営団体及び実施主体の体制整備

地域クラブ活動推進コーディネーター会議
年８回 予定

地域クラブ活動推進会議 年３回

県内・県外の運営団体の好事例の普及

県内・県外の課題解決例の普及
R5地域クラブ体制整備事業の成果を踏まえて事業を展開

【国の事業を積極的に活用】

地域クラブ指導者育成研修会

地域移行に係る事務局設置 （相談窓口）
現行ガイドライン運用及び次期ガイドライン検討

県人材バンクシステム運用

認定書発行者
３２５名

新規登録者の継続的募集

地域クラブ活動体制整備事業【国事業】
２４市町村が実施

・持続可能な運営団体及び実施主体の在
り方について

・実践的検証

地域クラブ活動体制整備事業【国事業】
３０市町村が実施 予定

・運営団体･実施主体の基盤強化
・運営団体を担う人材の育成
・運営組織の実践検証

運営団体及び実施主体の体制整備

・運営団体・実施主体の協働クラブ運営の在り方。
・運営団体の持続可能な自主運営の実践検証
・地域で支える運営団体の在り方

運営団体が平日の地域クラブ
も運営できる体制整備を進める

平日部活動の
段階的な地域移行

北方町の実践紹介【報告書】
郡上市の実践紹介【第２回推進会議・報告書】

御嵩町の実践紹介【報告書】

令和５年度
休日部活動の地域移行に関する実証事業報告書の作成

第１回地域クラブ活動推進会議

（１） 地域クラブ推進会議の今年度の見通し

３ 令和６年度 県の事業

運営団体と実施主体の体制整備について

○持続可能な運営
○ガバナンスの確立
○安心・安全な活動

の継続

・地域クラブに移行しても、
学校の部活動と変わらず、
生徒たちが安心して生き生
きと活動できる活動の場を
提供するために運営団体の
明確化は必須です。

・地域・保護者の信頼のた
めにも確実に。

7

運営団体を構築していくための４つの視点

状況把握・実態調査の視点リスクマネジメントの視点団体を主管する視点財政的な視点

○令和７年度のこの事業予算
は確保できるのか？

○今後の予算要求の予定
はあるのか？

○何年度までの予算か？
○国・県の予算は、令和７年

で事業終了予定を承知し
ているか？

○行政としての支援はどこま
でするのか？

・運営団体全体を行政で
・指導者の謝金のみ税金で
・生徒の会費を税金で
・運営母体に補助金で

○受益者負担をどう考えてい
るか？

○現在の学校部活動の部費
の徴収額について調査して
いるか？

○部活動の学校に変わる運
営団体はどこだと考えている
か？
・行政が行う
・部活動クラブを作って移
行（行政も関わる）

・部活動クラブを作って移
行（行政も関わる）

・体育協会やスポーツ少年
団等行政がかかわる既
存団体へ委託

・民間業者へ委託

○ケガ等の対応はどうするの
か？

○現行の学校保健は使えな
いことを理解しているか？

○生徒個人だけでなく、団体
が守られる保険があることは
知っているか？

○いじめやパワハラ等の精神
的トラブルはどこが対応する
のか？

・基本的には運営団体が担
当する

○不慮の事故や訴訟・賠償等
の問題はどこが対応するの
か？

○法人格を持たない団体が運
営団体の場合はどうする
か？

・委託元の行政がその責務
をとるのか？

○生徒が地域クラブに移行す
ることについてどのように
思っているのか？

○保護者のはどのように思っ
ているのか？

○教員の思いは？
○地域の人たちの思いは？
○関係機関の思いは？

・総合型スポーツクラブ
・スポーツ少年団
・スポーツ協会 等

○地域に合った、部活動にな
いやってみたいスポーツは
あるか？

地域で子どものスポーツ環境
を整えるにはここ重要

財源確保の方向性とその
ための方法を明確にする

運営団体と行政担当課の
関係性を明確にする

会員の安全と運営団体を
守るためにも確実にする

クラブの主体者は利用者であり、
利用者が主体的に運営に関わっ
ていくためにも重要
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地域移行推進期間は特に

 地域クラブ活動
  【休日のクラブ活動】

【平日の部活動】

生徒の思い、活動の様子を共有していくことが大切

【市町村担当課・総合型クラブ等】

運営団体

学 校実施主体

運営団体と実施主体の体制整備について

9

地域移行推進期間中に

各市町村にお
いて、部活動の
地域移行・地域
連携について、
行政・学校・地
域・保護者・ク
ラブ等

生徒が今後より充実した活動になるようにしていくことが大切

協議会の開催

運営団体

学 校実施主体

運営団体の明確化

地域移行後のクラブの
運営の中心を明確にし、
その役割を決定していく

・運営に関わる
要綱を作成する。
・実施主体が活
動する上での規
約や要件をまと
めていく。

要綱等の作成

運営団体と実施主体の体制整備について

10

地域クラブ活動
【休日のクラブ活動】

・休日の活動内容の様子
・生徒の様子
・技術面・活動面の課題
・指導内容

学 校（平日の部活動）

・学校での活動内容
・生徒の様子
・技術面・活動面の課題
・指導内容

平日の部活動と休日クラブの連携

部活動顧問とクラブ指導者との連携

11

運営団体と実施主体の体制整備について

・移行期だからこそ地域と連携し、学校の教育活動を理解してもらことが重要

平日の活動と休日の活動をつないでいく 

・学校は部活動を地域に任せて何もしない。働き方改革で部活動を辞めた。

・子供たちのスポーツ環境をより整え、より充実した活動ができるように、
推進期間の今、学校が地域と連携していくことは重要

１２月４日（水）

地域クラブ活動における様々な課題に対応できる体制整備の構築と現状について

第３回 地域クラブ活動推進会議

令和6年度岐阜県地域クラブ活動推進コーディネーター会議見通し

９月２５日（水）６月２０日（木）

第２回 地域クラブ活動推進会議第１回 地域クラブ活動推進会議

〇生徒へのアンケート内容 〇保護者へのアンケート内容 〇人口推移に関する調査〇部活動の実態把握調査◇実態把握

〇推進計画の作成 〇運営団体・実施主体の決定 〇担当主管課との情報共有〇協議会の設置◇合意形成 〇協議会の開催

〇指導者の確保の方法 〇人材バンクの運用〇委嘱・委任 〇指導者の管理見届け◇指導者確保 〇運営方針の説明理解 〇学校との連携

〇推進計画の作成 〇運営団体・実施主体の決定 〇担当主管課との情報共有〇協議会の設置◇合意形成 〇協議会の開催

◇指導者の質の担保 〇指導者育成研修について 〇競技歴・指導歴の把握と管理 〇不適切な指導者の対応 〇不適切な指導者の対応

〇認定基準 〇要綱作成 〇受益者負担と公的資金のバランス 〇保護者への説明方法◇運営団体・実施主体

〇自主財源の確保 〇移行後の想定〇受益者負担と公的資金のバランス 〇困窮世帯への支援◇財源確保 〇企業からの支援

〇事務職員の給与 〇専用アプリの活用〇委託業者との契約 〇人材バンクの設置◇経費 〇指導者謝金の設定

〇会費の説明 〇活動内容の説明〇保険加入の説明 〇推進計画の説明◇生徒・保護者への説明 〇経費の内訳

〇独自の研修会 〇県との互換性◇指導者研修会 〇ライセンス 〇説明会の開催 〇ＳＮＳの活用◇情報発信 〇ＨＰの活用
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第１回地域クラブ活動推進会議

（２） 地域クラブ指導者育成

研修事業

３ 令和６年度 県の事業

令和６年度地域クラブ指導者育成研修会

14

●すべての講義を受講した方には、（公財）岐阜県スポーツ協会より、認定証を発
行します。（有効期限４年、更新制）
●教員免許を有し、令和元年４月以降に中学校勤務実績があり、かつ１年以上中学
校部活動指導経験がある方は、講義①が免除となります。
●講義②・③については、（公益）日本スポーツ協会 ( 公認スポーツ指導者資格の
更新研修を修了したことになります。詳細は（公益）日本スポーツ協会
( のホームページをご確認ください。
●部活動地域移行に向けて課題となる地域での指導者確保のため、岐阜県教育委員
会では「岐阜県地域クラブ指導者人材バンク」を設けています。認定証取得後のご
登録について、ご協力をお願いいたします。

西濃地区
令和６年 ５月２６ 日（日）
神戸町中央公民館
［申込締切 ５月１９ 日（日） ］

飛騨地区
令和６年 ６月８日（土）
こくふ交流センター
［申込締切 ６月１日（土）］

東濃地区
令和６年６月３０日（日）

中津川文化会館
［申込締切 ６月２３日（日） ］

岐阜地区
令和６年 １２ 月１日（日）
本巣市民文化ホール
［申込締切 １１月２４日（日） ］

可茂地区
令和６年 １２ 月７日（土）
白川町民会館
［申込締切 １１ 月３０ （土） ］

美濃 （中濃） 地区
令和６年12月15日（日）
日本まん真中センター
［申込締切 １２月８日（日） ］

受講料
無料

対 象
地域クラブ指導
者として活動を
希望する方

申込み
参加を希望され
る方は、QR 
コードより申込
みください。

令和６年度地域クラブ指導者育成研修会

15

●本研修認定証の有効期限をＪＳＰＯ資格と合わせ、
令和６年４月より「４年」にすることとしました。

●令和４・５年度に認定証を取得した方につきましては、認定証
の裏面に、有効期限が「３年」と記載されていますが、

令和６年４月より「４年」とみなします。

第１回地域クラブ活動推進会議

（３） 実証事業

県コーディネーターの設置

３ 令和６年度 県の事業
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市町村

コーディネーター

 

県総括コーディネーター

県推進コーディネーター（６名）
 

各市町村における休日部活動の地域移行に関する状況調査
各市町村協議会、保護者会等への参加
地域クラブ運営団体・実施主体等との情報交換

県教育委員会体育健康課

各市町村部活動地域移行担当主管課
 

日 程：年４回開催予定（６月、９月、１２月、２月）
参加者：県、県総括コーディネーター、県推進コーディネーター、県スポーツ協会、

関係機関担当者、市町村コーディネーター、各市町村部活動地域移行担当主管課等
内 容：地域移行に係る情報提供、地区やテーマに基づいた意見交流等を実施予定

◆地域クラブ活動推進会議◆

日 程：年８回開催予定
（４月、５月、６月、７月、９月、１１月、１２月、２月）

参加者：県、県総括コーディネーター、県推進コーディネーター等
内 容：地域移行に係る情報提供、運営団体における体制整備に関す

る支援方法の共有

◆県コーディネーター会議◆

実証事業におけるコーディネーター業務

地域クラブ

運営団体・実施主体

 

県スポーツ協会

クラブアドバイザー

 

スポーツ庁
地域スポーツクラブ活動

アドバイザー事務局

 

情報提供

助言

情報提供 助言・支援

情報提供

情報提供助言・支援

助言・支援

情報共有

情報共有

情報交換

情報収集

協力依頼

県内の休日部活動の地域移行に関するデー
タをもとに、市町村への支援方針を立案

運営団体における体制整備や、県が立案した
市町村への支援方針について助言

指導助言

情報交換

岐阜地区    岡部 好四郎 様

西濃地区 澤田 文彦 様

可茂地区 山本 峰明 様

東濃地区 服部 幸広 様

飛騨地区 谷口 律生 様美濃地区 鷲見 昭二 様

岸田 美也子 様

県推進コーディネーター（６名）

県総括コーディネーター

お知らせ

岐阜県地域クラブ指導者人材バンク

20

岐阜県では、子どもたちがスポーツ・文化芸

術活動に継続して親しむことができる機会の確
保を目指し、部 活動の地域移行に取り組んでい
ます。移行に向けて課題となる地域での指導者
確保のため、県教育委員会では新たに 「岐阜県
地域クラブ指導者人材バンク」を設けることと
なりました。 

登録後のマッチングの流れ（フロー図）

人材バンク
指導者データ

※県関係部局のみ閲覧
可能

市町村
教育委員会

スポーツ担当課
文化担当課

地域クラブ

①地域クラブが、市町村に指導者紹介を依頼
②市町村は、教育事務所に、指導者紹介を依頼
③教育事務所は、人材バンクから登録者情報を検索
④教育事務所から、検索結果を市町村に情報提供
⑤市町村から指導者に連絡
⑥指導者の許諾を確認した上で地域クラブにも連絡

①②

④

指導者

⑤

⑥

教育事務所

岐阜県③

③

岐阜県
教育委員会
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第２回 地域クラブ活動推進会議 
 

日 時 令和６年９月２５日（水） １３時１５分～１６時４５分 

会 場 岐阜県庁１階 ミナモホール 

 
 

式 次 第 
司会：体育健康課 宮崎 

 
１ 開  会 
 
 
２ 挨  拶     岐阜県教育委員会 義務教育総括監 青木 孝憲 
 
 
３ 実践発表     飛騨市教育委員会 学校教育課 課長補佐 下嶋 健児 様 

           〃   主  事 佐野 颯斗 様 
 
御嵩町教育委員会 学校教育課 指導主事 尾崎  淳 様 

 
 
４ 講  演    「生徒・保護者・指導者にとって、安心安全な地域クラブ活動にするために 
           〜主に法的観点から〜」 
           弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士 山本 翔 様 
          （「こんなときどうする？部活動の地域移行に伴う法律相談」日本法令 著者） 
 
 
５ 情報提供     岐阜県教育委員会 体育健康課 部活動改革係 係長 岩見 光洋 
 
 
６ 挨  拶     岐阜県教育委員会 体育健康課    教育主管 古田 浩章 
 
 
７ 閉  会 
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水日 時 令和６年９月２５日
開場 13:00

13:15 〜16:45

場 所 岐阜県庁１階 ミナモホール 岐阜市薮田南2-1-1

実践発表

飛騨市教育委員会 課長補佐 下嶋 健児 氏

生徒・保護者・指導者にとって、安心・安全な運営団体を構築するた
めの取組を紹介します

講 演

山本 翔 氏
やまもと しょう

地域クラブ活動の体制整備構築についての留意点やその対応について、
主に法的な観点から、分かりやすく紹介します

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

弁護士

平成１９年３月 慶応義塾大学大学院法務研究科修了
平成２０年１２月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所に入所
平成２８年２月 法務省民事局付（任期付公務員として、法律案の立案等の業務に従事）
令和２年４月 一橋大学大学院法学研究科非常勤講師（現代取引法）
令和５年４月 子どもの権利に関する委員会副委員長（第二東京弁護士会）
令和５年１０月 荒川区子どもの権利擁護委員

著書として、「こんなときどうする？部活動の地域移行に伴う法律相談 学校・指
導者・関係者の法的責任と対応（日本法令、２０２４年）」など。

御嵩町教育委員会 指導主事 尾崎 淳 氏

岐阜県教育委員会体育健康課

情報提供 「岐阜県が考える」安心・安全な地域クラブの在り方について提案し
ます

岐阜県教育委員会 体育健康課 部活動改革係

第２回地域クラブ活動推進会議

これからの 地域クラブ について考える
安心安全な
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第２回
地域クラブ活動推進会議

期日：令和６年９月２５日（水）

場所：岐阜県庁１階 ミナモホール

岐阜県教育委員会
体育健康課より情報提供

岐阜県教育委員会 体育健康課 部活動改革係

項目 部活動総数 移行総数【令和6年度以降予定含む】

休日活動している
総部活動数

１，６２３部 １,１２６部(６９.４％)

総部活動数 １，７９７部

休日活動している
運動部活動数

１，４３２部 １,０３７部(７２.４％)

総運動部活動数 １，４９５部

休日活動している
文化部活動数

１９１部 ８ ９ 部(４ ６．６％)

総文化部活動数 ３０２部

【調査１】部活動・休日部活動の地域移行状況調査
○休日部活動の新たな地域クラブ移行状況 【令和６年５月現在速報値】

904

283

113

57

103

275

73

222

63

68

40

41

10

497

229

120

33

23

6

86

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

県全体

岐阜地区

西濃地区

美濃地区

可茂地区

東濃地区

飛騨地区

２ 休日部活動の地域移行状況

①すでに地域移行済み ②今年度中に地域移行する予定 ③今年度は部活動実施

土日活動する部活動のみ

【調査１】部活動・休日部活動の地域移行状況調査 【令和６年５月現在速報値】

全部活動
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835

261

106

53

90

258

67

202

53

63

38

39

9

395

185

94

29

15

5

67

0% 20% 40% 60% 80% 100%

県全体

岐阜地区

西濃地区

美濃地区

可茂地区

東濃地区

飛騨地区

２­（２） 休日部活動の地域移行状況

①すでに地域移行済み ②今年度中に地域移行する予定 ③今年度は部活動実施

運動部活動

【調査１】部活動・休日部活動の地域移行状況調査 【令和６年５月現在速報値】

土日活動する部活動のみ

69

22

7

4

13

17

6

20

10

5

2

2

1

102

44

26

4

8

1

19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

県全体

岐阜地区

西濃地区

美濃地区

可茂地区

東濃地区

飛騨地区

①すでに地域移行済み ②今年度中に地域移行する予定 ③今年度は部活動実施

文化部活動 令和５年度 令和６年度 増減
総合型地域スポーツクラブ 193 294 101
民間のスポーツクラブ・芸術団体 26 28 2
スポーツ少年団 30 18 -12
スポーツ協会 20 24 4
保護者クラブ 632 532 -100
家庭・学校・地域・市町村等協働 176 424 248
その他 93 4 -89
未定 455 298 -157
休日の活動はない 190 175 -15
　合　計 1815 1797 -18

地域移行状況調査 Ｒ6とＲ5の比較 【令和６年５月現在速報値】

【比較結果】
〇保護者クラブが100クラブ減少

〇未定が157クラブ減少

〇休日の活動をしないが
15クラブ減少

◇総合型スポーツクラブが
101クラブ増加

◇家庭・学校・地域・市町村等協
働が248クラブ増加

考えられる事

地域移行状況調査 Ｒ6とＲ5の比較 【令和６年５月現在速報値】

〇保護者クラブの減少は、総合型ス
ポーツクラブ及び、地域・市町村等
との協働による組織に移行していっ
たのではないか？

〇未定数が約５０％近く減少したこと
は、各市町村が移行に向けての方向
性を示してきているからではない
か？

◆その他の回答について分析する必要
がある。

◆保護者クラブの詳細な体制整備の実
態を分析していく必要がある。

地域移行先
①総合型地域スポーツクラブ・・・・・・２９４部（１６．４％）
②民間のスポーツクラブ・芸術団体・・・ ２８部（ １．６％）
③スポーツ少年団・・・・・・・・・・・ １８部（ １．０％）
④スポーツ協会・・・・・・・・・・・・ ２４部（ １．３％）
⑤保護者クラブ・・・・・・・・・・・・５３２部（２９．６％）
⑥家庭・学校・地域・市町村等協働・・・４２４部（２３．６％）
⑦その他・・・・・・・・・・・・・・・ ４部（ ０．２％）
⑧未定・・・・・・・・・・・・・・・・２９８部（１６．６％）
⑨休日の活動はない・・・・・・・・・・１７５部（ ９．７％）

【質問３】 移行先の運営団体を１つ選択してください。

【調査１】部活動・休日部活動の地域移行状況調査 【令和６年５月現在速報値】
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地域移行推進期間は特に

 地域クラブ活動
  【休日のクラブ活動】

【平日の部活動】

【市町村担当課・総合型クラブ等】

運営団体

学 校実施主体

運営団体と実施主体の体制整備について

9生徒が今後より充実した活動になるようにしていくことが大切

生徒の思い、活動の様子を共有していくことが大切

地域クラブ活動
【休日のクラブ活動】

・休日の活動内容の様子
・生徒の様子
・技術面・活動面の課題
・指導内容

学 校（平日の部活動）

・学校での活動内容
・生徒の様子
・技術面・活動面の課題
・指導内容

平日の部活動と休日クラブの連携

部活動顧問とクラブ指導者との連携

10

運営団体と実施主体の体制整備について

・移行期だからこそ地域と連携し、学校の教育活動を理解してもらことが重要

平日の活動と休日の活動をつないでいく 

・学校は部活動を地域に任せて何もしない。働き方改革で部活動を辞めた。

・子供たちのスポーツ環境をより整え、より充実した活動ができるように、
推進期間の今、学校が地域と連携していくことは重要

Ｒ5休日部活動の地域移行に関する実態調査
（休日部活動の地域移行に係る体制整備状況確認表）

・

・

・

（１）

（２）

（３）

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

協議会を開催している

地域移行後の実施主体を明らかにしている

地域クラブ活動での緊急対応マニュアルを作成している

運営団体・実施主体は損害賠償保険に加入している

スポーツ庁作成のガバナンスコードを導入している

地域移行後の運営団体を明らかにしている

地域移行担当主管課において、受け皿となるスポーツ団体との連絡・調整や情報共有ができている

地域移行担当主管課において、受け皿となる文化団体との連絡・調整や情報共有ができている

運営団体において、地域クラブ指導者に対して、活動方針の説明をしている

地域移行担当主管課、運営団体において、地域クラブ指導者の活動内容を確認している

協議会の設置をしている

地域移行担当主管課、運営団体において、地域クラブ指導者の登録・管理ができている

地域移行担当主管課、運営団体等において、地域クラブを認定する基準を設けている

地域移行担当主管課において、地域クラブへ補助金を交付するための要綱を作成している

地域クラブが地域移行担当主管課に補助金を申請するための規定を設けている

地域移行担当主管課、運営団体において、実施主体の取消・停止基準を設けている

地域移行後の運営団体を決定している

地域移行後の実施主体を決定している

地域移行について、学校と連絡・調整や情報共有ができている

競技団体や中学校教員等に働きかけるなどして、地域クラブ指導者の確保ができている

地域クラブ指導者と中学校部活動顧問の間で、指導内容等について連携をしている

地域クラブ指導者募集案内を作成し、地域への募集をしている

運営団体において、地域クラブ指導者の委任条件・停止条件を定めている

市町村において、地域移行主管課を明らかにしている

地域クラブでトラブルが生じた場合の責任の所在を明らかにしている

地域クラブの運営規則等を策定している

地域移行後の運営団体は、法人格を取得している

保護者に対して、地域移行に関するヒアリングやアンケートを実施している

指導者に対してアンケートを実施している

生徒に対して、ニーズを把握するための調査を実施している

総括コーディネーターを配置している

推進計画（ガイドライン）を作成している

１　実態把握

2　地域移行に向けた合意形成のプロセス

3　地域クラブ指導者

市町村名

４　運営団体・実施主体支援

５　運営団体・実施主体のリスク管理

【様式１】

1

【留意点】

の部分は、県内外の先進事例から、体制整備に必要と考えられる項目

それ以外は、体制整備の点検として確認していただきたい項目

地域移行担当主管課において、部活動の実態把握のための調査を実施している

地域移行担当主管課において、人口推移に関する調査を実施している

休日部活動の地域移行に係る体制整備状況確認表

担当課

担当者名

No 項　　　　　　目 確認欄

令和６年１月１２日時点の状況について確認し、対応済の場合は、確認欄に「〇」をつけて下さい。

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

市町村独自で、指導者ライセンス制度を設けている

市町村独自で開催する研修会は、県主催研修会との互換性をもたせている

地域クラブにかかる経費内訳について、保護者に説明している

傷害保険加入について、生徒や保護者に説明している

地域クラブにおいて、加入生徒の名簿を作成している

地域クラブ活動の内容について、生徒や保護者に説明している

地域移行担当主管課において、兼職兼業を希望する教員の把握ができている

小・中学校及び義務教育学校において、兼職兼業の許可プロセスが明示されている

9　生徒・保護者への対応

10　兼職兼業

地域クラブの入会金及び会費（月・年）について、生徒や保護者に説明している

市町村独自で、指導者研修会を計画し、開催している

小・中学校及び義務教育学校において、兼職兼業希望教員の労務管理の方法を確立している

地域移行のために、業務委託業者（民間）と契約している

指導者人材バンクを設置している

地域クラブにおいて、練習場の変更・中止連絡方法は確立されている

地域クラブにおいて、指定管理人との連絡や、鍵の開閉方法は確立されている

中学校に、部活動地域移行の担当者がいる

経済的困窮世帯への支援を実施している

部活動改革推進期間後の自主財源を想定している

地域移行担当主管課、運営団体において、事務職員を充てる場合、その給与の金額を設定している

受益者負担の支援を実施している

地域移行担当主管課、運営団体において、指導者謝金の金額を設定している

指導者の謝金額　　【記入例：時給】●／時、【記入例：回数】●／回　

生徒が加入する保険料（年額）

指導者の保険料（年額）

１２　情報発信

地域クラブ費の月額が定まっている場合は、その額を確認欄に記入ください。

１３　その他（確認欄に直接入力してください）

小・中学校及び義務教育学校の生徒や保護者に対して、地域移行に関する説明会を実施している

6　練習場所の管理

７　地域クラブ運営にかかる財源確保

8　経費

国・県の委託金・補助金による財源は確保はできている

自主財源の確保はできている

企業からの寄付からの財源を確保している

企業版ふるさと納税からの財源を確保している

地域クラブにおいて、練習場の確保はできている

１１　指導者研修会

地域移行に関する情報を、自治体ホームページに掲載している

地域クラブにおいて、練習場使用料の支払い方法は明示されている

地域移行に関する情報を、自治体SNSや広報誌等を活用し、地域住民に向けて発信している

地域クラブが練習場所を使用する場合、地域移行担当主管課において減免措置をしている

Ｒ5休日部活動の地域移行に関する実態調査
（休日部活動の地域移行に係る体制整備状況確認表）

令和６年２月調査

質問項目 （市町村）

・地域クラブ認定基準がある・・・・ ２１/４２
・地域クラブ取消基準がある・・・・ １０/４２
・活動規約の策定している・・・・・ ２４/４２
・緊急対応マニュアルの作成している・・１０/４２
・損害賠償保険加入（運営団体・実施主体）・・１８/４２
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スポーツ団体における適正なガバナンスの確保

適切な組織運営を行うことで，不祥事事案を未然に防止す
ることにとどまらず，社会の変化に柔軟に対応し，スポーツの
価値の最大化に資するよう，それらの重要な担い手であるス
ポーツ団体における適正なガバナンスの確保を図ることを目的
としている。

各スポーツ団体においては，ガバナンスコードの各原則・規
定を遵守するよう努めるとともに，ステークホルダー（利害関
係者）等への説明責任を果たす観点から，その遵守状況につい
て自主的に自己説明を行い，その結果を定期的に公表すること
が望まれる。

スポーツ団体ガバナンスコードとは？
スポーツ団体ガバナンスコードの目的

スポーツ団体ガバナンスコード
＜一般スポーツ団体向け＞Ｐ3

原則１ 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。

スポーツ団体ガバナンスコードの規定一覧

原則２ 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。

原則３ 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図る
べきである。

原則４ 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。

原則５ 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに，組織運営に係る情
報を積極的に開示することにより，組織運営の透明性の確保を図
るべきである。

原則６ 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合，
ガバナンスコード＜NF 向け＞の個別の規定についても，その遵
守状況について自己説明及び公表を行うべきである。

スポーツ団体ガバナンスコード
＜一般スポーツ団体向け＞Ｐ6

(1) 法人格を有する団体は，団体に適用される法令を遵守すること
(2) 法人格を有しない団体は，団体としての実体を備え，団体の規約等を遵守す

ること
(3) 事業運営に当たって適用される法令等を遵守すること
(4) 適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備すること

(1) 役職員に対し，コンプライアンス教育を実施すること，又はコンプライアン
スに関する研修等への参加を促すこと

(2) 指導者，競技者等に対し，コンプライアンス教育を実施すること，又はコン 
プライアンスに関する研修等への参加を促すこと

原則１ 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。

スポーツ団体ガバナンスコードの規定一覧

スポーツ団体ガバナンスコード
＜一般スポーツ団体向け＞Ｐ6

原則２ 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。

原則３ 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図る
べきである。
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(1) 財務・経理の処理を適切に行い，公正な会計原則を遵守すること
(2) 国庫補助金等の利用に関し，適正な使用のために求められる法令，ガイドラ

イン等を遵守すること
(3) 会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備すること

スポーツ団体ガバナンスコードの規定一覧

スポーツ団体ガバナンスコード
＜一般スポーツ団体向け＞Ｐ6

原則４ 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。

原則５ 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに，組織運営に係る情
報を積極的に開示することにより，組織運営の透明性の確保を図
るべきである。

生徒・保護者・指導者に
とって、安心・安全な地域
クラブ活動の体制整備のた
めのすべきこと

視点１ 規約の確認、役員の確認

視点２ 会計の確認、通帳の確認

視点３

保険の確認視点４

指導者登録・管理の確認

スポーツ団体ガバナンスコードの遵守

安心安全な地域クラブに必要な確認事項
視点１

〇規約の作成と確認
ルールとなる規約があるかどうか確認し、中身がどうなっている

かもチェックする。【規約の無いただのグループならば、早急に規
約を作成する。】

〇団体を構成する役員の確認

団体を構成する役員も確認する。代表だけでなく、事務機能を担
当する人も確認する。

（例）経理担当者、活動場所の予約担当者、指導者手配者、

大会申込申請者など。

規約の確認、役員の確認
原則１ 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。（２）(４）
4
原則５ 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに，組織運営に係る情報を積極的に

開示することにより，組織運営の透明性の確保を図るべきである。
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視点１ 規約の確認、役員の確認 規約の例

こんなときどうする？部活動の地域移行に伴う法律相談
学校・指導者・関係者の法的責任と対応
（日本法令、２０２４年） 引用

視点２

◇お金の管理は誰にも疑われないようにするのが信頼を
得る団体には必須。

 ◇クラブの専用通帳を作成。
 ※ただし、法人格がないと代表者の身分証明や定款(規約)等が必要に 

なる。
※行政からの補助金や外部寄付金を受ける事を想定すると通帳・帳簿

は必須。

 ◇通帳と同時に現金出納帳もあるか確認。簡易なもの 
でも現金を扱う以上帳簿は必須。

 ◇会計担当者の確認。入出金確認担当者の確認。
※会計担当が疑われないようなシステムを構築しておく。

会計の確認、通帳の確認
原則４ 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。

視点２ 会計の確認、通帳の確認

現金出納帳の例

No.

年 月

コード 科目名

1 前期繰越

現金出納帳

月 日

1

貸方金額
勘定科目

差引残高摘　要 借方金額

No.

2024 年 4 月

コード 科目名

4 1 1 前期繰越 500,000

4 1 3 会費 5,000 495,000

4 2 6 通信費 496,800

10 未登録

差引残高借方金額

500,000

月 日 摘　要
勘定科目

1

貸方金額

切手代

山田花子4月分

現金出納帳

1,800

借方金額や貸方金額が入力され
ると、差引残高が計算されます。

末尾の科目一覧シートのコードマスター

に登録したコードNOを入力します。

入力されたコードNOがコードマスターに登録
されていない場合は、未登録と表示されま

す。

西暦を入力します。
月を入力します。入力した数字は
セルA6からA43に反映されます。

入力されたコードNOに対応した科目名が表

示されます。

B列に日付が入力されると、セルE2

に入力した月が表示されます。

視点３

◇指導者と契約を結ぶ ※詳細は次頁

※クラブ方針に沿わない、体罰等の事例が起きた場合は契約破棄できる

◇指導者の研修会の開催
◇公認指導者資格を取得
◇指導者とクラブと学校と連携を密にする
◇謝金を支払うことで、指導者としての責任が

生まれる

指導者登録・管理の確認

原則３ 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべ
きである。

原則２ 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
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視点３ 指導者登録・管理の確認

指導者との契約書の例

指導者契約書 

 

 

●●クラブを甲とし（指導者名）を乙として、甲乙は以下のとおり、指導者契約を締結
する 

 
（採用条件） 

第一条 甲は乙を、甲の主催する地域クラブ活動において、指導者として採用する。乙
は甲の定める活動支援金及び保険料を納め活動会員となる。 

 

（採用期間） 
第二条  地域クラブ指導者としての採用期間は、令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇

日までとする。 
 
（指導内容） 

第三条  乙の地域クラブにおける指導内容は、以下のものとする。 
（1）（種目）部活動に関連するクラブ活動 

 
（謝金） 

第四条  甲は、定める謝金規程に基づいて、以下の金額を二の謝金として設定する。 
（1）1 回（概ね３時間）あたり、○○円とする。 

 
（解約条項） 

第五条  甲は、事業運営委員会における審議を経た後、会長の決定によって、乙との

契約を解除することができる。 
 
（その他） 

第六条  その他、本契約に記載されない事項については、ことの協議を経たうえで、
事業運営委員会の審議・決定に基づいて執り行う。 

 
令和   年   月   日 

 
（甲）岐阜県 

〇〇〇クラブ 
会長 氏名          印 

 
 
                   （乙）  氏名            印 
 

◇指導期日を過ぎたら再契約

◇体罰、暴言等の事例が発生

したらただちに契約破棄で

きるように文言に入れる

◇指導者との契約書（例）

視点４

◇地域クラブ では学校管理下ではない
ので新たに保険加入が必要

   ※加入は任意だができれば強制としたい

  ◇指導者の保険・団体の保険に加入
• スポーツ安全協会スポーツ安全保険

• JSCC スポーツクラブ総合保障制度 等

保険の確認 もしもの時の備えに

視点４ 保険の確認 もしもの時の備えに

スポーツ安全保険二次元コード

公益財団法人
    スポーツ安全協会

JSCC スポーツクラブ総合保険制度
二次元コード

一般社団法人
全国スポーツクラブコミッション

地域クラブの認証制度のご提案
利用者にとって安心して利用できるクラブを継続的に運営することが、地域のスポーツ環境の充実となる。
そのためには、信頼のある運営団体が、実施主体の運営状況を確認し、適切な運用団体を認定していく必要がある。

総合型スポーツクラブ
スポーツ協会等

行政・担当部局

申 請

認 定

管理・補助金

認定に関わる書類の提出

運営団体

定期的に運営状況の審査を行い、認定条件を満たしたクラブには、財政的な支援、利用施設の減免、施設の優先利
用等を行い、充実した活動を支援していく。

実施主体

60



視点１ 規約の確認、役員の確認

視点２ 会計の確認、通帳の確認

視点３

保険の確認視点４

指導者登録・管理の確認

スポーツ団体ガバナンスコードの遵守

スポーツ団体ガバナンスコードを遵守し
４つの要件を満たした地域クラブ

各申請等の書式の紹介

関市地域クラブ登録書式ダウン
ロード

美濃加茂市中学校部活動の地域移
行に伴う保護者クラブの認定に関
する要綱の様式

＜美濃加茂市＞＜関市＞

岐阜県事例の紹介

＜御嵩町＞
中学校部活動の地域移行について

＜北方町＞
地域移行に係る運営主体の割合と
抽出運営主体の対比について

＜可児市＞広報かに
休日の部活動は「地域クラブ活
動」に

＜飛騨市＞
飛騨市地域クラブ活動
推進プロジェクト

令和６年度地域クラブ指導者育成研修会

32

●すべての講義を受講した方には、（公財）岐阜県スポーツ協会より、認定証を発
行します。（有効期限４年、更新制）
●教員免許を有し、令和元年４月以降に中学校勤務実績があり、かつ１年以上中学
校部活動指導経験がある方は、講義①が免除となります。
●講義②・③については、（公益）日本スポーツ協会 ( 公認スポーツ指導者資格の
更新研修を修了したことになります。詳細は（公益）日本スポーツ協会
( のホームページをご確認ください。
●部活動地域移行に向けて課題となる地域での指導者確保のため、岐阜県教育委員
会では「岐阜県地域クラブ指導者人材バンク」を設けています。認定証取得後のご
登録について、ご協力をお願いいたします。

西濃地区
令和６年 ５月２６ 日（日）
神戸町中央公民館
［申込締切 ５月１９ 日（日） ］

飛騨地区
令和６年 ６月８日（土）
こくふ交流センター
［申込締切 ６月１日（土） ］

東濃地区
令和６年６月３０日（日）
中津川文化会館
［申込締切 ６月２３日（日） ］

岐阜地区
令和６年12月１日（日）
本巣市民文化ホール
［申込締切 １１月２４日（日） ］

可茂地区
令和６年12月7日（土）
白川町民会館
［申込締切 １１ 月３０ （土） ］

美濃 （中濃） 地区
令和６年12月15日（日）
日本まん真中センター
［申込締切 １２ 月８日（日） ］

受講料
無料

対 象
地域クラブ指導
者として活動を
希望する方

申込み
参加を希望され
る方は、QR 
コードより申込
みください。
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令和６年度地域クラブ指導者育成研修会

33

●本研修認定証の有効期限をＪＳＰＯ資格と合わせ、
令和６年４月より「４年」にすることとしました。

●令和４・５年度に認定証を取得した方につきましては、認定証
の裏面に、有効期限が「３年」と記載されていますが、

令和６年４月より「４年」とみなします。
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生徒・保護者・指導者にとって、安心安全な地域
クラブ活動にするために
‐主に法的観点から‐

弁護士 山本 翔

1

はじめに

・平成20年に弁護士登録（第二東京弁護士会）

・任期付公務員として法務省民事局へ出向し、民事に関する法律案の
立案をしていたこともあり、契約法や紛争解決を専門とする。一橋大
学法学研究科非常勤講師の活動も。

・他方で、弁護士登録以来、子どもの権利に関する委員会（第二東京
弁護士会）に所属し、少年事件やいじめなどの子どもの事件に関わる
ほか、子どもに関わる行政関係の仕事にも従事（荒川区子どもの権利
擁護委員など）。

・また、自身に子が3人いることから、地域でPTAの役員などの経験も
あり。

2

はじめに

2024年1月出版（日本法令）

3

はじめに

〇今日お話しすること

➢  地域移行の形態による法的な違い・整理

➢ 安心・安全な地域クラブ活動とするための方法

① 受け皿団体の成立・体制の整備（ガバナンス）

② 必要な保険の加入

③ 安心・安全な地域クラブ活動の実施

4

63



部活動・地域クラブ活動をめぐる法的な責任

一般に、民事において法的責任といった場合には、

① 契約上の責任

と

② 不法行為に基づく責任

がある。

5

部活動の地域移行に関する2パターン

① 学校主体型（外部人材取込み型）

※「学校部活動の地域連携」

6

学校

部活動（生
徒・児童）

運営

ボランティア（保
護者・OB・OG）

部活動指導員

関与・協力

顧問等の教員

部活動の地域移行に関する2パターン

② 外部団体受け皿型 ※「新たな地域クラブ活動」

7

学校

地域クラブ
活動（生徒

・児童）

連携・協力

保護者クラブなどの
外部団体

運営

教員

保護者・OB
・OG

部活動の地域移行に関する2パターン

〇指導者個人の責任
（基本的な前提）

教員は、児童を保護監督して事故を未然に防止する義務があるため、この
義務に違反した場合には、責任を負う場面がある。

「学校の教師は、学校における教育活動によって生ずるおそれのある危険
から児童・生徒を保護すべき義務を負っている」（最判昭和62年2月13日民集
41巻1号95頁）

「教育活動の一環として行われる学校の課外のクラブ活動においては、生
徒は担当教諭の指導監督に従って行動するのであるから、担当教諭は、でき
る限り生徒の安全にかかわる事故の危険性を具体的に予見し、その予見に基
づいて当該事故の発生を未然に防止する措置を執り、クラブ活動中の生徒を
保護すべき注意義務を負う」との指摘（最判平成18年3月13日裁判集民事219
号703頁）」

8
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部活動の地域移行に関する2パターン

〇指導者個人の責任
（基本的な前提）

➢ 公立学校に勤務する教員

⇒公務員である教員個人は、被害者との関係で直接的に損害賠
償責任を負うことはなく、学校設置者が属する地方自治体が損害
賠償責任を負う。

※ 国家賠償法という法律の考え方により、教員個人は、故意・重過失が
ある場合には、当該地方公共団体から、求償されることがあり得るにす
ぎない（国家賠償法1条2項）。

9

部活動の地域移行に関する2パターン

〇指導者個人の責任
（基本的な前提）

➢ 私立学校を含む民間人

 ⇒私人は、被害者との関係で直接的に損害賠償責任を負う（民

法709条）。

このほか、その個人が属する団体についても、被害者に対し

て損害賠償責任を負うことが通常（民法715条／使用者責任）。

（想定されるパターン）

10

パターンA パターンB パターンC
指導者・コーチ
の責任

〇 〇 ✕

団体の責任 〇 ✕（相当の注意をし
たとき）

✕

部活動の地域移行に関する2パターン

〇指導者個人の責任
① 学校主体型（外部人材取込み型）

公務員としての身分がある教員のほか、部活動指導員（会計年度
任用職員等）についても、国家賠償法の考え方により、被害者に直
接的な責任を負うことはない。

※公務員として任用されていない監督や保護者の見守りボランティアの場合は？？

11

部活動の地域移行に関する2パターン

〇指導者個人の責任

② 外部団体受け皿型

不法行為責任に基づいて、受け皿となる団体それ自体のほか、落
ち度のあった指導者が被害者に直接的な責任を負うことがある。

⇒ しかるべき賠償責任保険に加入して、指導者が安心して活動
できるようにする必要がある。

12
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部活動の地域移行に関する2パターン

〇指導者個人の責任
【最判平成18年3月13日】

高等学校（私立学校）の生徒が課外のクラブ活動としてのサッカーの試合中に落雷
により負傷した事故について引率者兼監督の教諭に落雷事故発生の危険が迫っているこ
とを予見すべき注意義務の違反があるとされた事例

「教育活動の一環として行われる学校の課外のクラブ活動においては，生徒は担当教諭
の指導監督に従って行動するのであるから，担当教諭は，できる限り生徒の安全にかか
わる事故の危険性を具体的に予見し，その予見に基づいて当該事故の発生を未然に防止
する措置を執り，クラブ活動中の生徒を保護すべき注意義務を負う」

「落雷による死傷事故は，平成５年から平成７年までに全国で毎年５～１１件発生し，
毎年３～６人が死亡しており・・・Ａ高校の第２試合の開始直前ころには，本件運動広
場の南西方向の上空には黒く固まった暗雲が立ち込め，雷鳴が聞こえ，雲の間で放電が
起きるのが目撃されていたというのである。そうすると，上記雷鳴が大きな音ではなか
ったとしても，同校サッカー部の引率者兼監督であった甲野教諭としては，上記時点こ
ろまでには落雷事故発生の危険が迫っていることを具体的に予見することが可能であっ
たというべきであり，また，予見すべき注意義務を怠ったものというべきである」

⇒ 裁判所は、約3億円という高額な損害賠償を認めている。

13

部活動の地域移行に関する2パターン

〇指導者個人の責任
【最判昭和62年2月6日裁判集民事150号75頁】

   公立中学校の生徒がプールにおいて飛び込みを練習していたところ、プールの底に頭
部を激突させてしまい、四肢麻痺等の障害を負ってしまった事例。指導者である教員は
、二、三歩助走してスタート台に上がってから飛び込む方法を指導していた。

「助走してスタート台に上がってから行う方法は、踏み切りに際してのタイミングの取
り方及び踏み切る位置の設定が難しく、踏み切る角度を誤った場合には、極端に高く上
がって身体の平衡を失い、空中での身体の制御が不可能となり、水中深く進入しやすく
なるのであって、このことは、飛び込みの指導にあたるA教諭にとって十分予見しうる
ところであったというのであるから、スタート台上に静止した状態で飛び込む方法につ
いてさえ未熟な者の多い生徒に対して右の飛び込み方法をさせることは、極めて危険で
あるから、原判示のような措置、配慮をすべきであったのに、それをしなかった点にお
いて、A教諭には注意義務違反があつたといわなければならない。」

⇒裁判所は、約1億3000万円という高額な損害賠償を認めている。

14

部活動の地域移行に関する2パターン

〇災害共済給付制度

① 学校主体型（外部人材取込み型）

部活動は、教育課程外の活動ではあるものの、学校における教育計画に基
づいて実施される教育活動であるため、災害共済給付の適用対象となる。

※ 災害共済給付制度（独立行政法人日本スポーツ振興センター）

 ・医療費

・障害見舞金（最高４０００万円）

・死亡見舞金（最高３０００万円）

15

部活動の地域移行に関する2パターン

〇災害共済給付制度

② 外部団体受け皿型

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の適用外

⇒ しかるべき傷害保険に加入する必要ある。

16

【独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令】
第五条 災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。

一 児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。ただし、療
養に要する費用が五千円以上のものに限る。
（以下、略）
２ 前項第一号、第二号及び第四号において「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。
一 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
二 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合

三 前二号に掲げる場合のほか、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指
示又は承認に基づいて学校にある場合
（以下、略） 
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部活動の地域移行に関する2パターン

〇比較表

⇒

17

①学校主体型（外部人材取込み型）
※学校部活動の地域連携

②外部団体受け皿型
※新たな地域クラブ活動

契約の主体 学校の設置者（公立学校であれば地
方公共団体、私立学校であれば私立
学校法人、国立学校であれば、国立
大学法人）

当該受け皿団体（株式会社、公益社団法
人、NPO法人、権利能力なき社団･･･）

事故等が発生した場
合の損害賠償責任の
主体

学校の設置者が損害賠償責任を負い、
国公立学校の場合には、校長や教員、
部活動指導員などの職員が被害者と
の関係で直接的な損害賠償責任を負
うことはない。

地域クラブ活動を運営する受け皿団体の
ほか、落ち度がある指導者個人も被害者
との関係で直接的な損害賠償責任を負う。

災害共済給付制度の
適用

適用あり 適用なし

部費の管理 学校長が管理する私会計 受け皿団体で独自に管理

安心・安全な地域クラブ活動とするためには
―外部団体受け皿型を前提として―

① 保護者クラブ等の受け皿団体は、法的に取引を行う主体となるこ
とができる資格（権利能力）を得る必要性（団体を立ち上げ、体制
を整備する）

② 災害共済給付制度の適用がなく、個人に賠償責任の負担がある可
能性があることから、必要な保険に加入することの必要性

③ 安心・安全な運営に留意し、学校と連携した地域クラブ活動の実
施の必要性

18

①受け皿団体の成立・体制の整備

➢ 保護者クラブ等の受け皿団体は、口座の開設や保険加入などの様
々な取引を行うことが想定されることから、法的に取引を行う主体
となることができる資格（権利能力）を得る必要がある。

➢ 法的な主体として認められると、団体が何らかの債務を負ったと
しても、構成員個人の責任が問われることはない。

※事故との関係で直接的に注意義務違反（落ち度）があった指導者につい
ては当然に不法行為責任を負うが、団体に法的な主体性があると、自分自身
に落ち度がない他のメンバー（構成員）への影響が遮断されることになる。

⇒そのためには、

①法人格を得る

     or

②「権利能力なき社団」として団体の実質性を得る

19

①受け皿団体の成立・体制の整備

〇 法的な主体のあり方

  個人

↓

民法上の組合

↓

↓

↓

権利能力なき社団

↓

法人

（株式会社、財団法人、社団法人、NPO法人、地方自治体・・・）

20

団体性
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①受け皿団体の成立・体制の整備

〇 権利能力なき社団

組合と法人の間のような存在として、団体の実質性がある場合に、
判例で認められている概念

※最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁

「法人格を有しない社団すなわち権利能力のない社団については、民訴四六
条がこれについて規定するほか実定法上何ら明文がないけれども、権利能力の
ない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の
原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかし
てその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての
主要な点が確定しているものでなければならないのである。しかして、このよ
うな権利能力のない社団の資産は構成員に総有的に帰属する。」

⇒「権利能力なき社団」となった場合には、その団体に対して債権を有して
いる債権者は、構成員個々人の財産に対して、権利行使（強制執行）すること
ができない（有限責任）。

21

①受け皿団体の成立・体制の整備

〇 権利能力なき社団

① 規約を作成し、代表の選出方法を含めた組織の在り方を明確に

規定しておくこと

② 口座を開設し、個人の財産と団体の財産を分別して管理

③ 規約に従って、民主的な方法で（多数決の原則により）運営し

ていくこと

④ どのような組織的な決定がされたのか後から分かるようにする

ために、議事録を作成し、保存しておくこと

⇒代表、会計、書記（議事録作成係）

22

①受け皿団体の成立・体制の整備

cf,会計監査における原本確認の重要性

※東京地判平成27年3月30日（マンション管理組合における会計担当
理事の長年にわたる横領事件）

・会計監査役員の責任

「被告丙川は、会計監査役員として、会計担当理事である戊田が作成した前年度の収支
決算報告書を確認・点検し、会計業務が適正に行われていることを確認すべき義務があ
ったにもかかわらず、戊田から定期総会直前に示された虚偽の収支決算報告書の記載と
戊田が偽造した残高証明書の残高等を確認するだけで、本件預金口座の通帳の確認をせ
ず、戊田による横領行為を看過したものであった。・・・戊田が被告丙川に示した本件
預金口座の残高証明書は、戊田が自分のワープロで偽造したというものであって、その
体裁等からして真実の銀行発行の預金口座の残高証明書の原本とはかなり異なるもので
あったことが推認され、このような偽造された残高証明書を安易に信用し、戊田が保管
しており、その確認が容易である本件預金口座の預金通帳によって残高を確認しようと
しなかった被告丙川には、会計監査役員として、本件自治会に対する善管注意義務違反
があったと認めざるを得ない」

23

②必要な保険の加入

➢ ２種類の保険に加入する必要がある。

➢ 災害共済給付制度の適用がないことから、生徒・児童の怪
我を念頭に置いた傷害保険に加入する必要あり。

➢ それだけでは足りず、賠償責任保険に加入する必要あり。

24
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②必要な保険の加入

〇 傷害保険

不慮の事故に備え、人の傷害や疾病に対する保険金

➢ 怪我や病気によって入院・通院等をした場合に契約時に定めた定額を

支払う保険商品もあれば、怪我や病気による入院・通院等のために実際に
出費した費用（実費）を補償する保険商品もある。

25

②必要な保険の加入

〇 傷害保険

不慮の事故に備え、人の傷害や疾病に対する保険金

➢ 傷害保険金が支給されたとしても、落ち度がある指導者の損害賠償責任
が軽減されるわけではないし、賠償しなければならない損害額が減るわけで
もない。

①定額支給型の保険の場合には、保険料の対価として支払われたものであるため、

損益相殺はされない（最判平成7年1月30日民集49巻1号211頁）。

②実費支給型の保険金の場合には、その額に相当する損害賠償請求権が保険者代位
により、保険会社に移転。保険会社から求償される可能性あり。

⇒ このため、賠償責任保険に加入する必要がある。

※ただ、実際には、傷害保険から保険金が支給されることにより、被害を

受けた生徒側において、わざわざ賠償責任を求めるような心情にはなりにく
いという事実上の効果は大いにある。 26

②必要な保険の加入

〇 傷害保険

不慮の事故に備え、人の傷害や疾病に対する保険金

➢ 傷害保険ではカバーできない事故もあり得る。

※熱中症への警戒を怠り練習を継続した結果、生徒が熱中症に罹患してしまっ

た。加入する傷害保険では、「熱中症」は疾病であり、傷害ではないという扱い
になっていた。

⇒ このため、賠償責任保険に加入する必要がある。

27

②必要な保険の加入

〇 賠償責任保険

被保険者が第三者に対して損害を与え、法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を対象として保険金が支給される保
険

➢ 必要となる場面としては、例えば、

・野球の指導中にバットの素振りの模範を見せているときに、不注意で生徒の頭にバ
ットをぶつけてしまい、指導者が生徒に損害賠償責任を負う場合

・熱中症への警戒を怠り練習を継続した結果、生徒が熱中症に罹患してしまい、指導
者が生徒に損害賠償責任を負う場合

・生徒に対する安全指導に落ち度があり、第三者である通行人にボールがぶつかり、
ケガを負わせた場合

28
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②必要な保険の加入

〇 賠償責任保険

➢自動車保険や火災保険に付帯される個人賠償責任保険（個人賠償責任特約
）では、「日常生活」を対象としているため、継続的に指導者として部活動
に関わる場合には、「日常生活」のリスクではないとして、支給が認められ
ない可能性があり得る。

※単なる教員・指導者不在時の見守りボランティア程度であれば、個人賠償責任保険
（個人賠償責任特約）の適用が可能であり、さらに、見守りボランティアをPTA活動の
一環として位置付ければ、PTA保険が適用できる可能性あり。

➢試合会場まで自動車での送迎については、当然に、別途、自動車保険の加
入が必要。

29

②必要な保険の加入

（１）スポーツ安全保険（公益財団法人スポーツ安全協会）

部活動の地域移行を想定し、傷害保険＋賠償責任保険をセットで提供している。

30

②必要な保険の加入

（１）スポーツ安全保険（公益財団法人スポーツ安全協会）

➢ 契約者：スポーツ安全協会、被保険者：加入対象団体の構成員

➢ ４名以上のアマチュア団体・グループが加入できる。

※スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、ボランティア団地、PTAなど。

※法人格は問われていない。

※営利活動を行う団体は、加入できないとのこと。

➢ 傷害保険については、「熱中症」も対象となる。

https://www.sportsanzen.org/ac00ai00000001im-att/ac00ai00000001n9.pdf

31

②必要な保険の加入

（２）スポーツクラブあんしん保険（一般社団法人全国スポーツク
ラブコミッション）

➢総合型地域スポーツクラブを対象。JSCCの会員として加盟することが前提

➢傷害保険＋賠償責任保険がセット

➢契約者：一般社団法人全国スポーツクラブコミッション（JSCC）

 被保険者：総合型地域スポーツクラブ

※クラブ自体が被保険者という整理であるため、賠償責任保険については、クラブ自体の賠償責

任を対象としている様子。

➢傷害保険については、スポーツをしているときに起こりがちな特定疾病（熱中症、急
性心疾患、くも膜下出血等）も対象とのこと。

https://jscc.jp.net/cn3/pg423.html

32
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②必要な保険の加入

（３）公認スポーツ指導者総合保険（公益財団法人日本スポーツ協
会）

➢指導者個人が加入することができ、自身の怪我（傷害保険）と、指導中の指導者の賠
償責任を対象とする保険

➢被保険者：公認スポーツ指導者の資格を有する個人

➢個人単位で加入することができるため、個人として備えることができる。

https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid1168.html

33

③安心・安全な地域クラブ活動の実施

（１）受け皿団体向けの相談体制の構築

➢本日お話した論点だけでなく、クラブ活動では、いじめや生徒間のトラブ
ル、レギュラーの選抜過程についての不満、パワハラ・セクハラ、足を引っ
張るような生徒の入部拒否の可否など、様々な問題が生じる可能性あり。

➢そのような場合に、保護者クラブ等の受け皿団体の指導者が気軽に相談で
きる体制の構築を行う必要がある。

➢トラブルが起きた際に、個人的に最も大事に思うのは、正しく、事実を認
定すること。

34

③安心・安全な地域クラブ活動の実施

（１）受け皿団体向けの相談体制の構築

➢何かトラブルがあった際に、「喧嘩両成敗」的な解決は、火種を残す可能
性があり、人間関係のトラブルは、地域クラブ活動の弱体化にも繋がる。

➢事実認定とは何か。生徒・児童の話から、何が真実だと認定するか。

 ・客観的な状況との矛盾しないか

・複数の関係当事者の供述の一致するか

・供述の具体性・迫真性

・その供述が供述者にとって不利益な内容か

35

③安心・安全な地域クラブ活動の実施

（２）補助金の支給等の行政による支援体制の整備

➢家計の負担軽減という目的だけではない意義

➢地方自治体の立場からすれば、部活動を学校から切り離す以上、受け皿団
体が行う活動には口を出しにくいし、地域クラブ活動に関する情報も収集し
にくくなるおそれがある。

⇒このため、補助金支給等の支援の要件として、体制整備や安全管理、学
校との連携義務などを求め、必要な報告を受けたり、指導することができる
ようにする。

36
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③安心・安全な地域クラブ活動の実施

（２）補助金の支給等の行政による支援体制の整備

〇 （支援の要件として）指導者の研修履行や適切な体制構築を求める。

➢ 救命講習その他スポーツ指導に関する研修の受講

➢ いじめを含めた子どもに関する講習の受講

cf,いじめ防止対策推進法

➢ 公認スポーツ指導者その他の資格の取得

➢ それぞれの団体のルールに従った定期的な総会の開催

37

③安心・安全な地域クラブ活動の実施

（２）補助金の支給等の行政による支援体制の整備

〇 （支援の要件として）事故が生じた際の報告義務

※不幸にも事故が生じた場合でも、その情報は未来の事故を防ぐために有益にな

る場合もある。

独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー の ウ ェ ブ サ イ ト （
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/anzen_school/tabid/822/Default.aspx）から

38

③安心・安全な地域クラブ活動の実施

（３）学校との連携の必要性
➢ 学校を窓口とした部員の募集

➢ 受け皿団体側で学校行事の把握の必要性

※ＮＨＫスペシャル「いのちを守る学校に 調査報告“学校事故”」（2023年5月7日放送）

➢ 学校と外部の受け皿団間の情報交換の必要性

※地域クラブ活動の中で顕在化したいじめは、学校生活の延長戦上である可能性

※学校と受け皿団体が別の団体である以上、個人情報を共有することについて、保護者から

予め同意書を取得しておくことが肝要

⇒地域移行した場合であっても、学校との連携があってはじめて、安心・
安全な地域クラブ活動が実現できる！

39

ありがとうございました

40

弁護士 山本 翔
Mail: sho.yamamoto@ohebashi.com
Tel(直通）：03-5224-6099
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Ｒ６.９.２５ 令和６年度 「地域クラブ活動移行」の現状と見通し

～ 人が育つ地域づくりの未来像 ～

飛騨市学園構想
飛騨市教育委員会 学校教育課

飛騨市制20周年
＆

学園構想５年目

【飛騨市学園構想とは】

社会総がかりで、

予測困難な時代を生きる子どもたちに

「幸せな人生と持続可能な社会の

創り手となる力」を育むために、

飛騨市教育委員会が進める

地域教育魅力化プロジェクトです。

飛騨市学園構想の第２章 令和５年度～７年度

「みんなで育てみんなが育つ魅力あるまち」を目指して
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学校教育課 下嶋 健児

地域クラブ活動移行に向けた実証団体の取組

佐野 颯斗

Ｒ１７の中学校生徒
数（推定）は３１６人

飛騨市は、岐阜県最北端に位置する市。少子高齢化の進む過疎地。

＜飛騨市の中学校生徒数＞
古川中学校 ・・・・・ 379人
神岡中学校 ・・・・・ 124人
山之村中学校 ・・・ ４人 合計 ５０７人

【2024年８月1日現在】

飛騨市学園構想

市内の各中学校間
の移動には、およそ

３０～４０分かかる。

冬季はさらに時間が
かかり、雪道の運転
の危険・不安もある。

R6．6月の飛騨市（各中学校）の部員数

部 活 １ 年 ２ 年 ３ 年 合 計

女子バレー ２ ５ ２ ９

男子バスケ １１ ７ ９ ２７

女子バスケ ５ １ ６ １２

卓球 １１ １７ ４ ３１

柔道 ０ ３ ０ ３

剣道 ２ ３ ３ ８

男子テニス ２０ ６ １１ ３７

女子テニス １４ ３ ５ ２２

野球 ２ ２ ３ ６

サッカー ７ １０ １３ ３０

ソフトボール ０ ０ ０ ０

陸上 １３ ２ １１ ２０

吹奏楽 ２７ １９ ７ ５２

合唱 ５ ３ １３ ２１

美術 ３ １９ １７ ４４

情報発信 ３ ６ １３ ２２

古川中学校 神岡中学校

部 活 １ 年 ２ 年 ３ 年 合 計

バスケ（男）
バスケ（女）

５
３

２
２

５
４

１２
９

卓球 ８ １３ １２ ３３

剣道 ０ １ １ ２

野球 ２ ０ ０ ２

サッカー ３ １ ２ ６

陸上 ３ １１ ０ １４

吹奏楽 ９ ０ ２ １１

文化 ６ ８ ８ ２２

山之村中学校

部 活 １ 年 ２ 年 ３ 年 合 計

スキー（クロス） ０ ０ ２ ２

陸上 ０ ０ （２） （２）

文化（情報） ２ ０ ０ ２
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「課題」はたくさんあって、できない理由を挙げたらきりがない・・・

だからこそ「どうしたら、よりよく移行できるのか？」や「どうすれば、

子どもの成長につながるのか？」を話し合い、進めていきたい！

飛騨市（各中学校）の生徒数や部員数の減少

何よりも子どもたちのよりよい成長と人格形成のために、
地域の子どもを、地域全体（総がかり）で育てる！！

地域 １０ 全４回
５月３０日、８月２８日

１２月１７日、２月１９日

年間
２０回
（月２回）

・移行推進

・運営団体
の支援
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毎月２回実施のコア会議（年20回）※ 写真はR６年７月３日

年間４回実施の推進会議 ※R６年度の5月30日、8月28日の推進会議の様子

【３．体制と対話の場づくり】コア会議・推進会議の実施 【４．検討課題】コア会議・推進会議で検討中の「主な課題」

※「１１団体（９種目）＋α」がＲ７地域クラブに認定予定

① ＦＧＢ （古川中女子バスケ）      ・・・保護者クラブ

② 飛騨ＢＢＣ （古川中・神岡中・北稜中野球）                            ・・・保護者クラブ

③ 飛騨ソフトテニスクラブ （古川中女子テニス）        ・・・保護者クラブ

④ ＨＩＤＡ ＵＮＩＴＥＤ ＦＣ ジュニアユースチーム （サッカー）      ・・・市サッカー協会

⑤ 飛騨柔道クラブ （柔道）            ・・・市柔道協会

⑥ 飛騨合気道少年団 （合気道）            ・・・スポーツ少年団

⑦ 古川男子バスケットボールクラブ （古川中男子バスケ）        ・・・保護者クラブ

⑧ 飛騨市剣道クラブ （剣道）                                                  ・・・保護者クラブ

⑨ 飛騨ジュニアウインドオーケストラ （古川中・神岡中吹奏楽） ・・・保護者クラブ

⑩ 飛騨市卓球協会・古川クラブ （卓球）          ・・・市卓球協会

⑪ 飛騨市卓球協会・神岡クラブ （卓球）          ・・・市卓球協会

R６実証団体 

【５．飛騨市地域クラブ実証事業について】実証事業認定団体 ※申し込み順

【運営団体・実施主体】

支援団体・関係団体 (R６)

・スポーツ協会、スポーツ少年団事務局、文化協会および各種目の連盟・協会

・飛騨シューレ、ひだチャレンジクラブ （総合型地域スポーツクラブ）

・NPO法人 文化村

移行率・・・５１．９％

実証事業に申込み、認定された団体 ⇒ R５年度１０～１１月の「学校向け説明会」「地域向け説明会」＋「団体への説明会」

【５．飛騨市地域クラブ実証事業について】地域説明会と実証団体の募集
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【 R６年度の実証事業の「目的」 】
①地域クラブ活動の「事例づくり」や「パターンの整理」

⇒ 「運営の支援や補助」について
・指導者謝礼補助 …時給1,000円（口座振込、時間の上限あり）
・指導者研修開催 …市内で受講できる研修づくり、無償にて実施
・運営費の補助 …小中学生一人あたり年額５,000円（7,000円）

②各クラブ・各パターンにおける「課題の把握」
⇒ 運営のあり方や指導者の確保、活動場所、移動手段など

③持続的な取り組みのための「解決策やサポート内容」検討
⇒ 地域クラブ活動推進室（支援センター）の役割の明確化

・ニーズの把握（児童生徒へのアンケート）、事務補助等

「“子どもたちの成長”そして“選択肢”を増やすため」
にできるところからやる ⇒ 「トライ＆エラー」で！！

【 R６年度の実証事業の「目的」 】
①地域クラブ活動の「事例づくり」や「パターンの整理」

⇒ 「運営の支援や補助」について
・指導者謝礼補助 …時給1,000円（口座振込、時間の上限あり）
・指導者研修開催 …市内で受講できる研修づくり、無償にて実施
・運営費の補助 …小中学生一人あたり年額５,000円（7,000円）

②各クラブ・各パターンにおける「課題の把握」
⇒ 運営のあり方や指導者の確保、活動場所、移動手段など

③持続的な取り組みのための「解決策やサポート内容」検討
⇒ 地域クラブ活動推進室（支援センター）の役割の明確化

・ニーズの把握（児童生徒へのアンケート）、事務補助等

【 “実証団体”認定要件 】 ※地域クラブ活動ガイドラインも同様
（１）飛騨市内の中学生の受け入れ
（２）「代表者」の設置（実施主体の責任者）

①心身の健康管理 …けがの予防、学校や家庭生活への配慮など
（補助対象の実施時間は上限あり）

②事故防止 …施設や設備、用具等の点検や安全対策など
③体罰・ハラスメントの根絶 …心身の健全な発達、人権尊重など

（３）「指導者（原則２名以上）」の登録（確保）
・市主催の指導者育成研修会の受講（上記の①～③について）

（４）活動時間及び活動日数 ※平日週３日、休日月３日以内
・募集要項参照…文科省・スポーツ庁のガイドライン（部活動)と同じ

※ただし、大会前などに集中して実施する場合は、オフ期間をつくることで認可

「実証団体募集要項」をもとに、以下の（１）～（６）の
要件を了承の上で申込書を提出 ⇒ 「認定・不認定」

【 “実証団体”の条件 】
（５）地域クラブ費の徴収 … 適切な会計処理と情報開示
（６）保険の加入（必須）

・（参考）スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」（掛金１人800円）

【 その他（提出書類など） 】
・関係書類の提出および提出期限 ※実施状況の把握

①（様式１）申込書 …令和６年１月26日（金）

②（様式２）年間活動計画書 …４月末日まで

③（様式３）期別活動計画書 …各期の最初の月末

④（様式４）期別実施報告書 …各期終了後から一か月以内

（様式５）指導者謝礼補助請求書 …（希望する団体のみ）

「運営・実施主体」の体制が不十分な場合、「保留」に
して相談・協議・対応⇒ 「追加認定」や「推進会議」に

※ 令和６年度からは、種目や日によって「地域クラブ」と「部活動」としての活動が混在する。

【具体例】地域クラブ活動のパターン（実証の案）について

各 項 目 に つ い て の 説 明

活動場所
パターン

参集型 地区別型 巡回型 固定型 他市連携型

一か所に集まり
活動 各地区で活動 各地区を巡回

しながら活動
特定の場所で
活動

高山市など
と合同で活動

・ 学校のグラウンドや体育館、特別教室（音楽室や美術室）など
・ 公共施設、トレーニングセンター、文化交流センター、美術館など（減免あり）

活
動
時
間

平
日

学校などに残り活動
（例）16：30〜18：00

移動してから活動
（例）17：00〜19：00

一度帰宅してから活動
（例）18：00〜20：30

休
日 （例）8：30〜11：30 （例）13：00〜16：00 終日（大会日等）

移動の
手段

巡回バス 公共交通機関
（バス、電車等） 保護者の送迎 徒歩 自転車

※ 市による運営や補助について検討中（公共交通無償化や負担補助）

指導者 市の研修受講（１コマは必須、他は任意）、県の研修受講者、各団体の資格者

保険 「スポーツ安全保険」等の保険に加入する（必須条件）
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図. 地域クラブ活動に期待すること

期待している

どちらかといえば期待している

どちらかといえば期待していない

期待していない
児童のアンケート（Ｎ＝255）

１ 専門的で丁寧な指導が受けられる

２ より勝利を目指せる

３ 健康面に気を付けて取り組める

４ やりたい種目が選択できる

５ 一種目だけでなく複数参加できる

６ 勝敗や入賞などにこだわらずに、
気軽に楽しめる

７ 他校の友達ができる

８ 活動内容などを自分たちで決める

９ いろんな世代や年齢の人と一緒に
活動できる

アンケート結果

児 童 【Ｒ６.７～８月実施】
対象者数 ３０８名

生徒のアンケート（Ｎ＝439）

１ 専門的で丁寧な指導が受けられる

２ より勝利を目指せる

３ 健康面に気を付けて取り組める

４ やりたい種目が選択できる

５ 一種目だけでなく複数参加できる

６ 勝敗や入賞などにこだわらずに、
気軽に楽しめる

７ 他校の友達ができる

８ 活動内容などを自分たちで決める

９ いろんな世代や年齢の人と一緒に
活動できる

アンケート結果
【Ｒ６.７～８月実施】

対象者数 ５０７名

46.6%

48.7%

43.7%

55.6%

18.0%

41.5%

51.6%

28.9%

30.3%

48.4%

40.8%

44.8%

36.8%

26.2%

39.0%

41.9%

48.0%

47.7%

3.2%

7.9%

8.7%

6.1%

10.1%

13.0%

4.3%

19.1%

16.2%

1.8%

2.5%

2.9%

1.4%

3.8%

6.5%

2.2%

4.0%

5.8%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

図. 地域クラブ活動に期待すること

期待している

どちらかといえば期待している

どちらかといえば期待していない

期待していない

生 徒

【Ｒ６.７～８月実施】
対象者数 ７８１名

保護者のアンケート（Ｎ＝407）

１ 専門的で丁寧な指導が受けられる

２ より勝利を目指せる

３ 健康面に気を付けて取り組める

４ やりたい種目が選択できる

５ 一種目だけでなく複数参加できる

６ 勝敗や入賞などにこだわらずに、
気軽に楽しめる

７ 他校の友達ができる

８ 活動内容などを自分たちで決める

９ いろんな世代や年齢の人と一緒に
活動できる
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図. 地域クラブ活動に期待すること

期待している

どちらかといえば期待している

どちらかといえば期待していない

期待していない

アンケート結果

保護者
児 童

「どんな地域クラブ活動があるか」や、各クラブの活動日・活動時間、

必要な費用や用具などの情報を周知し、相互理解を図る必要がある

アンケート結果 【令和６年度７～８月実施：回答数255名/439名/407名】
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アンケート結果 【令和６年度７～８月実施：回答数255名/439名/407名】

〇満足…自分の好きなこと、やってみたかった活動ができる（続けられる）

〇他校の生徒とも仲良くなれる、いろんな人と関わることができるからよい

▲児童の心配…指導者は優しいか、差別やセクハラ・パワハラはないか

▲不満…土曜のみの活動ということで加入したが、実際は土日どちらも活動

があって、宿題をやる時間もなく、自分の自由な時間も取れない

⇒ 子どもの声をしっかり受け止め、ガイドラインに適切な休養日、活動時間

の上限の設定、指導者の要件（場合によっては取消）を明記している

・子どもがやりたいことができる、続けれられるようにしてあげたい。

・運営が大変。スポーツ少年団でやっと役員が終わったのに、また…

・送迎の負担が大きい。一度帰宅してから送迎は大変。バス等があると助かる。

・ハラスメント事案を聞くことがある。防止策や相談窓口をしっかりしてほしい。

※ 学校の先生方には部活の経験をもとに、よいやり方をサポートしていただきたい。

児童・生 徒

保護者

令和６年度中に推進会議にて「ガイドライン」を作成し、令和７年度からは正式な
地域クラブ活動を実施していく（令和７年度・・・移行率「80％以上」を目標）

飛騨市地域クラブ活動ガイドライン（案）
推進会議で
協議・決定

（１）ガイドライン策定にあたって … 地域移行の背景、趣旨、
地域移行で期待される効果

（２）地域クラブについて …定義、補助、認定要件（取消について）
（３）活動や運営について…規約の作成、団体や大会の参加登録、

適切な休養日（活動時間）の設定、
活動場所、会費の適切な設定（負担軽減）、
保険加入、事故の予防、事故（大怪我や
アレルギー）等発生時の対応と責任、
学校等との連携、教職員の兼職兼業等

（４）認定地域クラブの手続きについて…認定、認定取消、様式等
（５）各種様式、個人情報の取り扱い、問い合わせ先等

９月上旬に発生したエピペン
対応・救急搬送の２つの事案
を受け、運営団体・実施主体に
連絡・調査・指示等を行った

飛騨市は、岐阜県最北端に位置する市。少子高齢化の進む過疎地。

飛騨市学園構想

所要時間

約３０分

所要時間

約４０分

雪の降る冬季には、
さらに時間がかかる

【主な対策】

〈スキマ時間〉 ・自習や読書の場所確保、スポーツ学童など

・地域学校協働活動や地域住民、退職者

〈移動（送迎）〉 ・公共交通機関の利用＋無償化
・活動時間の調整（公共交通に合わせて）

・地区別型や・巡回型の活動の試みなど

部
活

79



実証団体「飛騨ジュニアウィンドオーケストラ」が
休日に地域クラブとして活動するために

・教員（顧問）がいなくても、学校施設を使用できる環境づくりを実施

今年度の夏休み中に、
校舎の渡り廊下に
「シャッター設置」の
工事を行った。

古川中学校の１階
と２階の渡り廊下に、
約３００万円をかけ
て設置した。

指導者や育成会、
生徒達は通学時の
玄関とは別の出入
り口を使って施設を
活用できる。

Ｒ６年度７月のアンケート実施に合わせ、小学校５年生以上の全家庭にチラシ配布

「支援センター」
（委託を検討中）

の設置を予定

利
用
者

【課題】 ⇒ R６後半とR７年度で取り組んでいくこと
① 種目によって、指導者不足、運営メンバーの不足など、持続可能

な体制づくりが不十分である。（運営団体・実施主体の整備）
② 平日の地域移行のためには、「移動（送迎）」や「スキマ時間」等

の問題、負担の大きさの解消をしていく必要がある。
③ 指導者や運営メンバーはもちろん、保護者や地域住民、児童生

徒に地域移行について周知して、ともに取り組む必要がある。

【成果】
① 学校（規模）に関わらず、「やりたい種目」が選べる教育環境が

整ってきている。・・・新たな指導者確保、運営団体・実施主体の体制など

② 実証事業の中で、複数の学校生徒や多様な人の関わりが生まれ、
指導者や育成会同士の関わりも生まれ、連携が進みつつある。

③ 地域クラブ活動移行の「よりよいあり方」や「工夫」の一部が形に
なってきている。また、今後に「取り組むべきこと」も見えつつある。
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御嵩町における
部活動地域移行の取り組み

〜指導者、保護者、学校、総合型地域クラブとの連携〜
御嵩町教育委員会 学校教育課

指導主事 尾崎 淳

御嵩町地域クラブ活動を
取り巻く現状

御嵩町の概要

人口︓18,111人 面積︓57㎢（東西約12㎞、南北約8㎞）

生徒数︓令和6年度 449人
（昭和63年のピーク時 1,070人 令和16年度（10年後）見込み 380人）

町内の中学校数︓3校

町の体育施設等（学校以外で利用可能な施設）
⚫体育館 B＆G海洋センター

⚫グランド 町民グランド３ B＆G海洋センター

⚫テニスコート B＆G海洋センター3面

⚫公民館 ４

※町内に屋外ナイター施設はなし

総合型地域クラブ︓みたけスポーツ・文化倶楽部
スポーツ少年団７つ（野球２，柔道、サッカー、硬式テニス、バレー、少林寺拳法）

部活動数 部員が集まらず単独での大会出場がで
きない部活動数

専門知識を持つ外部指導
者がいない部活動の数

上之郷中学校 ２ 1 0
向陽中学校 ９ ２ 4
共和中学校 ８ ２ 3

生徒数 部活動数 運動部 文化部 部活動加入率

上之郷中学校 34人 ２ 2 0 79.4％
向陽中学校 252人 ９ 7 2 67.1％
共和中学校 163人 ８ 6 2 66.9％

御嵩町地域クラブ活動を
取り巻く現状

生徒・保護者
アンケートより
令和5年5月、令和6年5月の2度実施
対象︓町内小学5年生〜中学2年生

生
徒

保
護
者
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生徒・保護者
アンケートより
令和5年5月、令和6年5月の2度実施
対象︓町内小学5年生〜中学2年生

中
学
生
保
護
者

小
学
生
の
保
護
者

生徒・保護者
アンケートより
令和5年5月、令和6年5月の2度実施
対象︓町内小学5年生〜中学2年生

保護者

保護者

保護者

保護者

生徒・保護者
アンケートより
令和5年5月、令和6年5月の2度実施
対象︓町内小学5年生〜中学2年生

御嵩町で望まれている地域クラブ活動

専門的な知識・資格を持っ
た指導者による指導

気軽にできるスポーツや文
化的活動（多様な活動）

保護者の負担・経済的負
担が少ない活動

大会やコンクールでの結果を
求めすぎない
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生徒・保護者
アンケートより
令和5年5月、令和6年5月の2度実施
対象︓町内小学5年生〜中学2年生

部活動地域移行の基本理念と方針
•チームが作れず試合に出場できない
•休部、廃部する部活動がさらに増える可能性

少子化による部員
不足

•専門的な指導を望む生徒や保護者の声
•未経験の部活動顧問が多い
•技術向上ができない

専門的な指導ができ
る指導者の不足

•やりたい種目が自分の学校にない
•多様な活動を求める生徒や保護者の声価値観の多様化

部活動の地域移行を行い、
持続可能な仕組みをつくる

〜中学校単位で行われてきた制限の多い部活動から、
町全体で行う多様な地域クラブ活動へ〜

地域移行の必要性

平日部活動も含めた地域移行

学校教育課

運営事務局の設置
〜総合型地域クラブとの連携〜

中学生
の活動

保護者

指導者

学校生涯学習課

みたけスポーツ・
文化倶楽部

運営事務局（みたけスポーツ・文化俱楽部）の役割

• 生徒、指導者、団体の登録管理
• 入部・退部手続き
• 保険業務
• 部員募集等の案内
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『御嵩町地域クラブ』『御嵩町地域クラブ』

会員
登録

会員
登録

会員
登録

※「みたけスポーツ文化倶楽部に登録すれば、複数の活動にも参加できる。（すべての活動で保険が適用）

会費1,200円+保険料800円＝年間2,000円の負担

みたけスポーツ・文化倶楽部（事務局）

団体登録

◆部員・指導者の登録管理

◆登録費、謝礼、保険などの事務

上之郷中学校生徒 共和中学校生徒

教育委員会が「御嵩町地域クラブ」として認可する。
認可された団体は様々な支援を受けられる。

向陽中学校生徒

みたけ○○クラブ
活動場所は○○中（指導者がいる学校）

みたけ○○クラブ
活動場所は○○中（指導者がいる学校）

3つの学校の生徒が一緒に活動する。

町内の学校や体育館、公民館、B＆Gな
どの公共施設で活動できる。

①種目（部）をみた
けスポーツ・文化俱楽
部に団体登録

②生徒（部員）が
みたけスポーツ・文化
俱楽部に会員登録

③クラブを「御嵩町地
域クラブ」として教育
委員会に申請

認可されれば、御嵩
町地域クラブとして活
動できる。

御嵩町地域クラブに認定されるまで

御嵩町地域クラブ認定されると…

町内への募集
案内

町内施設の利
用料の免除

保険業務（み
たけスポーツ・
文化俱楽部）

指導者謝金および
指導者のみたけス
ポーツ・文化俱楽部
登録費の支給（令
和８年度以降は未
定）

地域クラブ支
援金（仮称）
の支給（令和
7年度以降）

地域移行に係
る備品の購入
（令和7年度
末まで）

消耗品の購入
支援（令和7
年度末まで）

地域移行のタイムスケジュール

令和4年度
休日部活動の一
部は保護者クラブ
で行う。

令和５年度
休日部活動を保
護者クラブで行う。

令和６年度
休日部活動を保
護者クラブで行いな
がら、随時御嵩町
地域クラブへと移行
していく。

令和7年度
休日に加え、放課
後部活動を平日
夜間のクラブへと移
行する。

令和8年度
御嵩町地域クラブ
としての仕組みの
整備を完了させる。

合同化 持続可能な地域クラブ活動

合同化

部員不足により
チーム編成でき
ない部活動

専門的な指導ができ
る人がいない部活動 部活動の選

択肢が少な
い学校

84



御嵩町地域クラブ（野球）

活動場所︓共和中

共和中
野球部

上之郷中
野球希望者

向陽中
野球部

御嵩町地域クラブ（バレー）

活動場所︓上之郷中

上之郷中
バレー部

向陽中
バレー希望者

共和中
バレー希望者

種目ごとに指導者・保護者会議を行い、
合同化・地域クラブ化への道を模索する。

会議での
話し合い

練習試合等
での交流

定期的な合
同練習

活動方針や
ルール作り

合同チームによる地
域クラブ活動開始

令和6年8月現在

11種目中6種目が合同クラブとして活動中
（野球、男子バスケット、女子バスケット、男子バレー、卓球、吹奏楽）

その他3種目では試験的に、合同練習が行われています。

部活動地域移行推進実務者会議（5月、7月、9月、11月、2月）
• 地域移行に係る諸課題について決定する会議

• 参加者：教育長、みたけスポーツ・文化俱楽部理事長、代表理事、各中学校長、学校教育課長、指導主事、生涯学習課長、スポーツ振興係長、文化振興係
長、地域移行コーディネーター

部活動地域移行推進懇談会（9月、3月）

• 地域移行について指導者や保護者に向けて説明し、理解を得る。

• 参加者：実務者会議参加者、地域指導者、保護者会役員、各部活動顧問、少年団指導者

種目別指導者・保護者会議（9月、1月）

• 地域クラブ化移行について、種目ごとに意見交流をし、方向性を明らかにする

• 参加者：実務者会議参加者、地域指導者、保護者会役員、各部活動顧問

御嵩町地域指導者講習会（8月、3月）

• 地域指導者としての指導法や安全に関わる基本的な知識や部活動（クラブ活動）の意義の共通理解。

• 参加者：地域指導者、指導に協力している保護者コーチ

学校職員説明会（年に２回、職員打ち合わせの時間に行う）

• 地域移行の現状について中学校職員に周知し、学校と連携して地域移行を進められるようにする。

• 参加者：各学校部活動顧問

連携のための５つの会議

第1回 御嵩町地域指導者講習会の様子
可茂地区部活動地域移行コーディネーターによる講演

クラブの紹介動画
各活動場所への訪問（不定期、平日夜間、土日の練習中）

•活動の実態を知り、現場の声を集める。

各クラブ保護者会への参加（各クラブ年間２回程度、開催時に随時参加）
•地域クラブ化への情報提供や、他団体の動きを紹介したり、具体的な手続きについて説明する。

各中学校入学説明会（1月〜3月）

•地域移行について保護者や新入生に向けて説明し、理解を得る。

各小学校PTA総会での説明会（4月）

•地域移行について小学校保護者や児童に向けて説明し、中学校入学後の活動の見通しをもつ。

御嵩町HP,保護者メール等を活用した、アンケートや広報活動（随時）、指導者連絡メールの開設

•動画による部員募集の案内や、地域移行に関わるパンフレット、地域クラブ化に関わる要綱・様式のダウンロード、地域指導
者の募集や各種会議の案内。SNSを利用した指導者や保護者への連絡や情報発信

地域移行についての情報発信等の場
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加入率低下をどう止めるか

重大事故が起きた際の責任
の所在

総合型地域クラブ（みたけスポー
ツ・文化俱楽部）との連携

• 地域クラブの魅力アピール
• 町外生徒の受け入れ

• 責任の所在に関するきまり
• 現在検討中

• 一般会員と中学生のルールの整理
• 業務分担と人材確保

地域移行に関わる現在の課題
ご静聴ありがとうございました。
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令和６年度 地域スポーツクラブ活動体制整備事業（地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業） 

岐阜県地域クラブ活動推進フォーラム 開催要項 

 

１ テーマ 

「岐阜県の地域クラブのこれからを考える！」 
～中学校休日部活動地域移行改革推進期間の中間地点を迎え、これまでの課題と今後の方向を考える～ 

                                                                                                                             

２ 目 的  

国は、令和５年度から令和７年度末までの３年間を「部活動改革推進期間」として位置付け、中学校に

おける休日部活動の段階的な地域移行を推進するよう示している。県としては、令和７年度末を目途に、

県内中学校休日部活動の１００％を地域クラブ活動への移行することを目標としている。 

  このような中、部活動改革推進期間の中間点を迎えた節目に、県内外の実践者及び有識者から、安心・

安全で豊かな地域クラブ活動構築の在り方について学び、本県における部活動地域移行が、より一層推進

することを目的として、本フォーラムを開催する。 

 

３ 主 催 岐阜県教育委員会 

 

４ 期 日 令和６年１１月２９日（金）１３時００分から１６時４５分  （受付開始１２時００分） 

 

５ 場 所 不二羽島文化センター みのぎくホール （羽島市竹鼻町丸の内６丁目７番地） 

 

６ 対 象  

（１）各市町村首長及び教育長、地域移行主管課長 

（２）部活動地域移行主管課担当者 

（３）スポーツ・文化芸術団体関係者 

（４）運営団体、実施主体の管理者及び担当者 

（５）県内公立中学校等校長、教職員 

 

７ 内 容 

【第１部】 基調講演 

『部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行に関する動向』 

講師：スポーツ庁地域スポーツ課 課長補佐 竹河 信裕 氏 

 
 

【第２部】 分科会 

テーマ：安心・安全で豊かな地域クラブ活動の構築について 

 

（行   政）『「教育長として」地域クラブ活動構築への歩み』 

講師：長崎県西彼杵郡長与町教育委員会 教育長  

スポーツ庁地域スポーツクラブ活動アドバイザー 金﨑 良一 氏 

    

（総合型地域スポーツクラブ）『「地域に根付く地域クラブ」が中学校と連携し、町全体で整備するスポーツ機会の創出』 

講師：ＮＰＯ法人新町スポーツクラブ 理事長  

スポーツ庁地域スポーツクラブ活動アドバイザー 小出 利一 氏 

   

（部活動の地域移行・連携）『「みんなが楽しめる」地域クラブ活動の創造 

部活動の地域移行における「みんな」とはだれのことか！？』 

講師：神戸親和大学教育学部スポーツ教育学科  教授 松田 雅彦 氏 

 

（近隣自治体）『「近隣複数自治体が連携して」取り組む地域クラブ活動体制整備の歩み』 

講師：長野県南佐久郡佐久穂町教育委員会   教育長 渡邉 秀二 氏 

   南佐久郡中学校部活動運営委員会事務局 統括コーディネーター 新海 吉永 氏 
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（学校経営）『「校長として」学校・地域クラブ・地域が一体となって構築する中学生のスポーツ活動

の創出と学校経営 ～学校改革と部活動改革（部活動の地域移行）～』 

講師：群馬県高崎市立新町中学校  校長 上原 裕道 氏 

 

（学校担当）『「岐阜県内で先行して構築した」地域クラブ活動の今と今後の展望』 

講師：羽島市市民協働部 スポーツ推進課 係長  

   兼 羽島市教育委員会 学校教育課 指導主事 中尾 聡 氏 

 

【第３部】 情報提供 
『岐阜県の現状から、課題と今後の方向性を明らかにして、改革推進期間を折り返す』 
    岐阜県教育委員会体育健康課部活動改革係 係長 岩見 光洋 
 

８ 日 程 

時 間 内   容 
12：00～ 受 付 
13：00～ 開 会  

開会のあいさつ 義務教育総括監 青木 孝憲  
13：10～ 【第１部】基調講演 

『部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行に関する動向』 
           スポーツ庁地域スポーツ課 課長補佐 竹河 信裕 氏 

13：40～ 移動・休憩 
 
 

13：55～ 

【第２部】分科会  
  テーマ：『安心・安全で豊かな地域クラブ活動の構築について』 

分科会①（行政） 
長崎県西彼杵郡 
長与町教育委員会 

教育長 
スポーツ庁 

地域スポーツクラブ活動 

アドバイザー 

金﨑 良一 氏 

分科会②（総合型） 
NPO 法人 

新町スポーツクラブ 
理事長 

スポーツ庁 

地域スポーツクラブ活動 

アドバイザー 

小出 利一 氏 

分科会③（部活動の地域移行・連携） 
神戸親和大学教育学部 
スポーツ教育学科 

教授 
松田 雅彦 氏 

14：45～ 移動・休憩 
15：00～ 分科会④（近隣自治体） 

長野県南佐久郡佐久穂町 
教育委員会 教育長 
渡邉 秀二 氏 

 
南佐久郡部活動運営委員会 

事務局 
統括コーディネーター 

新海 吉永 氏 

分科会⑤（学校経営） 
群馬県 

高崎市立新町中学校 
校長 

上原 裕道 氏 

分科会⑥（部活動担当） 
羽島市市民協働部 
スポーツ推進課 

係長 
羽島市教育委員会 

学校教育課 
指導主事 

中尾 聡 氏 

15：50～ 移動・休憩 

16：05～ 
【第３部】情報提供 
『岐阜県の現状から、課題と今後の方向性を明らかにして、改革推進期間を折り返す』 

           岐阜県教育委員会体育健康課部活動改革係 係長 岩見 光洋 

16：35～ 閉 会  
閉会のあいさつ 体育健康課 課長 浦野 善裕 

16：45 解 散 

 

88



日
時 2024 11 29月 日（金）13 〜 16時 45 分 受付開始

12時

会
場 不二羽島文化センター みのぎくホール

〒501-6244 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内６丁目７番地

地域スポーツクラブ活動体制整備事業（地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業）

岐阜県地域クラブ活動推進フォーラム
新たなステージへ 地域で創る 地域クラブ活動

年 時

【主催】岐阜県教育委員会体育健康課 ０５８−２７２−１１１１（内線８７１８）

00 分

申
込

下記二次元コードへ
アクセス

趣
旨 部活動改革推進期間の残り１年半を見通し、子どもたちのスポー

ツ・文化芸術環境の整備に向けて、「安心・安全で豊かな地域クラブ
活動の構築」を目指し、部活動地域移行を進める行政関係者や、地域
スポーツ関係者、県内中学校関係者等が、中学校部活動の段階的な地
域移行の意義や課題を共有し、本県における部活動地域移行をより一
層推進するため、本フォーラムを開催します。

第
１
部

第
２
部

第
３
部

【申込期間】
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内 容時 間
受 付12：00〜

開 会
開会のあいさつ 義務教育総括監 青木 孝憲

13：00〜

【第１部】基調講演
『部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行に関する動向 』

スポーツ庁地域スポーツ課 課長補佐 竹河 信裕 氏

13：10〜

移動・休憩13：40〜

【第２部】分科会
テーマ：『安心・安全で豊かな地域クラブ活動の構築について』

13：55〜

分科会③
（部活動の地域移行・連携）

分科会②
（総合型）

分科会①
（行政）

神戸親和大学教育学部
スポーツ教育学科

教授
松田 雅彦 氏

NPO法人
新町スポーツクラブ

理事長
スポーツ庁

地域スポーツクラブ活動
アドバイザー

小出 利一 氏

長崎県西彼杵郡
長与町教育委員会

教育長
スポーツ庁

地域スポーツクラブ活動
アドバイザー

金﨑 良一 氏

移動・休憩14：45〜

分科会⑥
（学校・部活動担当）

分科会⑤
（学校経営）

分科会④
（近隣自治体）

15：00〜

羽島市市民協働部
スポーツ推進課

係長
羽島市教育委員会

学校教育課
指導主事

中尾 聡 氏

群馬県
高崎市立新町中学校

校長
上原 裕道 氏

長野県南佐久郡佐久穂町
教育委員会 教育長

渡邉 秀二 氏
南佐久郡中学校

部活動運営委員会 事務局
統括コーディネーター

新海 吉永 氏

移動・休憩15：50〜

【第３部】情報提供
『岐阜県の現状から、課題と今後の方向性を明らかにして、改革推進期間を折

り返す』
岐阜県教育委員会体育健康課部活動改革係 係長 岩見光洋

16：05〜

閉 会
閉会のあいさつ 体育健康課 課長 浦野 善裕

16：35〜

解 散16：45

日 程
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講師紹介

分科会①

かなさき りょういち

「教育長として」地域クラブ活動構築への歩み

地
域
移
行
に
向
け
て

長崎県西彼杵郡
長与町教育委員会
教育長

部活動の地域移行は多くの自治体の皆様にとって、たいへん難しい取り組みだと思います。
推進の鍵は、「子どもたちのため」と「地域の子どもは学校を含めた地域で育てる」とい
う思いをしっかりと共有し、共に実践を積み上げる共働体を作ることだと思います。

スポーツ庁 地域スポーツクラブ活動アドバイザー
令和4年度長崎県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会幹事長

分科会②

小出 利一 氏
こいで としかず

「地域に根付く地域クラブ」が中学校と連携し、町全体で整備す
るスポーツ機会の創出

地
域
移
行
に
向
け
て

NPO法人
新町スポーツクラブ
理事長

今回の部活動改革の目的は、「地域活性化」にあります。今まで中学校内だけで活動して
いた中学生が地域に飛び出て自分がやりたいスポーツ活動が行える環境作りであり、また、
体力が最も充実した中学生が好きなスポーツ活動を止めなくても良い環境作りが大切。

スポーツ庁 地域スポーツクラブ活動アドバイザー
群馬県教育委員会部活動地域移行担当 総括コーディネーター

基調講演

たけがわ のぶひろ

『部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行に関する動向』

スポーツ庁
地域スポーツ課
課長補佐

今回のフォーラムでは、子供たちのスポーツ・文化芸術環境の整備に向けて、安心・安全
で豊かな地域クラブ活動を創っていくため、行政、スポーツ、学校関係者、研究者をはじ
めとした参加者の皆様方とお互いに率直に議論して、関係者が共感し、共有できる方向性
を見付けていきたいと考えています。

地
域
移
行
に
向
け
て

分科会③

松田 雅彦 氏
まつだ まさひこ

「みんなが楽しめる」地域クラブ活動の創造
部活動の地域移行における「みんな」とはだれのことか！？

地
域
移
行
に
向
け
て

神戸親和大学
教育学部スポーツ教育学科
教授

部活動の地域移行は、地域におけるスポーツ・音楽・芸術活動をより豊かにするチャンス
ととらえるべきです。「地域の子どもは学校を含めた地域で育てる」ことをゴールとして、
学校を核とした学びの共同体を創り上げていきましょう！！

(公財)日本スポーツ協会地域スポーツクラブ育成委員会委員
総合型地域スポーツクラブ全国協議会常任幹事

竹河 信裕 氏

金﨑 良一 氏
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講師紹介

分科会⑤ 「校長として」学校・地域クラブ・地域が一体となって構築する中学
生のスポーツ活動の創出と学校経営
学校改革と部活動改革（部活動の地域移行）

地
域
移
行
に
向
け
て

群馬県
高崎市立新町中学校
校長

新町中学校では、学校改革を進めるために学校運営協議会制度を導入し、「地域の子
どもたちを地域で育てる」、「地域とともにある学校」を学校の理想と掲げています。
部活動の地域移行も、学校改革の一つとして取り組み、地域と学校が協働して試行錯誤
しながら、地域と子どもたちの未来のために推進しています。

ＮＰＯ法人新町スポーツクラブ野球教室指導者
日本スポーツ協会 アシスタントマネージャー資格

分科会④ 「近隣複数自治体が連携して」取り組む地域クラブ活動体制整備の歩み

地
域
移
行
に
向
け
て

南佐久の自治体連携は、４つの中学校の緊密な連携により支えられています。各校の実態
を校長が持ち寄り、話し合い、次の方向を決めていくことで前進しています。南佐久の中
学生が「やりたいスポーツ」に参加できる環境づくりを地域全体で推進します。そして、
生徒が主役で、生徒自身のための持続可能な活動になるよう、頑張りたいと思います。

令和５年４月、統括コーディネーターに就任

南佐久郡中学校
部活動運営委員会事務局
統括コーディネーター

分科会④

わたなべ しゅうじ

「近隣複数自治体が連携して」取り組む地域クラブ活動体制整備の歩み

地
域
移
行
に
向
け
て

長野県南佐久郡佐久穂町
教育委員会
教育長

南佐久郡６町村の教育長・教育委員・小中学校長との合同研修会で写された数人で行って
いる女子バレーボール部の練習を見て、現状の厳しさに一同衝撃を受けました。「やりた
いスポーツをやりたい」「やりたい部活を選びたい」という中学生の声に真剣に向き合い、
課題はたくさんありますが、南佐久にできることを模索し、連携して取り組みを進めます。

佐久穂町 教育長
令和５年４月、南佐久郡中学校部活動運営委員会会長に就任

新海 吉永 氏

渡邉 秀二 氏

上原 裕道 氏

分科会⑥

中尾 聡 氏

「岐阜県内で先行して構築した」地域クラブ活動の今と今後の展望

地
域
移
行
に
向
け
て

羽島市市民協働部
スポーツ推進課 係長
羽島市教育委員会
学校教育課 指導主事

部活動の地域移行に向けて重要なことは、関係機関が生徒に軸足を置き、生徒のスポーツ
における活動の機会や選択肢の平等などを目指していくものであると思います。また、全
世代のスポーツ振興の発展につながっていく重要な改革であると思います。

令和２年度に羽島市立竹鼻中学校教諭部活動地域移行担当者として従事

うえはら ひろみち

しんかい よしなが

なかお さとし
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スポーツ庁地域スポーツ課
課長補佐 竹河 信裕

部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行と
地域スポーツ・文化芸術環境の整備

〜子供たちのニーズを反映し、安心・安全で、豊かな地域クラブ活動の構築〜
１．部活動を取り巻く現状と部活動改革の経緯

1

中学生世代の人口数は4月1日時点において12〜14歳の者の数
厚生労働省作成「人口動態統計」月報（2023年４月）」により算出するとともに、将来の出生者数について、国立社会保障・人口政策研究所作成「日本の将来推
計人口（令和５年推計）詳細結果表」の「１．出生中位（死亡中位）推計」）を基に算出。

 学校数の減少、それ以上に進む少子化で生徒数／学校はさらに小さくなる中、部活動は持続困難。

少子化・人口減少の加速化

（年）

4,883,209 

3,763,341 

3,565,874 
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中学生世代の今後の人口動向の推計
（人）

▲１９．８％

10年で約２割、60万人強が減

2

運動部活動に加入している中学生数の推移

（出典）（公財）日本中学校体育連盟「加盟校・加盟生徒数調査」の調査結果を元に作成。
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中学校における合同部活動実施チームの推移

（出典）（公財）日本中学校体育連盟「加盟校・加盟生徒数調査」の調査結果を元に作成。
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課題

学校における部活動改革の必要性

【部活動の意義】
○ 生徒のスポーツ・文化芸術に親しむ機会を確保。
○ 生徒の自主的・主体的な参加による活動を通じ、責任感・連帯感を涵養。生徒同士や生徒と
教師等との好ましい人間関係の構築。

【部活動の課題】
○ 少子化の進展により、従前と同様の学校単位での体制での運営は困難。学校や地域によっては
存続が厳しい。

○ 必ずしも専門性や意思に関わらず教師が顧問を務める指導体制の継続は、学校の働き方改革が
進む中、より困難。

■ 少子化が進む中でも、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して
親しむ機会を確保。

■ 「地域の子供たちは、地域で育てる」という意識の下、地域のスポーツ・文化資源を
最大限活用。生徒のニーズに応じた多様で豊かな活動を実現。

■ 生徒のみならず、地域住民にとってもより良いスポーツ・文化芸術の環境整備。
スポーツ・文化芸術による「まちづくり」。 5

２．学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に
関する総合的なガイドライン等

6

学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する
総合的なガイドライン【概要】

〇 少子化が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、速やかに部活動改革に取り組
む必要。その際、生徒の自主的で多様な学びの場であった部活動の教育的意義を継承・発展させ、新しい価値が創出されるようにすることが重要。

〇 令和４年夏に取りまとめられた部活動の地域移行に関する検討会議の提言を踏まえ、平成30年に策定した「運動部活動の在り方に関する総合的な
ガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を統合した上で全面的に改定。これにより、学校部活動の適正な運営や
効率的・効果的な活動の在り方とともに、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応について、国の考え方を提示。

〇 部活動の地域移行に当たっては、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、生徒の望ましい成長を保障できるよう、
地域の持続可能で多様な環境を一体的に整備。地域の実情に応じ生徒のスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することが重要。

令和４年12月

（主な内容）
・教師の部活動への関与について、法令等に基づき業務改善や勤務管理
・部活動指導員や外部指導者を確保
・心身の健康管理・事故防止の徹底、体罰・ハラスメントの根絶の徹底
・週当たり２日以上の休養日の設定（平日１日、週末１日）
・部活動に強制的に加入させることがないようにする
・地方公共団体等は、スポーツ・文化芸術団体との連携や保護者等の協力

の下、学校と地域が協働・融合した形での環境整備を進める

教育課程外の活動である学校部活動について、実施する場合の適正な運
営等の在り方を、従来のガイドラインの内容を踏まえつつ示す。

Ⅰ 学校部活動

（主な内容）
・地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実
・地域スポーツ・文化振興担当部署や学校担当部署、関係団体、学校等の

関係者を集めた協議会などの体制の整備
・指導者資格等による質の高い指導者の確保と、都道府県等による人材バ
ンクの整備、意欲ある教師等の円滑な兼職兼業

・競技志向の活動だけでなく、複数の運動種目・文化芸術分野など、生徒
の志向等に適したプログラムの確保

・休日のみ活動をする場合も、原則として１日の休養日を設定
・公共施設を地域クラブ活動で使用する際の負担軽減・円滑な利用促進
・困窮家庭への支援

学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との連携・協働により
生徒の活動の場として整備すべき新たな地域クラブ活動の在り方を示す。

Ⅱ 新たな地域クラブ活動

新たなスポーツ・文化芸術環境の整備に当たり、多くの関係者が連携・
協働して段階的・計画的に取り組むため、その進め方等について示す。

Ⅲ 学校部活動の地域連携や
地域クラブ活動への移行に向けた環境整備

（主な内容）
・まずは休日における地域の環境の整備を着実に推進
・平日の環境整備はできるところから取り組み、休日の取組の進捗状況等

を検証し、更なる改革を推進
・①市区町村が運営団体となる体制や、②地域の多様な運営団体が取り組む

体制など、段階的な体制の整備を進める
※地域クラブ活動が困難な場合、合同部活動の導入や、部活動指導員等

により機会を確保
・令和５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間として地域連携・

地域移行に取り組みつつ、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を
目指す

・都道府県及び市区町村は、方針・取組内容・スケジュール等を周知

（主な内容）
・大会参加資格を、地域クラブ活動の会員等も参加できるよう見直し

※日本中体連は令和５年度から大会への参加を承認、その着実な実施
・できるだけ教師が引率しない体制の整備、運営に係る適正な人員確保
・全国大会の在り方の見直し（開催回数の精選、複数の活動を経験したい

生徒等のニーズに対応した機会を設ける等）

学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活動の参加者のニーズ等に
応じた大会等の運営の在り方を示す。

Ⅳ 大会等の在り方の見直し

※Ⅰは中学生を主な対象とし、高校生も原則適用。Ⅱ〜Ⅳは公立中学校の生徒を主な対象とし、高校や私学は実情に応じて取り組むことが望ましい。
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地域の実情に応じ、
当面は併存

休日の地域クラブ活動
【位置付け】学校と連携して行う地域クラブ活動

（法律上は社会教育、スポーツ・文化芸術）

■地域の多様な主体が実施。学校は、活動方針、活動
状況や生徒に関する情報の共有等を通じて連携。

■少子化の中、持続可能
な体制にする必要

（学校や地域によっては
存続が厳しい）

■地域の実情に応じた
段階的な体制整備

学校部活動
【位置付け】学校教育の一環（教育課程外）

学校部活動の地域連携
■合同部活動の導入や部活動指導員等の
適切な配置により生徒の活動機会を確保

当該校の教師指導者
当該校の生徒参加者
当該校の施設場所
用具、交通費等の実費費用
災害共済給付補償

部活動指導員等、関係校の教師
（※ｱｽﾘｰﾄ・ｱｰﾃｨｽﾄ等の人材を含む）指導者

関係校の生徒参加者
拠点校の施設場所
用具、交通費等の実費費用
災害共済給付補償

①地方公共団体（※複数地方公共団体の連携を含む）
②多様な組織・団体（総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、ｽﾎﾟｰﾂ少
年団、体育・ｽﾎﾟｰﾂ協会、競技団体、ﾌﾟﾛﾁｰﾑ、民間事業者、
大学、文化芸術団体、地域学校協働本部、同窓会等）

運営団
体・実施
主体

地域の指導者（一部教師の兼職兼業）指導者
地域の生徒（※他の世代が一緒に参画する場合を含む）参加者
学校施設、社会教育施設、公共のスポーツ・文化施設、
地域団体・民間事業者等が有する施設場所

可能な限り低廉な会費＋用具、交通費等の実費費用
各種保険等補償

学校部活動の地域連携、地域クラブ活動への移行の全体像（イメージ）

活 動 体 制

運営団体・実施主体例
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※市区町村が自ら運営団体となることもある。 8

4809; 10%

1412; 3%

5440; 11%

36123; 76%

25798; 55%

2049; 4%

4027; 9%

15179; 32%

２．休日の部活動の地域連携・地域移行の動向（部活動数）

R5（実績） R6

R7

◆部活動数

地域移行（地域スポーツクラブ）

地域連携（合同部活動）

地域連携（部活動指導員の活用）

学校部活動

9824; 21%

2053; 4%

5651; 12%29773; 63%

16161; 37%

2193; 5%
4954; 12%

19996; 46%

※1 各年度の地域移行の部活動数は、
前年度までに地域移行を完了した部活動数も含む

※2 未定等により、年度ごとに回答率が異なるため、
合計値は一致しない

※3 調査票では、令和５年度〜令和８年度の他、地域
移行（地域スポーツクラブ）は「令和９年度以降」
「時期未定」、地域連携・学校部活動は「時期
未定」の回答欄を設けたため、令和６年度以降の
集計には一部の部活動は含まれない

R8

令和５年度以降、地域移行（地域スポーツクラブでの活動）に取り組む部活動数（※1）は増加
している。令和７年度までには、23,308部活動（54%）が地域連携または地域移行（地域スポ
ーツクラブでの活動）を予定している。
※休日の部活動の実施に当たり、各類型で実施した／実施予定の部活動数を調査。

地域連携または地域移行を
実施する部活動数︓

11,661部活動（24%）
17,528部活動

（37%）

31,874部活動
（68%）

23,308部活動
（54%） 9

２－３．休日の部活動の地域連携・地域移行の動向（自治体数）

◆自治体数（各類型での活動を実施する自治体数）
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※1 各年度の地域移行を実施した自治体数は、前年度までに地域移行の取組を完了した自治体数も含む
※2 学校部活動は従来の活動形態であるため、「未定」の選択肢は設けていない
※3 未定等により、年度ごとに回答率が異なるため、合計値は一致しない

地域移行（地域スポーツクラブ）を実施する自治体数（※1）は令和６年度から漸増している。
学校部活動を実施する自治体数は令和６年度から、地域連携（合同部活動／部活動指導員の活用）
を実施する自治体数は令和７年度から漸減している。

R5 R6 R7 R8 未定
地域移行

（地域スポーツクラブ）
地域連携

（合同部活動）
地域連携

（部活動指導員の活用）
学校部活動

R5 R6 R7 R8 未定 R5 R6 R7 R8 未定 R5 R6 R7 R8

※休日の部活動の実施に当たり、部活動を各類型で実施した／実施予定の自治体数を調査。

10

３．令和７年度概算要求、今後の方向性等
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令和５年度

・事例創出・課題の洗い出し、課題解決策の検討・試行、
地域クラブ活動のモデル・プロセスの分析

・成果の普及、進捗状況の検証、地域クラブ活動の整備促進、
全国的な取組の推進

・ガイドラインの見直し
・更なる支援方策の検討

改革推進期間

令和８年度

地域クラブ活動の充実

令和６年度 令和７年度

 「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育て
る。」という意識の下、地域の実情に応じスポー
ツ活動の最適化を図り、体験格差を解消。

 少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがス
ポーツに継続して親しむことができる機会を確保。学校
の働き方改革を推進し、学校教育の質も向上。

 自己実現、活力ある社会と絆の強い社会創り。部活動
の意義の継承・発展、新しい価値の創出。

 地域の実情に応じた持続可能で多様なスポーツ環境を
整備し、多様な体験機会を確保。

 子供や大人、高齢者や障害者の参加・交流を推
進する地域スポーツ活動の中に部活動を取り込
む。ウェルビーイングの実現、まちづくりの推進。

方向性・目指す姿

12

部活動の地域連携や地域スポーツ・文化クラブ活動移行
に向けた環境の一体的な整備
方向性・目指す姿

事業内容

69億円令和7年度要求・要望額
）32億円（前年度予算額

※2 コミュニティ・スクール（学校運営協議会）等の仕組みも活用。
※1 補助割合について、都道府県又は指定都市の場合は、国1/3、都道府県・指定都市2/3。

 「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、地域の実
情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消。

 少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができ
る機会を確保。学校の働き方改革を推進し、学校教育の質も向上。

 自己実現、活力ある社会と絆の強い社会創り。部活動の意義の継承・発展、新しい価値の創出。

 地域の実情に応じた持続可能で多様なスポーツ・文化芸術環境を整備し、多様な体験機会を確保。

＊ 本資料における「スポーツ」には障害者スポーツを、「文化芸術」には、障害者芸術を、「中学校」には特別支援学校中学部等を含む。
体制例は、あくまでも一例である

各都道府県・市区町村の地域スポーツ・文化芸術活動の推進体制等の下で、コーディネーターの配
置を含む運営団体・実施主体等の体制整備、指導者の確保、参加費用負担への支援等に関する実
証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を加速する。

（１）地域クラブ活動への移行に向けた実証 ※取組例

面的・広域的
な取組 内容の充実 参加費用負担

支援等

関係団体・分野との連携強化
・ スポーツ協会、競技団体、文化芸術

団体、大学、企業等
・ スポーツ推進委員、 地域おこし

協力隊
・ まちづくり・地域公共交通

体制整備 指導者の質の
保障・量の確保

・ 人材の発掘・マッチング・配置
・ 研修、資格取得促進
・ 平日・休日の一貫指導
・ ICTの有効活用

・ 複数種目、シーズン制
・ 体験型キャンプ
・ レクリエーション的活動

・ 地域クラブ活動の拡大
・ 市区町村等を越えた取組

・ 困窮世帯の支援
・ 費用負担の在り方

学校施設の
活用等

・ 効果的な活用や
管理方法

・ 関係団体・市区町村等との連絡調整
・ コーディネーターの配置、地域学校協働

活動推進員等との連携の在り方
・ 運営団体・実施主体の体制整備や質の

確保

部活動指導員の配置を充実 【17,500人（運動部︓14,000人、文化部︓3,500人）】

Ⅱ.中学校における部活動指導員の配置支援 20億円（18億円）
各学校や拠点校に部活動指導員を配置し、教師に代わる指導や大会引率を担うことにより、生徒のニー

ズを踏まえた充実した活動とする。 （補助割合︓国1/3、都道府県1/3、市区町村1/3）※1

上記の施策を支える新たなスポーツ環境の構築等のため、以下の取組を実施。
・公立中学校の施設の整備・改修を支援(用具保管の倉庫設置、スマートロック設置に伴う扉の改修等)
・指導者養成のための講習会や暴力等の根絶に向けた啓発活動の実施等。
・大学生が卒業後も継続的に地域の中学生の指導に当たる仕組みを構築。
・子供たちの多様なスポーツ機会創出（マルチスポーツ）、デジタル動画によるサポート体制整備。

Ⅲ.地域における新たなスポーツ環境の構築等 ３億円（3億円）

※ 実証事業２年目、3年目となる地域クラブ活動は、原則、国費だけではなく、一定の割合の受益者負担や行政・関係団体の自主
財源からの支出、企業等からの寄付などとの組み合わせにより、持続的に活動することを前提とした仕組みを構築し、検証。

※ 平日・休日の一貫指導や市区町村を越えた取組など、地域の実情に応じた最適化・体験格差の解消を図る意欲的な取組を推進。

令和５年度

・事例創出・課題の洗い出し、課題解決策の検討・試行、地域クラブ活動のモデル・プロセスの分析
・成果の普及、進捗状況の検証、地域クラブ活動の整備促進、全国的な取組の推進

・ガイドラインの見直し
・更なる支援方策の検討

改革推進期間
令和８年度

地域クラブ活動の充実
令和６年度 令和７年度

★ 重点地域における政策課題への対応
地域スポーツ・文化芸術環境の整備に先導的に取り組む地域を重点地域として指定し、政策課題への対応

を推進する。

・多様なスポーツ・文化芸術体験の機会の提供(マルチスポーツ
環境等の整備)

・高校との連携やジュニアからシニアまでの多世代での取組
・スクールバスの活用や地域公共交通との連携
・不登校や障害のある子供たちの地域の学びの場としての役割
・トレーナーの活用を含めた安全確保の体制づくり
・企業版ふるさと納税等を含む民間資金の活用
・持続的・安定的な運営を担うマネジメント人材の育成

・体育・スポーツ・文化芸術系の大学生、パラアスリート等
を含むアスリート・アーティスト人材等の活用

・学校体育・教育施設の拠点化や社会体育・教育施設
との一体化などによる地域スポーツ・文化芸術の活動
拠点づくり

・動画コンテンツ等の活用
・多様なニーズに対応した大会の開催
・運営の効率化のためのシステム整備 等

（２）課題の整理・解決策の具体化、地域クラブ活動のモデル構築・プロセス明確化、整備促進等
・ 事業成果の普及方策、地域クラブ活動の整備の進展に伴う新たな課題の整理・解決策の具体化
・ 地域クラブ活動のモデルの構築・プロセスの明確化、持続的・安定的な運営に向けた仕組みづくり
・ 複数自治体が連携した地域クラブ活動の整備促進方策の展開、全国的な取組の推進 等 （単体の）部活動

指導

地域の人材

○○中学校

合同部活動

指導

地域の人材
○○中学校

□□中学校△△中学校

※直ちに①②のような体制を整備
することが困難な場合

学校部活動の
地域連携 ※２

部活動指導員 部活動指導員

市区町村

スポーツ団体 大学 民間
事業者

地域学校
協働本部

地域クラブ活動

指導者

参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

連携 総合型
地域スポーツクラブ 民間事業者等

指導指導

地域クラブ活動

参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

休日の
地域クラブ活動

体制例

方向性

 子供や大人、高齢者や障害者の参加・交流を推進する地域スポーツ・文化芸
術活動の中に部活動を取り込む。ウェルビーイングの実現、まちづくりの推進。

＜主な政策課題＞

（担当︓スポーツ庁地域スポーツ課、文化庁参事官（芸術文化担当））

Ⅰ.地域クラブ活動への移行に向けた実証 46億円（12億円）
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総実施自治体数︓510市区町村※

愛知県（14市町）
岡崎市、一宮市、春日井市、常滑市、
江南市、大府市、豊明市、日進市、
北名古屋市、みよし市、豊山町、

大治町、阿久比町、南知多町

奈良県（18市町）
奈良市、大和高田市、大和郡山市、
天理市、桜井市、五條市、生駒市、
香芝市、葛城市、宇陀市、平群町、

安堵町、田原本町、王寺町、河合町、
吉野町、大淀町、下市町

※各都道府県において実施予定先を最終的に決定するため、今後、増減の可能性あり。

福島県（６市町）
会津若松市、喜多方市、国見町、川俣町、

会津坂下町、三春町

岩手県（６市町）
盛岡市、宮古市、大船渡市、矢巾町、

西和賀町、一戸町

宮城県（６市町）
気仙沼市、白石市、角田市、栗原市、

大崎市、亘理町

＜政令指定都市＞
17市

岐阜県（30市町）
岐阜市、大垣市、高山市、関市、中津川市、美濃市、

羽島市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、
本巣市、郡上市、下呂市、海津市、養老町、神戸町、

輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町、
坂祝町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、御嵩町

北海道（27市町村）
旭川市、北見市、岩見沢市、留萌市、砂川市、登別市、伊達市、北広島市、厚沢部町、
蘭越町、岩内町、余市町、由仁町、長沼町、鷹栖町、中川町、利尻富士町、遠軽町、
白老町、厚真町、安平町、新ひだか町、中札内村、池田町、足寄町、厚岸町、標茶町

青森県（２市町）
むつ市、三戸町

茨城県（32市町村）
水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、

常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、
ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、那珂市、かすみがうら市、桜川市、

神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、
城里町、大子町、美浦村、阿見町、八千代町、利根町

秋田県（６市町）
秋田市、能代市、大館市、大仙市、

北秋田市、羽後町

栃木県（11市町）
栃木市、佐野市、日光市、小山市、

大田原市、矢板市、下野市、
上三川町、茂木町、壬生町、野木町

埼玉県（10市町）
熊谷市、深谷市、上尾市、蕨市、

戸田市、久喜市、三郷市、鶴ヶ島市、
白岡市、伊奈町

千葉県（22市町）
市川市、茂原市、成田市、佐倉市、
柏市、市原市、流山市、我孫子市、

君津市、四街道市、八街市、印西市、
白井市、富里市、香取市、山武市、

いすみ市、栄町、東庄町、横芝光町、
睦沢町、大多喜町

東京都（６市区）
品川区、渋谷区、中野区、板橋区、

日野市、狛江市

静岡県（８市）
沼津市、富士市、磐田市、焼津市、
掛川市、藤枝市、裾野市、伊豆市

神奈川県（４市町）
藤沢市、秦野市、大磯町、開成町

沖縄県（７市村）
宜野湾市、石垣市、糸満市、

うるま市、南城市、
宜野座村、渡嘉敷村

鹿児島県（11市町）
鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、出水市、薩摩川内市、
いちき串木野市、南さつま市、奄美市、長島町、

知名町、与論町

熊本県（14市町村）
八代市、玉名市、山鹿市、宇城市、玉東町、南関町、長洲町、
和水町、大津町、高森町、西原村、南阿蘇村、氷川町、山江村

佐賀県（４市町）
佐賀市、多久市、基山町、白石町

長崎県（10市町）
長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、
松浦市、西海市、長与町、時津町、

東彼杵町、川棚町

宮崎県（１市）
小林市

令和６年度 地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業実施予定先

群馬県（８市町村）
前橋市、伊勢崎市、沼田市、
館林市、渋川市、榛東村、

吉岡町、玉村町

山梨県（７市町）
甲府市、都留市、山梨市、韮崎市、

南アルプス市、甲州市、昭和町

徳島県（４市）
徳島市、小松島市、
吉野川市、美馬市

福井県（16市町）
福井市、敦賀市、小浜市、
大野市、勝山市、鯖江市、

あわら市、越前市、坂井市、
永平寺町、池田町、南越前町、
越前町、美浜町、おおい町、

若狭町

新潟県（24市町村）
三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、

見附市、村上市、燕市、糸魚川市、五泉市、上越市、阿賀野市、
佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、阿賀町、

出雲崎町、湯沢町、津南町、関川村

愛媛県（７市町）
松山市、今治市、

新居浜市、大洲市、
西予市、上島町、松前町

兵庫県（19市町）
姫路市、尼崎市、明石市、芦屋市、伊丹市、

加古川市、赤穂市、宝塚市、高砂市、三田市、
丹波篠山市、養父市、宍粟市、猪名川町、
多可町、稲美町、播磨町、市川町、太子町

滋賀県（10市町）
大津市、彦根市、長浜市、

近江八幡市、湖南市、
東近江市、米原市、

竜王町、豊郷町、多賀町

京都府（７市町）
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、

八幡市、宇治田原町、精華町

大阪府（10市）
岸和田市、豊中市、池田市、

泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、
大東市、箕面市、門真市

鳥取県
＊県が直接執行

山口県（９市）
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、

光市、長門市、美祢市、周南市

広島県（７市町）
三原市、福山市、府中市、三次市、

安芸高田市、府中町、海田町

山形県（24市町村）
山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、
長井市、天童市、尾花沢市、南陽市、山辺町、最上町、舟形町、鮭川村、

高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、遊佐町

三重県（７市町）
四日市市、桑名市、鈴鹿市、志摩市、

伊賀市、菰野町、大台町

長野県（17市町村）
長野市、松本市、飯田市、須坂市、

飯山市、塩尻市、千曲市、佐久穂町、
富士見町、飯島町、南箕輪村、松川町、

泰阜村、豊丘村、麻績村、池田町、
小布施町和歌山県（４市町）

和歌山市、有田市、
かつらぎ町、湯浅町

香川県（７市町）
高松市、坂出市、さぬき市、

東かがわ市、三豊市、
宇多津町、琴平町

福岡県（９市町）
豊前市、中間市、小郡市、

大野城市、宗像市、宮若市、
宇美町、篠栗町、桂川町

大分県（５市）
竹田市、豊後高田市、

豊後大野市、由布市、国東市

島根県（２市）
益田市、雲南市

岡山県（７市町）
玉野市、総社市、高梁市、
備前市、真庭市、浅口市、

和気町

高知県（４市町）
南国市、土佐清水市、

四万十市、越知町

札幌市

仙台市
新潟市

横浜市 千葉市

さいたま市

静岡市大阪市
京都市

川崎市

堺市
岡山市

北九州市

広島市

富山県（12市町）
高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、

黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、
射水市、上市町、立山町、朝日町

石川県（12市町）
金沢市、七尾市、小松市、珠洲市、

加賀市、かほく市、野々市市、津幡町、
内灘町、志賀町、中能登町、穴水町

相模原市
神戸市

名古屋市

【R6年６月時点※】
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令和６年度 地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業 実施予定先 【R6年6月時点※】

北海道（５市町）
登別市、蘭越町、白老町、
厚岸町、標茶町

新潟県（５市町村）
胎内市、上越市、佐渡市、
出雲崎町、弥彦村

富山県（５市町）
小矢部市、砺波市、高岡市、射水市、朝日町

石川県（２市）
金沢市、野々市市

福井県（６市）
福井市、敦賀市、大野市、
鯖江市、あわら市、越前市

長野県（３市町）
長野市、千曲市、
富士見町

静岡県（５市）
富士市、裾野市、焼津市、
掛川市、磐田市

愛知県（1２市町）
日進市、春日井市、犬山市、愛西市、
常滑市、岡崎市、安城市、みよし市、
蒲郡市、阿久比町、幸田町、
東浦町

兵庫県（９市町）
尼崎市、伊丹市、加古川市、
姫路市、赤穂市、穴栗市、
養父市、稲美町、播磨町

島根県（１市）
雲南市岡山県（７市町）

玉野市、総社市、
高梁市、備前市、
浅口市、真庭市、
和気町

山口県（５市）
下関市、山口市、萩市、
防府市、美祢市

大分県（１市）
竹田市
（大分市 県が直接執行）

政令指定都市（11市）
札幌市、さいたま市、千葉市、
川崎市、横浜市、新潟市、静岡市、
名古屋市、大阪市、岡山市、北九州市

秋田県（２市）
大館市、大仙市

山形県（５市町）
山形市、寒河江市、
尾花沢市、米沢市、小国町

福島県（２市町）
会津若松市、石川町

茨城県（７市町村）
石岡市、鹿嶋市、鉾田市、高萩市、
茨城町、利根町、美浦村

栃木県（１市）
佐野市

群馬県（３市町）
前橋市、邑楽町、甘楽町

埼玉県（３市）
白岡市、上尾市、久喜市

東京都（４市区）
渋谷区、板橋区、日野市、狛江市

神奈川県（２市町）
秦野市、開成町

滋賀県（２市町）
大津市、竜王町

京都府（３市町）
福知山市、舞鶴市、精華町

奈良県（９市町）
奈良市、大和高田市、大和郡山市、
天理市、生駒市、香芝市、葛城市、
安堵町、下市町

徳島県（１市）
徳島市

福岡県（４市町）
大野城市、宗像市、
中間市、桂川町

長崎県（１市）
松浦市

熊本県（３市町）
八代市、南関町、高森町

宮崎県（１市）
小林市

鹿児島県（５市町）
鹿児島市、いちき串木野市、
南さつま市、鹿屋市、与論町

総実施自治体数︓162市区町村
文化部のみ実施の自治体数︓12市町 (下線あり）

鳥取県（１市）
境港市

千葉県（１市）
柏市

青森県（１市）
むつ市

岩手県（１町）
一戸町

山梨県（１町）
昭和町

岐阜県（８市町）
岐阜市、瑞穂市、郡上市、
可児市、中津川市、
下呂市、安八町、 七宗町

香川県（５市町）
高松市、東かがわ市、三豊市、
観音寺市、宇多津町

和歌山県（１町）
紀美野町

三重県（２市町）
桑名市、菰野町

大阪府（４市）
箕面市、大東市、門真市、泉大津市

宮城県（１市）
角田市

愛媛県（１市）
西予市

※各都道府県において実施予定先を最終的に決定するため、今後、増減の可能性あり。 1596



【委員構成】各団体の役員等
（経済界、地方団体、推進自治体、学校関係者、PTA、スポーツ・文化団体、弁護士、マスコミ等）

【開催頻度】 ３回程度／年

【主な議事】
〇 地域クラブ活動への移行に係る課題の整理・解決策について
〇 令和８年度以降の地域クラブ活動への支援方策等について
〇 ガイドラインの見直しの論点整理について

地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議

※スポーツ庁、文化庁が合同で開催。

実行会議

地域スポーツクラブ活動WG

【委員構成】各団体の実務者等
（推進自治体、学校関係者、事業者、スポーツ団体、競技団体等）
【開催頻度】 ４回程度／年

【主な議事】
〇 実証事業の取組状況等を踏まえた課題の整理や

解決策の検討

〇 地域クラブ活動のモデル・プロセス等の分析、受
益者負担と公的支援のバランスを踏まえた今後の支
援の在り方(困窮世帯への支援含む)

〇 対面とデジタルの最適な組み合わせ

〇 ガイドラインの見直しに向けた論点整理

地域文化芸術活動WG

【委員構成】各団体の実務者等
（推進自治体、学校関係者、文化団体、実践団体）

【開催頻度】 ４回程度／年※スポーツ庁 ※文化庁

WG

地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議

【主な議事】
〇 実証事業の取組状況等を踏まえた課題の整理や

解決策の検討

〇 地域クラブ活動のモデル・プロセス等の分析、受
益者負担と公的支援のバランスを踏まえた今後の支
援の在り方(困窮世帯への支援含む)

〇 対面とデジタルの最適な組み合わせ

〇 ガイドラインの見直しに向けた論点整理

※上記の他、地域スポーツクラブ活動体制整備事業において、実証事業等の調査・分析を実施
16

「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間とりまとめ骨子（案）①

１．改革の理念

●急激な少子化の中にあっても、将来にわたって子供たちが継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保するのが改革の主目的
●学校で部活動として行われてきたスポーツ・文化芸術活動を、地域全体で関係者が連携して支え、生徒の豊かで幅広い活動機会を保障

⇒ 上記の理念等を的確に表すため、「地域移行」という名称は、例えば、「地域展開」などに変更

※改革を実現するための手法を考える際には、教員の負担軽減が図られることについても考慮

２．改革推進期間の成果等

●令和５年度から「改革推進期間」がスタートし、国の実証事業等を通じて、意欲ある地方公共団体による取組が着実に進捗。既に休日の地域
展開を完了している地方公共団体や、令和７年度末又は８年度末までの完了を目指している地方公共団体も存在しており、今後も更に改革
が進捗していく見込み

●先行して取り組んだ地方公共団体の創意工夫により、地域クラブ活動のモデルや各種課題の解決のためのノウハウなども明らかとなってきた
●他方、改革途上にある地方公共団体等も多い。これまでの改革の歩みを止めず、より一層の改革を進めていくことが必要

●これから改革に取り組む地方公共団体においては、早急に改革に着手（先行事例を踏まえ、例えば、まずは休日の改革に取り組むなど）
●既に改革に着手している地方公共団体においては、地域の実情等に応じて、更に取組を深化
●改革の理念を実現することが最も重要であり、その実現のための手法については地域の実情等に応じた多様な形態を想定

３．更なる改革のために特に地方公共団体に伝えるべきこと

４．地方公共団体における推進体制の整備

●地方公共団体において、部活動改革に係る専門部署の設置や総括コーディネーターの配置など、適切な推進体制を整備することが重要
●都道府県によるリーダーシップや市区町村へのサポート、複数の市区町村による広域連携の取組も重要
●地域クラブ活動の運営体制については、実証事業等を通じて蓄積された多様なモデルを参考に、地域の実情等に応じて整備することが重要 17

「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間とりまとめ骨子（案）②

●地域クラブ活動は、学校単位で行われてきた部活動とともに、教育的意義を有する活動であり、継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を
確保し、学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障するもの。そのため、地域クラブと学校との連携が重要

●こうした地域クラブ活動の意義や地域展開の進捗等を踏まえつつ、学習指導要領の次期改訂時にあわせて、地域クラブ活動と部活動に関する記
載の在り方を検討（※最終とりまとめまでに更に議論を深める）

７．学習指導要領における取扱い

６．次期改革期間の在り方

●地域クラブ活動においては、部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させるとともに、地域ならではの新たな価値を創出することが重要
＜新たな価値の例＞
子供たちのニーズに応じた多種多様な体験（マルチスポーツやスポーツと文化芸術の融合を含む）、子供たちの個性・得意分野等の尊重、
学校を越えた仲間の獲得、様々な世代との豊かな交流、専門的指導者による高度な指導、学校段階にとらわれない継続的な活動など

●地域クラブ活動の具体的な実施形態や活動内容等は多様な形があり得るもの（従来の部活動の在り方に囚われる必要はない）
※民間のクラブチーム等との区別の明確化や質の担保等の観点から、地域クラブ活動の定義・要件や認定方法等を国として示す必要

５．地域クラブ活動の在り方

●次期改革期間︓「改革実行期間」（前期︓令和8〜10年度 ⇒ 中間評価 ⇒ 後期︓令和11〜13年度）
※これから改革に取り組む地方公共団体においても、前期で地域展開（困難な場合は地域連携）に着手

●市区町村が幅広い関係者の理解と協力の下、平日・休日を通した活動を包括的に企画・調整し、多様な選択肢の中から地域の実情等に
あった望ましい在り方を見出していくことが重要

●休日及び平日の具体的な取組方針等については、更に議論を深める（※第３回WGでの議論を踏まえて、中間とりまとめ（案）の記載を検討）
●地域の実情等に応じて継続的かつ円滑に取組を進められるよう、受益者負担と公的負担とのバランスなど費用負担の在り方を検討

【最終とりまとめまでに検討する主な事項（個別課題への対応等）】
１． 「地域クラブ活動」の実施体制の在り方 ２．指導者の質の保障と量の確保 ３．「地域クラブ活動」を行う活動場所
４．活動場所への移動 ５．競技大会運営の在り方 ６．保護者等関係者理解促進 ７．生徒の安全確保のための体制
８．特別支援学校等における部活動改革 ９．費用の負担の在り方 18

地域クラブ活動への移行に向けた実証事業における調査・分析チーム

・データの分析
・自治体等へのヒアリング調査
・アンケート調査、量的データ調査 等

・政策シーズの発掘・創出
・エビデンス等の整備 等

・将来的な枠組みの検討に活用
・事例集等に活用

・モデルとなる取組事例の整理
・人口規模、運営団体等に応じた特徴的な課題・解決策の分析
・地域クラブ活動のモデル構築に至るプロセスの見える化
・地域クラブ活動への移行による影響や効果等の検証
・地域クラブ活動の組織マネジメント等

調査・分析の項目例

調査・分析のスキーム（ 令和６〜７年度 ）

・地域クラブ活動の運営を担う人材の確保・育成
・持続的・安定的な運営に向けた財政基盤、組織基盤等
・経済的困窮世帯への参加費用負担支援への金額・スキーム
・地域クラブ活動の維持・運営に必要なコスト、受益者負担等と
公的資金の適切なバランス
・指導者の質の保証、適切な指導の実施
・地域クラブ活動の基準・要件等、登録・指定等のスキーム 等

 学術的な観点や部活動・地域スポーツの現場の観点から調査・分析等を行うため、研究者及びスポーツ団
体関係者等を構成員とした調査・分析チームを設置。

 改革推進期間後の令和８年度以降の地域クラブ活動の持続的な運営を視野に入れて、地域クラブ活動へ
の移行に向けた実証事業の成果や課題等の調査・分析を行い、将来的な枠組みの検討に向けた政策シーズ
の発掘・創出やエビデンスの整備等に取り組む。

1997



４．子供たちのニーズを反映し、安心・安全で、豊かな
      地域クラブ活動の構築に向けて

20

生徒が地域クラブ活動の運営に参画して活動を支える
◆ 参考︓ひらの倶楽部（Hirano Club）の構想

→学校を卒業しても部活動は卒業しなくても良いしくみ

※出典︓神戸親和大学松田雅彦教授発表資料 21

生徒が地域クラブ活動の運営に参画して活動を支える
◆ 参考︓NPO法人希楽々（新潟県村上市）の新しいカタチの部活動、融合型部活動

→ 参加していた生徒が、社会人になってクラブの活動を支える人材に︕

※出典︓NPO法人希楽々 渡邊優子 理事長・ゼネラルマネジャー（スポーツ庁地域スポーツクラブ活動アドバイザー）発表資料

22 23

生徒が地域クラブ活動の運営に参画して活動を支える

※出典︓NPO法人新町スポーツクラブ作成資料
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令和５年10月28日（土）に、こども家庭庁が行う「こども若者★いけんプラス」の枠組みで、10人の中学生
（９都府県）から中学校の休日の運動部活動の地域クラブ活動への移行について意見を募集した。

・すごい指導者の合同練習会があればいい
・（時々でも）プロに教えてもらうのは効果的で、重要。
・やりたい人がいればそれだけでクラブは作れる。指導者は見つけられた
らいいねという感じで、好きなようにやっていけばいいのではないか。

スキー/スケートボード/ラグビー/弓道/卓球/
パルクール/新しいスポーツをやれたらかっ
こいい/ボッチャやモルックといったパラリ
ンピック競技/バンド活動/メイク/畑で何か
育てることができると嬉しい

・初心者など、レベルで分けたほうがいい。
・指導者の人数を増やしたら、どちらのタイプの人も見てあげられるのでは
・募集の際に「初心者でも優しく教えます」と記載されたりしていると初心者でも安心できる
・学年関係なく同じレベルからスタートだと良い。
・運動が苦手な人で集まっていろいろなスポーツを経験できれば、恥ずかしくないし、得意なもの
や自分ができるものも見つかるのでは

・金銭面で外部のクラブに入るハードルが下がればいい
・月払いだと「お金がかかるから休めない」となるので、都度支払いがいい。

・軽く・楽しむことを目的にしてほしい
・一つ一つの部活をゆるくしてほしい
・遊びでもスポーツができたらいい
・体育で遊びたい。部活はガチすぎる
・勉強と両立するため、短時間でできる運動であればいい
・スポーツは楽しみながらできるほうがいい
・エンジョイしたい人と大会で勝って実績を積みたい人のバランス

・様々な部活・いろんな種目を体験して楽しむことができると面白い
・いろんな競技を練習の一環として経験できるといい。
・レクリエーション的なものを土日にやったりできるといい。
・学校に部活という枠をつくるより、やりたい人が地域のクラブに行
ってやる方が続ける義務感の問題もなくていい。

・地域クラブの種類は部活動の種類より多いと嬉しい

・やれる部活の種類が増えたり、他校の生徒と試合ができたりしたら嬉しい
・いろんな人と交流できる運動施設があれば、それを目的に運動しに行ける。

・所属する部活の時間以外の時間に他の活動をしたい
・休みのタイミングを調整して兼部できるシステムがあったらいい
・部活は辞めづらいし途中入部もしづらい。
・顧問の先生が知識もなく、よく知らないのに口を出してくるのは困る。プランを一緒に考えてくれるだけ
でもいい。

・団体競技では特に他校と交流を持ったらいいのにと思うが、先生たちの交流がない。

ニーズに応じた活動

やってみたい活動

金銭的不安

交流の活性化

指導者の質

多種目

レベルに応じた活動

部活動の課題

24

生徒のニーズや意見等が反映される仕組み
群馬県

 群馬県では、部活動改革の主役である中学生・高校生
が、自分たちにとってより良い地域スポーツ・文化芸
術活動の在り方や環境などについて本音で語り、県や
市町村へ思いを届ける「ワークショップ」を開催。

 自ら参加を希望した20人の中学生・高校生が、４人１
組となり「①今の部活動の好きなところ、嫌いなとこ
ろ、気になっていること」、「②これからの活動、放
課後の理想的な活動」について、意見を語り合った。

 「ワークショップ」での中学生・高校生の思いや意見
等を市町村や関係団体等と共有し、今後の県及び市町
村の部活動改革の推進に生かしていく。

 部活動改革の主役である中学生・高校生を対象とした「ワークショップ」を開催
観点︓生徒の志向や希望する内容、体力等の状況に適したスポーツに親しむ機会の提供

生徒のニーズや意見等が反映される仕組み

※出典︓群馬県教育委員会からの提供資料に基づきスポーツ庁作成 25

 焼津市では令和４年度から段階的に休日の部活動の地域移行を開始。
（生徒のニーズに合わせ、新しい種目や廃部になってしまった種目も新たに開設）

 今後も地域において持続的にスポーツの場を提供していくためには、行政主体ではなく
地域住民やスポーツ団体等が主体的にクラブ運営を行うことが重要である。

静岡県焼津市

取組紹介（令和５年度事例集より）
地域クラブを「市民の新たな活躍の場」と考え、行政主体ではなく任意団体設立型での
地域移行を推進。

※ 「令和５年度 運動部活動の地域移行等に向けた実証事業事例集（令和６年８月）」 P.36に基づきスポーツ庁作成 26

 地域のスポーツ指導者を代表者として種目ごとに任意団体を設立。現在、12種目が休
日を中心に「焼津市地域クラブ活動」として活動し、市内全中学校から参加者を受け入
れている（クラブによっては平日の活動も行っている）。

 行政主体ではなく各団体が自立して地域スポーツクラブ活動を運営しており、各団体の
運営費は、受益者負担で賄われている（１人当たり500～3,500 円/月）。

 市においては、年間の活動計画書の確認や現場視察等によりガイドラインに沿った活動
がされているかを確認。また、地域スポーツクラブを新設する際には、推進委員会を立ち
上げ、クラブ規約等作成への助言等を実施。運営マニュアルを市から提供している。

地域住民やスポーツ団体が種目ごとに任意団体を設立

課

題

対

応

地域スポーツクラブの円滑な運営への支援

◆ 特徴的な取組

◆ 今後の方向性・取組

 個人種目や競技人口の少ない種目から地域スポーツクラブ化を進めている。令和5年度より、野球やサッカー等の団体種目
の地域スポーツクラブ化に向けた検討を始めている。

 各団体の運営者からは、集金や会計経理、連絡調整等の運営事務に課題を感じるという声も多い。事務作業の効率化を図
るため、中学校で使用しているGoogle Classroom等のアプリを活用するクラブもあり、研究を進めている。

焼津市地域クラブ活動リーフレットより抜粋

やいづ海洋クラブ ボート漕艇の様子

市区町村を超えた取組の推進
長野県

＜目標＞
◆南佐久(６町村)の学校と教育委員会が連携して、子どもたちの

ための持続可能なスポーツ・文化活動の新たな仕組みを構築
＜体制構築の取組＞
◆４中学校長及び南牧村教育委員会（事務局）が情報交換会を実

施し（月1回以上）、課題整理推進や移行パターンを検討
→「南佐久郡中学校部活動運営委員会」を発足

＜活動の具体＞
◆合同練習会の実施（学校単独で人数が確保できない種目）
※令和5年度には、南佐久チームとして大会に出場（４チーム）
◆JR小海線の活用(時刻表に合わせた練習時間、駅に近い会場)

 二つの自治体(千曲市・坂城町)が連携して「地域
移行推進会議」「運営準備会議」を設置し推進

観点︓広域連携の取り組み

 千曲市・坂城町が連携して地域移行を推進するため、市町
のスポーツ文化芸術団体・PTA・校長会・中体連の代表者
・有識者等で「地域移行推進会議」「運営準備会議」を開
催し、「地域移行基本計画」を策定

 両自治体合同で、事務局会議をこまめに開催し、関係機関
との調整連絡、規約・予算等の案の作成を行い、推進会議
を経て、令和5年3月「千曲坂城クラブ設立総会」を開催

 6町村（４中学校）が連携した「拠点校方式の
合同部活動」と「地域クラブ移行」の推進

観点︓広域連携の取り組み

YouTubeによる
クラブ説明動画配信

YouTubeによる
クラブ説明動画配信

【６町村の現状（令和４年４月）】【６町村の現状（令和４年４月）】

27出典︓長野県教育委員会作成資料99



28
出典︓山口県、山口県教育委員会「山口県新たな地域クラブ活動の在り方等に関する方針」（令和5年（2023年）10月）

地域クラブ活動の要件や基準等を明確化

 都道府県が示した地域クラブ活動の要件を踏まえ、市区町村が地域の実情を踏まえながら、地域クラブ
活動の要件を調整して設定し、登録・指定等を実施。

 山口県の取組例
≪地域クラブ活動の要件≫ 
地域クラブ活動は、学校部活動の教育的意義や役割を継承する活動であることを踏まえ、単に中学生

が加入するスポーツクラブ・文化芸術クラブ等とは区別する必要があると考えられる。特に、行政からの支援
の対象となる地域クラブ活動については、この方針に従って、例えば、市町が以下のような要件を設定し、
登録・指定を行うなど適切な地域クラブ活動として運営されることが望ましい。また、必要に応じ、地域の実
情を踏まえながら、近隣市町と要件を調整することも想定される。
市町が認める地域クラブ活動であることとして、

○ 国が通知した、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」に
準じた活動を行っていること

○ 学校部活動の全部、または一部を引き受ける団体であること
○ 活動状況について、定期的に生徒の在籍校と情報共有等が行われていること
○ 規約・定款等に基づき団体の運営を行い、会計について公の場で承認を受け、適切にされていること
○ 活動中の事故やトラブル等の管理責任が明らかであり、その解決に向けて、必要に応じて学校と連携す
る体制が整備されていること

○ 公認スポーツ・文化芸術指導者資格を有している、または市町が基準として示す指導者研修会等を受
講した指導者が携わっていること

○ 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定していること
○ 適切な活動時間や休養日等を設定していること
などの要件が考えられる。

地域クラブ公認制度

【提出内容】

１：申請書
２：認定要件確認書
３：規約または会則（任意様式）
４：その他、クラブ活動の概要がわかる資料

・クラブ代表者、指導者の情報
・活動計画（活動場所、時間など） 等

３．申請

１．相談

４．公認

２．面談・見学
【公認条件】

１：中学生が参加できる
２：市内での活動（原則）
３：営利目的を主としない
４：複数体制であること（指導者等）
５：規約（会則）
６：指導者研修の受講
７：適正な活動内容（ガイドライン）

地域クラブ サポートセンター

活動内容、活動場所、会費、会員数、広報、保護者対応、児童生徒の対応 等
幅広い支援を行う

５．支援

地域クラブ活動の要件や基準等を明確化

出典︓掛川市教育委員会作成資料 29

Point 1 Point 2 Point 3

❶子どもや保護者への広報

❷広報パンフレットへの掲載

❶資質向上研修

❷安全管理研修（救命講習）

❸子ども理解研修

❶活動会場の調整

❷クラブ会則作成の支援

❸他クラブとの連携と調整

❹指導希望者の紹介

❺運営支援システムの事例紹介

クラブ創設相談 広報活動支援 研修機会提供
令和５年度受講実績：63人

❸掛川市HPへの募集案内掲載

～ 地 域 ク ラ ブ 創 設 の チ ャ レ ン ジ を 応 援 し ま す ！ ～
地域クラブサポートセンター

チャレンジする指導者を支える仕組みも構築

❹コーチデベロッパー派遣研修
❺公認地域C代表者連絡会

地域クラブ活動の要件や基準等を明確化

出典︓掛川市教育委員会作成資料 30

＜「登録」と「認証」＞

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度とは︖

参考︓総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度概要リーフレット https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/tourokuninnsyouseido/leaflet/leaflet.pdf

日本スポーツ協会の組織内組織である総合型地域スポーツクラブ全国協議会(SC全国ネットワーク)が統括し、
都道府県行政、都道府県スポーツ協会、都道府県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会、と共に、登録・認証制度という
一つの共通理解を基に役割分担した上で運用する制度。
全国的な総合型クラブの質的充実や質的向上を目的とした「登録」と、クラブの特徴を活かし、更なる発展や成長を目指す登録クラブ
の後押しを図る「認証」という二階建ての制度構造により、地域スポーツ環境の整備・発展に寄与することを目指す。

登録︓登録基準を具備していると認められる総合型クラブを、登録クラブとして認定する制度

認証︓地域課題の解決や、地域スポーツ環境の発展に繋がるタイプ認証を用意し、タイプ別の認証基準を具備していると認められる
登録クラブを認証する制度。登録クラブが自らの希望により申請するもので、複数タイプの認証も可。

R4年度〜
運用中

R7年度〜
開始予定

認証
クラブ

登録
クラブ

制度を活用した
支援・連携

制度を活用した
支援・連携

都道府
県・

市区町村
行政

（出典）日本スポーツ協会作成資料 31100

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kurabuikusei/tourokuninnsyouseido/leaflet/leaflet.pdf


分科会テーマ 「 安心・安全で豊かな地域クラブ活動の構築について 」

「教育長として」
～地域クラブ活動構築への歩みと思い～

長崎県長与町教育長 金﨑良一

令和6年11月29日岐阜県 長崎県 長与町
• 長崎市北部の大村湾に面した町で、特産品のみかんをはじめ、いちじく、オリーブ、レモンなどが栽培される自然豊かな場所です。
• 県内の町としては最大の人口を抱えており、中心部を流れる長与川や丘陵沿いには団地が立ち並びます。町内にJR駅が4駅あり、交通利便

性も高く、子育て環境や教育環境が充実しているのが大きな魅力の一つで、自然環境と都市機能が調和した暮らしやすい町です。

人・緑・未来 つなぎ はぐくむ ながよ
〜幸福度 日本一のまちをつくる〜

子育て

教育

健康づくり

遊び心

39,936人（17,090世帯）
【令和5年7月末時点】1

●長与町の面積

●長崎県立大学シーボルト校

計児童・生徒数長与町立小・中学校

2,369人

862人長与小学校
329人高田小学校
238人洗切小学校
307人長与北小学校
633人長与南小学校

1,046人
510人長与中学校
363人長与第二中学校
173人高田中学校

●長与町立小・中学校の児童・生徒数一覧（令和6年5月1日時点）

長崎市

諫早市

時津町
長与町

直径10km未満

大村湾
面積28.73㎢

●長崎県立長崎北陽台高等学校

2

理念（philosophy)

・誰のための「部活動改革」か？

子どもたちのため

• 何のための「部活動改革」か？

子どもたちのスポーツ体験機会を守るため

• まずは、どこに向かうのか

まずは、休日の活動を地域が運営・実施する環境に移す

「目的を見つけよう。手段は後からついて来る。」 マハトマ・ガンジー

3
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①教育委員会
• 意思決定／条件整備

②教育委員会と総合型クラブ
• 受け皿決定

③教育委員会と学校（校長会）との協議
• 休日の運動部活動廃止の合意形成

④指導者確保（町教委と受け皿）
• 教室運営方法や役割分担の協議

⑤保護者説明（受け皿、町教委、学校）
• 教室運営方法や月会費など

⑥参加者募集（受け皿）
• 入会届＆入会金＆保険加入

⑦調整（町教委、受け皿）
• 指導者確保
• 効率の良い受け皿運営

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

• 4月 休日のすべての運動部活動を地域スポーツ活動へ

• 6月 町内すべての中学校バスケットボール部が休日地域部活動（委託研究）開始
• 6月 長与SC・町教委による種目別顧問・外部指導者対象へ説明会実施
• 12月 スポーツ庁より「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する総合的な

ガイドライン」発表
• 12月 長与町地域部活動推進検討委員の計6回の会議を経て、「長与町運動部活動地域

移行推進計画」策定、第1回地域スポーツ活動指導者説明会開催
• 2月 第2回地域スポーツ活動指導者説明会開催（令和5年度の年間計画作成、各種目のリーダー・サブリーダーの決定）

• 7月 長与中卓球部が休日地域部活動（委託研究）開始
• 9月 長与町地域運動部活動推進検討委員会（第1回）開催
• 9月 バスケットボールの休日地域部活動検討開始
• 12月 長与町地域運動部活動推進検討委員会（第2回）開催

• 9月 文部科学省「第4回学校における働き方改革推進本部」にて休日の
部活動地域移行が示される。

• 12月 卓球協会と長与スポーツクラブ（長与SC）による中学生卓球教室
（週1回）開始。部活動との融合。

• 12月 教職員の兼職兼業に関する項目を長与町小・中学校管理規則に追加
• 2月 地域部活動推進事業の委託について長崎県教育委員会より打診を受ける。
• 3月 長与町内中学校卓球部に研究対象について長与SCより打診（長与中卓球部）

地域スポーツ活動への歩み

4

地域スポーツ活動の実施に向けた体制

受け皿（特定非営利活動法人総合型ＳＣ長与スポーツクラブ）の役割︓「実施と責任」

学校の役割︓「環境整備」 保護者の役割︓「支える」

長与町教育委員会の役割︓「推進」

＜地域スポーツ活動＞
卓球・バスケットボール・バレーボール・
バドミントン・サッカー・陸上・軟式野球

ソフトテニス・硬式テニス・柔道・剣道・弓道

参加生徒

 参加生徒管理︓募集・入会手続き／名簿作成
 指導者管理︓確保／契約／活動方針の説明／活動チェック
 会計管理︓帳簿作成／会計報告／月会費集金／謝金支払／物品購入／税金対応
 会場管理︓会場の確保／割当／周知／変更・中止連絡／会場費支払（学校以外）
 情報管理︓生徒・保護者への連絡／指導者との情報共有／学校・町教委との情報共有
 リスク管理︓コンプライアンスの徹底／保険対応（スポーツ安全保険、スポーツ・文化法人責任保険）

• 会費負担（月3,000円）
• 練習会場への送迎（必要に応じ）
• 地域スポーツ活動の理解
• 方針の理解と支援

• 参加生徒の受け皿との情報共有
• 地域スポーツ活動との方針の共有
• 教職員・生徒・保護者への地域ス

ポーツ活動の理解促進

地域スポーツ活動の実施体制整備／生徒等のニーズ把握／検討委員会の開催／受け皿の確保・支援／財源の確保・支援／県・学校・スポーツ団体等の調整

上記のほか、不定期に、エンジョイスポーツや海洋
スポーツ、ユニバーサルスポーツなどのスポーツイベント

5

地域スポーツ活動の実施に向けた取組

 少子化に伴う中学生世代の部活動改革を契機に、学校を含めた地域の中で、中学生世代の運動・スポーツ活動を進化させる。
 令和5年度から令和７年度までの改革推進期間に、長与町の総合型地域スポーツクラブの充実を図る。
 将来的には、中学生世代にとらわれない持続可能な地域のスポーツ活動が実施できる環境整備を目指す。

長与町の運動部活動の地域移行

○令和5年度から休日（土日）の運動部活動すべてを地域スポーツ活動へ。平日の部活動は、これまでと同様。平日の部活動の地域移行も検討を開始。

日土金木水火月

各学校の計画により平日3日以内で実施学校部活動

○○地域の活動

R4年度まで R5年度から

＜協力・連携＞

平日 平日

休日 休日

そのまま

地域の活動へ
学
校

学
校

地
域

方向性︓生涯スポーツ社会の実現を目指す

委託事業を通じた実践研究と成果
●長与町地域部活動推進検討委員会の開催
教育委員会、町立中学校校長、西彼杵郡中学校体育連
盟理事長、長与スポーツ協会会長、長与町スポーツ推進委
員会長、長与町スポーツ振興審議会会長、長与町PTA連
合会会長、長与SC会長による会議で課題等の検討。

●長与町運動部活動地域移行推進計画の策定
令和3年度から受託して実施した地域部活動推
進事業の成果を踏まえて、「長与町運動部活動
地域移行推進計画」を策定し方針を示す。令和
4年12月23日の定例教育委員会において承認。

●実践研究
R3︓長与中学校、卓球（個人種目）
R4︓長与中学校、長与第二中学校、

高田中学校、バスケットボール
（団体種目）

6

○卓球、サッカー、軟式野球、陸上競技、バドミントン、バレーボール、バスケット
ボール、硬式テニス、ソフトテニス、剣道、柔道、弓道（定期的に実施）

○エンジョイスポーツや海洋スポーツ、ユニバーサルスポーツなどのスポーツイベント
（不定期に実施）

スポーツ種目

長与町の地域スポーツ活動の概要

○改革推進期間における「地域スポーツ活動」の受け皿は、長与町教育委員会
及び長与スポーツクラブとする。

〇長与スポーツクラブは、公益財団法人日本スポーツ協会の登録・認証を受ける
とともに、「スポーツ団体ガバナンスコード」に準拠し、公正かつ適切な会計処理
を行い、組織運営に透明性を確保するため、関係者に対する情報開示を適切
に行う。

〇改革推進期間終了後、受け皿となる長与スポーツクラブは、運営体制の整備や
人材の確保など自立して持続可能な運営ができる組織体制となることを目指す。

受け皿

○長与町に居住する中学生で、地域スポーツ活動に参加を希望するすべての生徒。
○通学する学校に設置されていない種目への参加も可能。

参加対象者

○長与町立小中学校の学校体育施設、長与町立スポーツ施設等。
○活動場所への移動は、各自で行う。

活動場所

○1日の活動時間は、休日は3時間程度。
○学期中は、学校の部活動と連携して週当たり2日以上の休養日を設ける。
○祝日は、原則として休養日。第3日曜日は、「家庭の日」による休養日。

活動時間

係る経費等
○参加者は、月会費として3,000円を支払って参加する。
○活動中のケガ等に備えて、スポーツ安全保険（年間800円）等への加入を推奨。
○就学援助支援世帯に対する支援（月額2,000円）を実施。大会の参加

○各種目で大会等の参加に関する年間計画を作成しホームページ等により公表。
○国及び長崎県のガイドライン等を遵守するとともに、年間7回を上限とする。

ただし、中体連が主催する中総体及び新人戦を除く。

7

○生徒の安全・健康管理等を確保するため、原則複数名を配置する。
○メインコーチとなるリーダー1名と連絡担当のサブリーダーを配置する。
○大学生ボランティアは、各種目の指導者の指導補助を行う。
○令和8年度以降は、長与スポーツクラブは有資格者のみと契約する。

指導者

102



現在の長与町地域スポーツ活動について
（令和6年5月末時点）

バドミントンバレーボールバスケットボールサッカー陸上卓球

活動の様子

12名、3名5名(2)、1名9名(2)、1名7名(2)、2名5名(4)、1名12名、2名指導者数
92名36名（男18、女18）62名（男40、女22）36名39名30名参加者数
弓道剣道柔道軟式野球硬式テニスソフトテニス

活動の様子

5名(1)、1名3名5名(2)4名(2)、2名6名(1）、2名13名(1）、2名指導者数
36名4名9名22名21名79名（男34、女45）参加者数

 12種目21活動 452名参加（全生徒の43.2％、運動部活動参加生徒の71.3％〉
 指導者数 103名（指導者86名※、大学生17名）

※カッコ内は、現職教員（兼職兼業17名）の数

8

地域スポーツ活動の実施に向けた諸課題

取組に着手する中で、大小様々な課題に直面
 受け皿は必須。しかし、これまでの運営基盤では弱い。
 指導者は必要。しかし、数も質（有資格）も十分ではない。
 月会費は家庭の経済格差に配慮し、廉価に設定。しかし、運営には相応のお金が必要。
 部活動から地域スポーツ活動への意識改革が必要。しかし、大人は変わりにくい。

課題

受け皿基盤強化

財源確保

人材確保

意識改革

 指導者の確保と育成
 無資格 → 有資格

 月会費だけでは運営できない
 国・県・町からの委託
 助成金・補助金・企業版ふるさと納税他

 大会中心 → 楽しみ中心
 学校 → 地域
 無料（無償）→ 有料（有償）

 事務局長・事務員確保
 事務局運営財源確保
 確実な会計処理

9

長与スポーツクラブについて

特定非営利活動法人総合型ＳＣ長与スポーツクラブ名 称

平成19年〜２ヵ年設立準備／平成21年3月設立／平成26年ＮＰＯ法人取得沿 革
利用会員の入会金・月会費、部活動地域移行事業委託金、寄附財 源
会長・副会長・常務理事２名・理事６名理事会
長与小学校体育館内クラブ事務所

2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度
利用会員 425人273人232人195人193人195人利用会員数

2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度

年度別収支 842万円374万円238万円286万円384万円403万円経常収益

758万円389万円188万円296万円362万円392万円経常費用
のみ

普及型教室（親子バドミントン・親子テニス・サッカー・ダンス）、健康型教室（フィットネス）
試合やコンテストへの出場を目指さない活動主たる活動

令和2年度 融合型卓球教室運営（町内３中学校参加）
令和3年度 スポーツ庁地域運動部活動事業再委託による実証研究（長与中卓球部）

長与中サッカー部／陸上教室（町内全域、小５〜中３対象）
令和4年度 スポーツ庁地域運動部活動事業再委託による実証研究（バスケットボール）

8月バレーボール／2月バドミントン
令和5年度 休日の長与町地域スポーツ活動（12種目）の運営

地域スポーツ活
動への取組

10

ホームページ nagayosc.sakura.ne.jp

長与町教育委員会

長与中 長与第二中 高田中

平日の運動部活動

連携・協力、
情報共有

長与スポーツクラブ（NSC）

休日の地域スポーツ活動

委託

令和6年度の長与町の地域スポーツ活動の実施体制と取組①事務局体制・受け皿の基盤強化

 17名の教職員が兼職兼業として承認を受けNSCと
契約

 月1回、顧問が地域スポーツ活動へ情報共有

・地域スポーツ活動における指導者、保護者へのヒアリング
・指導者研修会開催や大会参加に係る連絡調整
・地域住民向けの定期的な情報発信（通信）
・関係者による定例ミーティングの開催

事務局長、パートタイム職員の配置・採用

事
務
局
体
制

部活動地域移行コーディネーターの配置

・地域スポーツ活動の運営全般に係る業務遂行
（会場確保、指導者謝金、参加費徴収等）
・会計処理︓会計ソフト導入、税理士との配置
・事務効率化︓十八親和銀行のこうふりネット

（電子決済、ビジネスバンキングの活用）
11

■長与町教育委員会の取組 ■長与スポーツクラブ（NSC）の取組
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・4月に指導者研修会（コンプライアンス）を開催
・種目別の指導者研修会を年に2回開催（予定）
・大学生ボランティアの確保

・8月指導者研修会の開催「スポーツ外傷・障害の予防」
・ハラスメント防止・熱中症防止に関するJSPO動画の視聴

指
導
者
確
保

令和6年度の長与町の地域スポーツ活動の実施体制と取組②指導者確保・指導者の質向上

指導者研修会の開催指導者の量的確保、質的担保

12

運動部活動指導認定プログラム 2023（令和5）年度版 – 大阪体育大学 (ouhs.jp)

・10月〜2月、オンデマンド配信56時間
・10月、2月にハイフレックス10時間＠長与町
・受講料 20,500円（令和5年度はNSCが内10,000円を補助）
・各種目1名以上受講予定（有資格者を除く）
・日本スポーツ協会公認指導者資格取得可能

●R5.4.2(日)、指導者研修会の開催 ●野球Cの指導者研修会（審判研修）

●サッカーC＠長与中学校●ソフトテニスC＠県立大学テニスコート

■長与町教育委員会の取組 ■長与スポーツクラブ（NSC）の取組

●令和5年度10月、2月に大阪体育大学の講師陣が長与で研修
会実施

国や県の委託金・補助金の活用、自主財源の確保 受益者負担、経済困窮家庭世帯への支援財
源
確
保
①

企業版ふるさと納税、企業からの寄附 企業による寄附・協賛財
源
確
保
②

・月会費3,000円の徴収
・就学援助支援世帯に対しては、月会費2,000円
の支援（地域スポーツ活動サポート基金）

・スポーツ庁の委託事業（R5年度10,660千円）
・スポーツ庁・長崎県の補助金（R5年度1,076千円）
・長与町の自主財源の確保（R5年度3,113千円）

・スポーツイベントへの企業からの寄附・協賛の検討
・マイクロバスへの企業からの寄附・協賛の検討

・町内企業（有限会社長崎井上様）より300千円寄附(R5・6)
・町外企業 企業版ふるさと納税（R５）

三井住友海上火災保険㈱様から2,000千円寄附
株式会社Sports＆Works様から100千円寄附

令和５年度の長与町の地域スポーツ活動の実施体制と取組③財源確保

13

●マイクロバスに協賛企業の看板掲載 ●スポーツフェスタに
物品協賛（Sgrum）

■長与町教育委員会の取組 ■長与スポーツクラブ（NSC）の取組

●R5イベント（石川佳純サンクスツアーin長崎・長与町）に
物品・運営協賛 （敬称略 五十音順）

株式会社アグリューム 株式会社岩崎食品
株式会社チョープロ 株式会社長与管工設備工業所
株式会社メモリード 十八親和銀行長与中央支店
長崎文明堂製菓株式会社 有限会社津野田ゴム加工所
有限会社長崎井上

長与町・スポーツデータバンク株式会社・三井住友海上火災保険株式会社
部活動の地域移行に係る三者連携協定（令和5年12月15日）

（1）スポーツ指導者の質の保証や質の向上に関すること
（2）子どもたちがスポーツを楽しむ環境づくりに関すること
（3）持続可能な地域スポーツ活動の運営基盤の支援に関すること
（4）アスリートによるスポーツイベント等の開催による地域活性化に関すること
（5）その他、部活動の地域移行の推進に必要と認められること

三井住友海上火災保険から
長与町の「部活動の地域移行」への
企業版ふるさと納税 第1号︕

目的

相互の連携を強化し、部活動の地域移
行を通じて、将来にわたり子どもたちがス
ポーツに継続して親しむことができる機会
を官民で創出し、地域社会の持続的な
発展に資する。

連携事項

効果

 スポーツ指導者の質の保証や質の向上
 アスリートによるスポーツイベントを通じた地域活性化
 多様な財源確保

お問合せ 企業版ふるさと納税について 三井住友海上火災保険㈱公務開発部
三者連携協定に関する内容について スポーツデータバンク㈱ 14

■長与町教育委員会の取組 大会参加に関する長与町の大まかな方針

・中学校体育連盟が定める大会参加規程に基づき参加する。
・中学校体育連盟が主催する大会に係る参加申込等の手続
きは、各学校が行う

②中総体以外の大会︓競技団体や企業が主催する大会①中総体、新人大会︓中学校体育連盟が主催する大会

・競技団体等が定める大会参加規程に基づき参加する。
・競技団体が主催する大会に係る参加申込等の手続きは、
「地域スポーツ活動」の受け皿が行う。
・年間7回を上限とする。（中総体、新人大会を除く）

長崎県中学校体育連盟方針
「地域クラブ活動」の参加可に
※競技によって参加条件有

●地域クラブとしての中体連主催大会参加状況

15

学校 地域学校と地域とが協力
（コーディネーターの役割の１つ）

• 中体連が共催する大会
• 夏季・冬季休業期間中の

平日に開催される大会 等

【参考資料】県中総体（全体）新人大会（長与町）中総体（長与町）年度

86団体491名
バスケットボール（男女）／バレー
ボール（男子）／サッカー／軟式野球

バスケットボール（男女）
令和５

163団体1090名（未実施）
バスケットボール（男女）／バ
レーボール（男子）／軟式野球

令和６
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長与町地域スポーツ活動の今後の方向性・ロードマップ（2024年2月時点）

2026年度
R8年度

2025年度
R7年度

2024年度
R6年度

2023年度
R5年度担当部局・受け皿

平日地域移行検討・準備（可能な種目から）平日部活動各中学校（3校）

長与町教育委員会
学校教育課 実証事業

12種目（休日）

長与町教育委員会
生涯学習課
(スポーツ振興班)

財源確保検討
12種目

(休日＋平日検討)
12種目

(休日＋平日検討)

実証事業実証事業
NPO法人総合型SC
長与スポーツクラブ 自立

令和8年度から地域スポーツ活動
は受け皿によって自立した運営へ

令和5年度から令和7年度まで
の改革推進期間終了へ

地域スポーツ活動の主担当が学
校教育課から生涯学習課（ス
ポーツ振興班）へ

4月から長与町立中学校(3
校)の休日の運動部活動は、す
べて地域スポーツ活動へ

備考

自立フェーズ

委託
事業

支援

学校教育課から
生涯学習課へ

生涯学習課から
長与スポーツクラブへ

平日検討フェーズ

実証事業を通じて地域スポーツ活動を
自立運営できる受け皿準備

実証事業フェーズ

実証事業フェーズ

16

「正しいことをしよう。正しいのだから」

杉原千畝

17
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学校・地域・クラブが
一体となって構築する
中学生のスポーツ活動の創出

学校改革と部活動改革（部活動の地域移行）
高崎市立新町中学校

上原裕道

はじめに 新町中学校の概要

新町中学校の概要

 創立昭和22年4月29日（今年で７８年の学校）
 生徒数 285名の中規模校
 部活動加入割合は、
 部活動 軟式野球 剣道 卓球 バレーボール

バスケットボール サッカー ソフトテニス
陸上競技 吹奏楽 美術 の１０部です。
※バレーボールは女子のみです。
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次第
 １ 新町中学校の部活動改革の位置づけ
 ２ 学校改革(部活動改革)のための職員の意識改革
 ３ 新町中学校の部活動改革の試行錯誤
 ４ 新町中学校の課題
 ５ 質疑または、校内の研修資料提示

１ 新町中学校の部活動改革の位置づけ

 人権教育（みんなのウェルビーイング）と
生徒主体の活動（エージェンシーを育む）を

柱に学校教育活動の展開を目指す（R３年度より）

 開かれた教育課程 ⇒ 学校教育の崩壊・持続不可能
地域とともにある学校【学校運営協議会制度の導入（R４年度より）】
コミュニティースクールとして、持続可能な学校運営を目指す

コミュニティースクールの取組の１つとして、部活動改革を進めています。

学校運営協議会のメンバー
 PTA会長
 地域ボランティア団体代表（子ども園理事長・社会教育委員・会社役員 他）
 地域 社会福祉法人代表（子ども園・老人福祉施設・子ども食堂県代表・学習支援 他）
 地域区長会の代表者
 民生委員・主任児童委員（母子保健推進委員 ボランティア団体 他）
 全国心臓病の子どもを守る会群馬県支部事務局長（民生委員・主任児童委員 他）
 青少年健全育成推進協議会会長（元PTA会長）
 民間企業（群馬ヤクルト販売株式会社より選出）
 NPO法人新町スポーツクラブ代表（群馬県部活動移行アドバイザー 他）

学校運営協議会の取組
地 域

新町中ＰＴＡ・健育推（健全育成・見守り） 地域運営委員会（放課後学習会・授業支援・漢字検定）
区長会・支所（学校行事・地域連携等） 新町サポーター（見守り・地域連携・学校行事）
みどの福祉会福祉会（食育・認知症サポーター研修等福祉関係）
第一小・第二小（学校間連携・地域連携・学習連携） 健康福祉大学（授業支援）
ＦＩＣパートナーズ株式会社（金融教育）
民生委員・主任児童委員（情報提供見守り・拡大生徒指導教育相談部会・連携した生徒支援）
新町スポーツクラブ（部活動改革・地域連携・水泳部顧問） ＮＳＰ群馬（部活動支援）
群馬ヤクルト販売（健康教育・キャリア教育・部活支援）
※今後の発展構想・・・公民館・商工会・地域企業・県立女子大・上武大学等と連携

子どもたち（新町中学校）
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度を導入した学校）

Ｒ５年度までにコミュニティ・スクールによって取り入れた教育活動と関係団体
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R5年度
 放課後学習会の充実と授業支援（地域運営委員会・上武大学・県立女子大）
 部活動改革支援（新町スポーツクラブ・ＮＳＰ群馬・群馬ヤクルト）
 学校行事支援（区長会・新町支所・新町中ＰＴＡ・新町サポーター）
 生徒の安全確保と見守り（新町サポーター・健育推・新町中ＰＴＡ）
 健康経営【職員】、健康教育【生徒】、家庭科授業支援、専門員会支援（群馬ヤクルト）
 専門委員会支援充実【ひまわりプロジェクト・フードロス】（新町サポーター・みどの福祉会）
 キャリア教育【社会人とは】（群馬ヤクルト）
 金融教育【高校金融教育へのつながり】（ＦＩＣパートナーズ株式会社）
 認知症サポーター講演会【社会貢献意識の向上】（みどの福祉会）
 地域漢字検定推進活動【学力向上支援事業、地域活性化】（地域運営委員会）
 大学との連携事業【授業支援・授業改善・教育実習（健康福祉大学）
 体育授業【ダンス】及び発表会【学校行事】の進化（新町スポーツクラブ）
 ＰＴＡ活動の改革（新町中ＰＴＡ）
 性教育講演会

２ 学校改革のための職員の意識改革
⇒急激な社会の変化（具体的には︖）

 少子高齢化・・・先生方は生徒が少なくなってきていることは実感している
共生社会の創造、定年延長や終身雇用制度の廃止、医療、福祉

 科学技術の急速な発展・・・DX、GIGAスクール構想、第４次産業革命（AIなど）
※第３次産業革命を飛ばしてしまった日本

 SDGｓ（サステナブル）・・・持続可能な社会（このままでは持続不可能）
※この学習の本質は、「自分事化して考える」

 新ニーサ・・・年金は自分で（税金の投入）
 OECDラーニングコンパス・・・なぜOECD（経済をまわす）

※国境を越えた労働力の流動･･･人材教育の均一化
 VUCAの時代・・・行き先が不透明で将来の予測が困難な状態 など、など

※内閣府・総務省・経済産業省・厚生労働省 等 ⇒ このままでは「持続不可能」
⇒ 文科省は、学校教育は、指導要領は、生徒指導提要は、･･･

 今までの意識を変えていく【研修等で伝えてきたキーワード】
・VUCAの時代（行き先が不透明で将来の予測が困難な時代）を生きていくために
・主体性のある生徒、生徒に任せる、主体性のある教職員
・多様性を認め合える
・学校改革のために、意識、立ち位置、組織、部活動、働き方の改革を
・指導者から支援者へ
・生徒のために、教師のために、保護者のために、地域のために
・子どもたちのためにから、みんなの幸せ（ウェルビーイング）のために
・トップダウンからボトムアップへ
・地域や保護者に委ね、協働して、クレームを意見へと変えていく
・一人仕事を減らし、複数で担当する

など

３ 新町中学校の部活動改革の試行錯誤
 部活動改革（地域移行）のアンケート（生徒・保護者）
 コミュニティースクールの地域向け説明会の実施
 できるところからの取組
 教師への部活動改革（地域移行）の「部活動をやりたい人ができる、

やれない人はやらなくてよい」仕組みを創り出す（ウェルビーイング
の創出）ための模索

 部活動所属生徒や生徒会による「部活動の地域移行についての会議」
実施（R6年度 後期生徒会で実施予定）

 地域移行するための運営団体や実施団体、人材確保、保護者負担など
の計画案作成

147



部活動改革（地域移行）のアンケート（生徒） 部活動改革（地域移行）のアンケート（保護者）

コミュニティースクールと部活動地域移行の「本質」
の理解・・・地域向け説明会の実施 部活動改革（地域移行）の本質を発信

 【部活動の意義】
○生徒のスポーツ・文化芸術に親しむ機会を確保。
○生徒の自主的・主体的な参加による活動を通じ、責任感・連帯感を涵養。生徒同士や生徒と

教師等との好ましい人間関係の構築。
 【部活動の課題】

○少子化の進展をはじめ社会の急激な変化により、従前と同様の学校単位での体制での運営は困難。
〇学校や地域によっては存続が厳しい。
○必ずしも専門性や意思に関わらず教師が顧問を務める指導体制の継続は、学校の働き方改革が進む中、

より困難。【ここが誤解される⇒やりたい人がやれる、できない人はやらなくてよい環境整備】

■少子化が進む中でも、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保。
■「地域の子供たちは、地域で育てる」という意識の下、地域のスポーツ・文化資源を最大限活用。生徒

のニーズに応じた多様で豊かな活動を実現。
■生徒のみならず、地域住民にとってもより良いスポーツ・文化芸術の環境整備。スポーツ・文化芸術に

よる「まちづくり」。
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できるところからの取組（１）
 水泳部（令和３年度より）

新町スポーツクラブ（法人）の水泳指導者を部活動指導員として採用し、指導や引率を行っ
ている。顧問は、中体連の会議や平日の見守りを中心に行う。

 野球部（令和４年度より）
新町スポーツクラブに「野球教室」をつくり、日曜日に開催。指導者はボランティアで、参
加する子どもたちは、希望制で年会費2,000円、保険800円、参加料1回200円を負担する。地
域住民、教員、民間企業（学校運営協議会）等がボランティアとして参加

 吹奏楽部（令和５年度より）
民間企業（学校運営協議会）の社員が、指導者（市教委届出）として休日に参加

 バスケットボール（令和６年度より）
平日の部活動を3日間実施にして、土日の両日実施。ただし、日曜日の活動は希望制参加。土
日は、顧問と新町 スポーツクラブのバスケット教室の指導者も参加して行う。顧問は「兼
職兼業」の申請を検討中。

 サッカー部（令和６年度より）
サッカークラブの運営団体（法人）代表と協働して、指導者を部活動指導員として採用。
サッカークラブと部活動の融合を模索。

できるところからの取組（２）
 バレーボール部

新町スポーツクラブが以前より、土曜の夜間にボレーボール教室を実施してい
る。希望する生徒は、各自入会し、参加している。

 陸上競技部
新町スポーツクラブの指導者が休日に部活支援（ボランティア）。
顧問と一緒に指導

 卓球部
本校のSCが部活動支援員に。また地域ボランティア（元保護者）がコーチに。
今後、外部指導員として登録

 剣道部
元保護者で、地域の有段者が外部指導員として登録して、休日に指導。

新町中学校の課題
 地域移行の本質の周知（生徒・保護者・地域）⇒ 第２回説明会の実施
 経済的な負担等の説明（PTA改革も行っているので、PTA会費等学校に係

る経費の見直しなど）
 生徒会を中心とした「生徒主体」の学校改革と部活動改革の推進
 アンケートの実施
 運営主体の拡大や連携⇒NPO法人新町スポーツクラブを中心に他法人や

民間企業との連携
 実施主体の確保や新設⇒地域に働きけて実施主体を増やす（人材確保）

ご清聴ありがとうございました。

 残りの時間は、意見交換等ができればと考えています。

 ご意見やご質問がなければ、「教員の意識改革」の校
内研修（８月１９日実施）のスライドを提示したいと
思います。
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総合型地域スポーツへの休日運動部活動の地域移行

～移行を契機としたスポーツ推進に向けて～

岐阜県 羽島市 市民協働部
スポーツ推進課 スポーツ推進係長
羽島市教育委員会事務局
学校教育課 指導主事
中尾 聡

「美濃竹鼻ふじまつり」
竹鼻別院の

樹齢３００年以上のふじ

発表内容 ①

岐阜県羽島市の紹介

羽島市の部活動の概要

羽島市総合型地域スポーツクラブ

行政として

地域移行への経緯

（竹鼻中学校×はしまなごみスポーツクラブ）

発表内容 ②

移行後の振り返り（R３～R5）

運動部活動の移行状況

今後の改善の方向

市内３スポーツクラブの取り決め事項

移行を契機としたスポーツ推進

〇人口 ６６，５１１人（令和６年５月現在）
〇面積 ５３．６６km2（東西８.７７㎞/南北１２.８６㎞）
〇特色 県内南部に位置し、東海道新幹線の岐阜羽島駅、

名神高速道路の岐阜羽島ICを有しており、近隣
には、岐阜市・名古屋市などの都市がある。

〇市立学校
１３校
(小学校８校、中学校４校、義務教育学校１校)
中学校・義務教育学校後期課程の生徒数
１，７９０名（令和６年度）

～岐阜県羽島市の紹介～

150



文化部活動運動部活動数生徒数中学校・義務教育学校
４16（12）584人羽島中学校
４12（9）576人竹鼻中学校
２10（7）384人中央中学校
１6（5）194人中島中学校
０3（3）52人桑原学園

～羽島市の部活動の概要（令和６年度）～

※（）内は種目数

〇現状
同一市内でも、生徒数や部活動数に大きく差がある。今後少子化により部活

動数の維持が困難である。

〇移行前の休日の活動状況
土曜日を部活動として顧問（外部指導者）が指導し、日曜日は保護者会（育

成会）として、外部指導者が指導している。

〇連携していく・している中学校とスポーツクラブ

〇設立年月日・会員数（令和５年度）
はしまモアスポーツクラブ・・・・平成１５年設立（２２年目）、会員数７６０名

はしまなごみスポーツクラブ・・・平成２４年設立（１３年目）、会員数３３５名

はしま南部スポーツクラブ・・・・平成１９年設立（１８年目）、会員数４８２名

～羽島市総合型地域スポーツクラブ～

総合型地域スポーツクラブ中学校・義務教育学校
はしまモアスポーツクラブ（北部）羽島中学校

はしまなごみスポーツクラブ（中部）竹鼻中学校
中央中学校

はしま南部スポーツ村（南部）中島中学校
桑原学園

竹鼻中

羽島中

中央中

桑原学園

中島中

～羽島市総合型地域スポーツクラブ～

≪羽島市第六次総合計画 後期実施計画≫

将来都市像

「心安らぐ 幸せ実感都市 はしま」

Ⅰ 子育て・学び 〜次世代を育むまち〜
生涯スポーツ

① スポーツ参加機会の充実
● 総合型地域スポーツクラブ推進事業

～行政として～
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≪羽島市教育大綱 教育理念≫

次代の羽島を創造する人づくり
〜志を持ち心豊かに学び合う コミュニティの実現を目指して〜

～行政として～

〇地域の大人が教育にかかわり、多様な生き方を子ど
もたちに示すことで自発的な「生きる力」を育む。

〇教職員の働き方改革、働きがいのある職場づくりに
取り組む。

〇休日部活動の地域移行を中心として、学校部活動の
運営について学校と地域のスポーツクラブとの連携
等の取り組みを進め、生徒のニーズに応えられる
クラブ運営の支援

〇小中学生中心の団体が学校施設を利用する場合の
減免措置の見直し

〇休日の運動部活動地域移行推進に向けての概要・
スケジュール策定

～行政として～

羽島市立中学校・義務教育学校における

休日の運動部活動地域移行推進に向けての概要

 部活動数の減少により、生徒が自分に合った活動を選択できる幅が狭まる
 教職員数の減少により、設置できる部活動の種類が少なくなっている
 人数を要する団体種目の部活動の成立が難しくなってきている
 専門的に指導ができる運動部活動顧問の異動により競技力・チームワークが低下している
 部活動・育成会活動における保護者見守り当番等の負担が大きくなっている
 部活動顧問が部活動指導に多くの時間を費やし、過重労働につながっている
 競技未経験の顧問による運動部指導により、競技力の向上が難しいことや生徒の怪我や事故につ

ながる恐れがある

中学校部活動・育成会（保護者）活動の課題

生徒の自分に合った活動の選択肢・機会の確保
持続可能な部活動と教員の負担軽減のための推進が必要

 生徒の自分に合った活動の選択肢・機会を確保するための仕組みの構築
 休日に地域でスポーツ活動を実施できる環境を整備
 充実した活動を生み出すための指導者の確保と指導者育成の仕組みの構築
 休日に教員が部活動の指導に携わらなくてよい環境の構築

推進の方向性

 羽島市総合型地域スポーツクラブを受け皿とした地域移行
 生徒のニーズに応えられる総合型地域スポーツクラブの運営の支援
 岐阜県・羽島市スポーツ協会や近隣大学等と連携した指導者の確保
 指導者が教育的配慮についての専門知識を深めるための研修会の実施
 学校施設を利用する場合の減免措置の見直し
 平日の教員の部活動指導の意義と目的の明確化

具体的な方策

羽島市立中学校・義務教育学校における

休日の運動部活動地域移行推進に向けてのスケジュール

２０２５
（R7）

２０２４（R
６）

２０２３
（R5）

２０２２
（R4）

２０２１
（R3）

国

岐阜県

羽島市

中体連

部活動改革の全国展開
●休日の部活動の段階的な地域移行

休日の部活動の指導を望まない教師が
部活動に従事しない環境の構築

中学校運動部活動地域移行推進事業
地域部活動指導者育成研修事業

中体連の検討委員会
●大会の実態把握
●大会の在り方の整理
●生徒にとって望ましい合理的な大会の推進

大会の実施の在り方の周知
★R9年度より実施

教師の兼職兼業に

よる地域部活動への
参画

地域部活動・合同部活動を推進
するための実践研究の実施

休日の部活動の段階的な地域移行
●準備が整った中学校より段階的に移行

地域部活動を推進するための
実践研究の実施（竹鼻中）

市内総合型地域SCのクラブ運営支援

部活動指導員の配置支援
地域スポーツ・文化環境の整備の推進

活動時間の適正化の推進
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竹鼻中学校×はしまなごみスポーツクラブ

休日の地域部活動への

移行（クラブ化）の経緯

地域部活動への移行（クラブ化）のきっかけ
＜平成３０年度 竹鼻中 部活動育成会本部 保護者の要望＞
・「もっとやりたい生徒」へのニーズに応えられない
・熱心な先生が異動した場合、競技力の維持ができない
・身近に運動クラブがあれば、遠くのクラブへ行く必要

がない
・保護者の負担が大きい

部活動育成会が、
市内総合型地域スポーツクラブ等へ調査に行く

地域部活動（クラブ化）のきっかけ ～竹鼻中となごみSCとの連携に向けての動き～

① 令和元年度
＜竹鼻中 部活動改善委員会の立ち上げ＞

・学校の現状を育成会役員、PTA、はしま
なごみクラブ代表者へ相談

・部活動の在り方、指導方法、育成会(保
護者)組織の縮小等の改善を再検討
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② 令和２年度
＜はしまなごみスポーツクラブ 部活動のクラブ化受け入れ 決断＞

・「文部科学省・スポーツ庁」が地域で部活動を
支える事業を推進している

・さらに子どもたちの活動環境を整えたい
・学校や地域の困り感を助けたい
・すでに「陸上部を指導している」実績がある

～竹鼻中となごみSCとの連携に向けての動き～ 竹鼻中学校×はしまなごみスポーツクラブ

地域部活動への移行
（クラブ化）

竹鼻中学校 保護者説明会

（令和２年６月実施）

〜部活動・育成会活動の現状（生徒の声）〜

・冬季期間の平日の部活動がほとんどないから、もっとやりたい。
・行事などがあると部活動の活動時間がなくなっていく。
・土日の活動は育成会活動（保護者中心）として行っている。
・社会人コーチがきて指導してくれる。
・部によって専門的に指導できる顧問の先生とそうでない先生といる。
・部活動の加入が自分たちでの選択になった。
・顧問の先生が異動してしまわないか不安。
・部活をやることで親に負担をかけてしまわないか心配。

保護者説明会資料

運動部
１２部活動
野球部
サッカー部
男子テニス部
女子テニス部
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部
男子バレーボール部
女子バレーボール部
陸上部
卓球部
剣道部
柔道部

クラブ化

伸ばす
・さらに技術
・仲間づくり

学 び
・趣味ややりたいことができる

・勉強にさらに打ち込める

挑 戦
・部活と違う種目ができる

・色々な種目ができる

地域に貢献する大人に育てる

自分磨き！

保護者説明会資料
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これからを考えたとき、土日・祝日の
部活動のクラブ化を推進していきます︕
〇クラブ化って︖
・総合型地域スポーツクラブ「はしまなごみスポーツクラブ」に

加入して､土日、祝日等の活動をクラブで行っていきます。

〇「はしまなごみスポーツクラブ」とは︖
・地域でスポーツ、レクリエーションを楽しむことができる
・子どもたちが仲間と協力し、「たくましく生きる力」を育める
・夢や感動を与え合い、地域の活性化に役立つ
・総合型地域スポーツクラブとして、学校や地域のスポーツ環境整備を進める

保護者説明会資料

クラブ化の長所・短所
〇長所
・技能向上を目指せる環境が作れる。
・選択肢が増え、やりたいことに挑戦できる。
・自分の時間が増え、やりたいこと・勉強に集中できる。

〇短所
・練習量が増え、休みが少なくなることがある。
・活動によって、目標や運営方法が異なる。
・負担するお金が増えることがある。

保護者説明会資料

皆さんが心配と思うことについて
〇部活動（顧問）とクラブ（コーチ）で指導者が代わる。

指導方針が違うのではないか︖
→ 部活動クラブ活動引き継ぎ用紙を活用し、

顧問とコーチとで、今まで以上に連携を取る。
生徒たちが戸惑うことなく、活動を作り出していく。

〇選手選考はどうなるのか︖
・中体連などの部活動で出場する場合

→ 顧問が選手を決定（社会人コーチにも相談）
・クラブで出場する場合

→ クラブの指導者が選手を決定

保護者説明会資料

〇部活動の顧問の先生は、クラブの指導ができるのか︖
→ 「はしまなごみスポーツクラブ」の指導者に登録すれば、

指導できる。基本的には平日の部活動での指導。

〇文化系の部活動はクラブ化しないのか︖
・専門性が高い指導者の確保が難しい
・十分な設備が整った練習会場の確保が難しい
・活動の制限を受けてしまう
・楽器、教材、教具の管理責任の問題 などなど
⇒環境が整い次第クラブ化する。令和３年度４月のクラブ化は見送り

皆さんが心配と思うことについて
保護者説明会資料
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〇クラブに入ると、入会金や費用が今まで以上にかかるのか︖
→ 基本的には大きく変わらない。

※活動に応じて別途徴収することがある。

皆さんが心配と思うことについて

計 6,900円

2,000円年会費

移
行
後

800円スポーツ保険

4,000円参加料
（1人3か月1,000円︓12ヶ月分）

100円部活動協力金

計 5,800円
800円スポーツ保険移

行
前 5,000円部活動協力金

保護者説明会資料

皆さんが心配と思うことについて
〇１ヶ月の活動上限回数はあるのか。
→ ８回以内にする。

（子どもたちの体調のことを考えたうえで）

〇指導者が少ないときは、はしまなごみスポーツク
ラブが見つけてくれるのか。
→ 一緒になって見つけていきます。また、岐阜

聖徳学園大学の４年生の学生をサポートとし
て派遣を検討しています。

保護者説明会資料

〇クラブとして活動するにあたり、当番活動など保護者への
負担がかからないのか︖

→ 基本的には当番活動はない。
しかし、クラブごとの規約等で決めて行うことがある。

皆さんが心配と思うことについて
保護者説明会資料

〇規約とは︖
・各クラブのルール・約束

（規約に沿ってクラブを運営していく）

・部活動顧問が作成して、コーチ・保護者に相談し
ながら最終決定する。

・クラブ内の細かい決まりごとについては、内規を定め
る。

「クラブの規約」について
保護者説明会資料
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〇コーチへの謝礼について
・ １回の活動参加につき、 1,000円
・育成会本部からのQUOカード（年間5,000円）も継続。

（中体連・協会等の大会は部活動扱いのため）

〇コーチ登録用紙について
・実績・取得した指導者資格、在学生徒の有無等の記入。
・指導者宣誓書（暴力・暴言等の防止のため）

「コーチの謝金・登録」について
保護者説明会資料

～羽島市の運動部活動地域移行状況～

移行先のスポーツクラブ
中学校・義務教育学校

（運動部活動数）
移行時期

はしまなごみスポーツクラブ

はしまモアスポーツクラブ

はしま南部スポーツ村

羽島市立竹鼻中学校
（１２部活動）

R３.４月～

羽島市立羽島中学校
（１６部活動）

R５.４月～
羽島市立中島中学校

（６部活動）

羽島市立桑原学園
（３部活動）

羽島市立中央中学校
（１０部活動）

R6.４月～

地域移行後の振り返り

（令和３年～令和５年）

R３加入状況（全校生徒５６５名）
・竹鼻中学校運動部活動 加入者数 ２９９名
・はしまなごみスポーツクラブ加入者数 ２５５名
・クラブ加入率 ８５％

～R3・R4 クラブ加入状況（竹鼻中）～

R４加入状況（全校生徒５７５名）
・竹鼻中学校運動部活動 加入者数 ３３１名
・はしまなごみスポーツクラブ加入者数 ２５２名
・クラブ加入率 ７６％
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～R5 クラブ加入状況（４中学校）～

クラブ
加入割合

クラブ
加入数運動部員数生徒数中学校

83.9％283337616羽島中
77.4％240310560竹鼻中
72.5％87120201中島中
64.9％243753桑原学園
74.6％6348041430合計(平均)

R３中学校クラブ登録指導者
・全指導者数 ２９名
（うち兼職兼業教職員指導者数５名）

～R3・R4 クラブ指導者登録人数（なごみ）～

R４中学校クラブ登録指導者
・全指導者数 ３１名
（うち兼職兼業教職員指導者数７名）

～R５ クラブ指導者登録人数（３クラブ合計）～

兼職兼業
教員指導者単位

クラブ数クラブ

74317モア

53012なごみ

3199南部

159238

～地域移行後のアンケート結果～
令和５年度結果令和４年度結果令和３年度結果生徒用 質問項目

９０％
（満足）

８１％
（満足）

８３％
（満足）

活動について、満足しているか。

９５％
（できた）

９６％
（できた）

９６％
（できた）

仲間との絆を深めることができたか。

９３％
（ない）

９６％
（ない）

９２％
（ない）

顧問が参加しないことで戸惑ったことはあるか。

令和５年度結果令和４年度結果令和３年度結果保護者用 質問項目

７２％
（満足）

７２％
（満足）

６２％
（満足）

活動について、満足しているか。

７５％
（適切）

８０％
（適切）

６２％
（適切）

保護者負担について、適切であるか。

８３％
（できた）

８１％
（できた）

８１％
（できた）

顧問でない指導者に安心して任せることができるか。

※令和３・４年は、なごみのみの結果。令和５年は、３クラブの結果。
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～地域移行後のアンケート結果～
令和５年度結果令和４年度結果令和３年度結果指導者用 質問項目

６２％
（満足）

８１％
（満足）

７１％
（満足）

活動について、満足しているか。

６４％
（できた）

９５％
（できた）

６７％
（できた）

顧問と連携できたか。

８７％
（できた）

８５％
（できた）

８３％
（できた）

保護者と連携できたか。

令和５年度結果令和４年度結果令和３年度結果顧問用 質問項目

９６％
（満足）

９５％
（満足）

１００％
（満足）

活動について、満足しているか。

７７％
（できた）

６９％
（できた）

９０％
（できた）

クラブ指導者と連携できたか。

１００％
（感じる）

１００％
（感じる）

他の地域・学校において推進するべきだと感じるか。

※令和３・４年は、なごみのみ結果。令和５年は、３クラブの結果。

〇生徒、保護者、指導者、顧問の平均の満足度が約８割であるためスムーズな移行
ができた

〇生徒・保護者のニーズに応える活動量の確保ができている
〇平均月１３．３時間の時間外勤務の削減となり、働き方改革につながっている。
〇年間にかかる保護者が負担する費用について、半数以上の保護者から適正である

理解を得られている
●地域スポーツ活動を担う望ましい指導者の育成・発掘
●運動部活動顧問やクラブ指導者、保護者との適切な連携方法
●少子化に伴い、単一クラブでのチーム編成ができないことから他クラブとの連携

が必要となる
●継続的な運営するためのスポーツクラブの経営基盤の整備

～アンケートからわかる成果と課題～

今後の改善の方向

①クラブ活動体験会の実施
・２月〜３月に新中学校１年生のクラブ活動体験会を実施し、生徒

たちが戸惑うことなく選択できるようにしていく。

②指導者の確保・育成研修会のさらなる充実
・岐阜県スポーツ協会、羽島市スポーツ協会の加盟している協会・

連盟や近隣大学、民間のスポーツクラブと連携して指導者の確保
をする。

・クラブ指導者に教育的配慮がある指導を行っていただくために、
自閉症スペクトラム等の専門的知識を研修できるようにしていく。

・スポーツ指導者登録紹介制度の運用（令和５年４月〜）

～改善の方向～
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③クラブ化後の部活動顧問、クラブ指導者、保護者との
連携システムの構築
・クラブ部活動引き継ぎ用紙だけでなく、定期的に連絡を取り

合い現状の交流をできる場・時間を設定する
④スポーツクラブと中学校での合同説明会の実施（年１

回程度）
・保護者役員の引継ぎを円滑に行うため、スポーツクラブと中学

校が合同で新役員（保護者）に説明会を実施する
⑤平日部活動の在り方の見直し

・教員の平日の部活動指導方法の見直し

～改善の方向～

①年会費、参加費、保険料、部活動協力金の統一

②子どもの選択肢の拡大
・１クラブ単位でチームが編成できない、練習が成立しない場合は、クラブ間

で合同チームを編成し、合同練習を実施したり、試合等に出場
・在住地域のスポーツクラブに行いたい競技種目がない場合は、他地域のス

ポーツクラブに設置されている行いたい競技を選択可能

～地域移行にかかわって連携するための
市内３スポーツクラブの取り決め事項～

計 １２，９００円

６，０００円年会費
６，０００円参加料（１か月５００円）

８００円スポーツ安全保険
１００円部活動協力金

～移行を契機としたスポーツ推進～

〇羽島市ＭＮＮ連絡協議会の実施（令和４年４月〜）

参加者︓県地域スポーツ課・県スポーツ協会（令和６年３月まで）
羽島市総合型地域スポーツクラブ代表者（事務員含む）
有識者、スポーツ推進課

計２０名程度
頻 度︓月に１回程度（合計２９回）
内 容︓スポーツクラブの今後の在り方、経営基盤の整備及び強化

地域移行のクラブ間連携等

〇行政と連携したクラブによる市民対象の「意見交流会」の開催
目 的︓これからの羽島市内のスポーツクラブの在り方を検討するため。

今後のクラブ間のつながりをより深め、羽島市のさらなるスポーツ振興にいかすこ
とができるため。

参加者︓自治会、クラブ関係者・指導者・会員等
参加者数︓１回目約７０名、２回目約６０名、３回目約６０名 （参加延べ人数 約１９０名）
実施方法︓ワールド・カフェ形式

テーマ ︓① いいところ、クラブが市民に貢献している取り組みの内容紹介
② 理想とする総合型地域スポーツクラブ像
③ 抱えている課題と問題点
④ 今後、取り組みたいことと、他クラブに所属クラブがサポートできること
⑤ 羽島市が目指す総合型地域スポーツクラブとは
⑥ 市内３つのクラブが具体的に取り組むと良いこと・できること・やりたいこと

～移行を契機としたスポーツ推進～
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交流会の様子
～移行を契機としたスポーツ推進～

参加者が書いた内容

～移行を契機としたスポーツ推進～

◼交流会での主な意見
➢羽島市の３つのスポーツクラブが一つになって連携することがで

きるクラブ（融合・合併等）
➢やりたいスポーツがあれば３つのクラブの垣根を越えて参加でき

るようにしたい
➢市内３つのスポーツクラブを１つの事務所でコントロールできる
➢３クラブが連携して、合同チームを作り、目的別のチーム編成を

して取り組んでいく
➢１つの場所にいけば、すべてのクラブのことがわかる、伝えてく

れる場所がある
➢大人になってもスポーツを続けることができるように子どもの頃

からスポーツに親しむことができる環境の整備

～移行を契機としたスポーツ推進～

スポーツクラブ８４０

羽島市民羽島市 中学校／校長会

モアスポーツクラブ なごみポーツクラブ

南部スポーツ村

羽島特別支援学校

運動部活動の
窓口一本化
情報の一元化

すべての地区に同じスポーツ環境の提供
市民対象のスポーツ教室の開催

ボッチャ大会等の
パラスポーツを通して

共生社会の実現

－48

スポーツクラブ８４０の設立（羽島市におけるスポーツ環境に係る関係図）

羽島市 スポーツ推進委員

羽島市レクリエーション協会

羽島市 スポーツ少年団

羽島市 スポーツ協会

近隣大学

県庁・県スポーツ協会

羽島市 地方公共団体 

各団体との連携を強化し、指導者の派遣、部活
動移行の協力そして、助成金等の支援要請

羽島市行政との連携により、市内のスポーツ振興施策について
パートナーシップにより総合計画の推進、行政依存からの脱却

そして、他団体との連携推進を担っていくための基盤強化

スポーツ文化を羽島市に根付かせるとともに、行政主導による行政依存のスポー
ツ活動から脱却し、地域住民、各団体との連携を強化して、主体的に地域のス
ポーツ環境を創造していくという「社会イノベーション（変革）」に取り組む組織とし
て発展させていく考えである。
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ご清聴ありがとうございました

竹鼻まつり
山車 総揃い
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令和６年度
岐阜県地域クラブ活動
推進フォーラム

期日：令和６年１１月２９日（金）

場所：不二羽島文化センター

みのぎくホール

岐阜県教育委員会
体育健康課より情報提供

岐阜県教育委員会 体育健康課 部活動改革係

岐阜県
休日部活動の新たな地域クラブ移行状況

【調査１】部活動・休日部活動の地域移行状況調査より

移行総数【令和6年度以降予定含む】部活動総数項目

１,１２６部(６９.４％)１，６２３部
休日活動している

総部活動数

総部活動数 １，７９７部

１,０３７部(７２.４％)１，４３２部
休日活動している

運動部活動数

総運動部活動数 １，４９５部

８ ９ 部(４ ６．６％)１９１部
休日活動している

文化部活動数

総文化部活動数 ３０２部

【調査１】部活動・休日部活動の地域移行状況調査
○休日部活動の新たな地域クラブ移行状況 【令和６年５月現在速報値】
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令和５年度各市町村の
地域移行状況

令和５年度 中学校休日部活動の地域移行割合 （％）

90～100％

70％～89％

50％～69％

20％～49％

０％～19％

市町村名 R5部活動数 R5移行部活動数 移行率

1 岐阜市 264 126 48%

2 羽島市 57 37 65%

3 各務原市 115 9 8%

4 山県市 28 10 36%

5 瑞穂市 46 0 0%

6 本巣市 41 38 93%

7 羽島郡二町 32 0 0%

8 岐南町・笠松町 - - -

9 北方町 34 33 97%

10 大垣市 133 36 27%

11 海津市 25 20 80%

12 養老町 28 0 0%

13 垂井町 26 0 0%

14 関ケ原町 7 6 86%

15 神戸町 14 0 0%

16 輪之内町 11 2 18%

17 安八町 19 18 95%

18 揖斐川町 22 0 0%

19 大野町 25 4 16%

20 池田町 17 0 0%

21 関市 79 22 28%

22 美濃市 14 0 0%

23 郡上市 60 48 80%

24 美濃加茂市 44 15 34%

25 可児市 69 0 0%

26 富加町 - -

27 坂祝町 7 7 100%

28 川辺町 10 6 60%

29 七宗町 5 4 80%

30 八百津町 13 9 69%

31 白川町 10 6 60%

32 東白川村 5 4 80%

33 御嵩町 19 13 68%

34 多治見市 103 72 70%

35 土岐市 59 34 58%

36 瑞浪市 35 30 86%

37 恵那市 59 39 66%

38 中津川市 96 65 68%

39 高山市 107 21 20%

40 飛騨市 26 2 8%

41 下呂市 46 46 100%

42 白川村 5 2 40%

合計 1,815 784 43%

部活動数に対する認定証取得者割合 （％） 令和６年１０月現在

100％以上

70％～99％

50％～69％

30％～49％

０％～29％

市町村名 R6部活動数 認定証取得人数 割合

1 岐阜市 261 113 43%

2 羽島市 58 25 43%

3 各務原市 115 85 74%

4 山県市 26 48 185%

5 瑞穂市 46 50 109%

6 本巣市 41 52 127%

7 羽島郡二町 32 3 9%

8 岐南町・笠松町 - - -

9 北方町 34 4 12%

10 大垣市 129 59 46%

11 海津市 26 6 23%

12 養老町 23 3 13%

13 垂井町 27 23 85%

14 関ケ原町 7 2 29%

15 神戸町 14 27 193%

16 輪之内町 11 7 64%

17 安八町 19 20 105%

18 揖斐川町 22 35 159%

19 大野町 25 41 164%

20 池田町 17 34 200%

21 関市 76 31 41%

22 美濃市 14 7 50%

23 郡上市 59 86 146%

24 美濃加茂市 47 18 38%

25 可児市 68 18 26%

26 富加町 美濃加茂市に含む 0 -

27 坂祝町 7 16 229%

28 川辺町 10 6 60%

29 七宗町 5 4 80%

30 八百津町 13 8 62%

31 白川町 10 11 110%

32 東白川村 5 0 0%

33 御嵩町 19 6 32%

34 多治見市 106 23 22%

35 土岐市 59 27 46%

36 瑞浪市 35 15 43%

37 恵那市 57 23 40%

38 中津川市 98 37 38%

39 高山市 99 76 77%

40 飛騨市 27 35 130%

41 下呂市 45 8 18%

42 白川村 5 2 40%

合計 1,797 1,094 61%

学校も含めた地域で・・・
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地域移行推進期間は特に

地域クラブ活動
【休日のクラブ活動】

【平日の部活動】

【市町村担当課・総合型クラブ等】

運営団体

学 校実施主体

生徒が、より充実した活動になるようにしていくことが大切

生徒の思い、活動の様子を共有していくことが大切

学校は地域の一部
～地域連携による生徒・保護者・指導者にとって安心・安全な体制整備～

地域クラブ活動
【休日クラブ活動】

・地域クラブでの休日の
活動内容の様子

・生徒の様子
・技術面・活動面の課題
・指導内容

学 校
【平日の部活動】
・学校での活動内容
・生徒の様子
・技術面・活動面の課題
・指導内容

部活動顧問とクラブ指導者との連携

移行期だからこそ地域と連携し学校の教育活動を理解してもらうことが重要

平日の活動と休日の活動をつないでいく

「学校は部活動を地域に任せて何もしない」「働き方改革で部活動を辞めた」

・子供たちのスポーツ環境を整え、より充実した活動ができるように、
推進期間の今、学校と地域が連携していくことが重要

学校は地域の一部
～地域連携による生徒・保護者・指導者にとって安心・安全な体制整備～

生徒・保護者・指導者に
とって、安心・安全な地域
クラブ活動の体制整備のた
めにすべきこと

実施主体の認証制度の導入

視点１ 規約の確認、役員の確認

視点２ 会計の確認、通帳の確認

視点３

保険の確認視点４

指導者登録・管理の確認

スポーツ団体ガバナンスコードの遵守

スポーツ・文化・芸術団体ガバナンスコードを
遵守し４つの要件を満たした地域クラブ
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地域クラブの認証制度のご提案
利用者にとって安心して利用できるクラブを継続的に運営することが、地域のスポーツ環境の充実となる。
そのためには、信頼のある運営団体が、実施主体の運営状況を確認し、適切な運用団体を認定していく必要がある。

総合型スポーツクラブ
スポーツ協会等

行政・担当部局

申 請

認 定

管理・補助金

認定に関わる書類の提出

運営団体

定期的に運営状況の審査を行い、認定条件を満たしたクラブには、財政的な支援、利用施設の減免、施設の優先利
用等を行い、充実した活動を支援していく。

実施主体

令和６年９月２５日（水）
第２回推進会議でのご提案

実施主体を認証し、管理していく

これまでのご提案を踏まえ
新たなご提案

運営団体のご提案

運営団体の業務を持続可能にし、運営基盤の強化を図る
安心・安全で継続的な地域クラブの認証制度

安心・安全な地域クラブの活動を支援・補助・管理

実施主体

運営団体
委 託

連携・協力・情報共有

行政から受託し運営業務を担う

申 請
認定に関わる書類の提出

認 証
管理・補助金

〇〇市町村

運営団体事務局を設置

・総合型スポーツクラブ ・スポーツ協会・少年団等

相談窓口の設置

指導・管理
補助金

市町村委託型モデル
市町村 → 運営団体

＜委 託＞

運営団体の業務を持続可能にし、運営基盤の強化を図る
安心・安全で継続的な地域クラブの認証制度

安心・安全なクラブの運営を支援・補助・管理

実施主体

運営団体
委 託

連携・協力・情報共有

行政から受託し運営業務を担う
実施主体を認定する４つの視点

・指導者研修会への参加
・実施主体の規約の作成
・運営団体の規約を遵守した活動
・学校と運営団体との連携

〇〇市町村

事務局を設置

・総合型
スポーツクラブ

・スポーツ協会
・少年団等

・学校･クラブ･行政との連携
・運営団体の規約策定
・定期的な会議の実施
・クラブ会費の授受
・クラブの活動計画の管理
・指導者謝金の支払い業務
・源泉徴収の手続き業務

・使用施設の調整業務
・物品管理業務
・大会参加に関わる申請業務
・会計報告に関わる業務
予算報告・決算報告

・クラブ運営会議に関わる業務
・指導者研修や管理
・会員の相談業務 等

考えられる業務

相談窓口の設置

相談窓口の設置

・会費の徴収
・適切な会計・通帳管理
・会員・指導者の保険加入
・活動計画の作成（年間・月間）
・保護者との連絡（会議・報告書等）

指導・管理
補助金

認 証
管理・補助金

申 請
認定に関わる書類の提出

市町村委託型モデル
市町村 → 運営団体

＜委 託＞
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運営団体の業務を持続可能にし、運営基盤の強化を図る
安心・安全で継続的な地域クラブの認証制度

認定に関わる書類の提出

認 証
管理・補助金

・各実施主体の認定・各実施主体である各競技クラブを管理運営

運営団体

事務局を設置
〇〇市町村 行政・担当部局

相談窓口の設置

実施主体
申 請

市町村運営団体型モデル
市町村 → 各クラブ

＜運営団体＞ ＜実施主体＞

運営団体の業務を持続可能にし、運営基盤の強化を図る
安心・安全で継続的な地域クラブの認証制度

・各実施主体の認証
・各実施主体である各競技クラブを管理運営

運営団体

事務局を設置

〇〇市町村

相談窓口の設置

実施主体を認定する４つの視点

実施主体
・指導者研修会への参加
・実施主体の規約の作成
・運営団体の規約を遵守した活動
・学校と運営団体との連携

・会費の徴収
・適切な会計・通帳管理
・会員・指導者の保険加入
・活動計画の作成（年間・月間）
・保護者との連絡（会議・報告書等）

・学校とクラブの連携業務
・運営団体の規約策定
・定期的な会議の実施
・クラブ会費の授受
・保険加入業務・確認
・クラブの活動計画の管理
・指導者謝金の支払い業務
・源泉徴収の手続き業務

・使用施設の調整業務
・物品管理業務
・大会参加に関わる申請業務
・会計報告に関わる業務
予算報告・決算報告

・クラブ運営会議に関わる業務
・指導者研修や管理
・会員の相談業務 等

考えられる業務

市町村運営団体型モデル
市町村 → 各クラブ

＜運営団体＞ ＜実施主体＞

安心・安全な地域クラブ
のためには指導者の確保と
育成が必要

令和６年度地域クラブ指導者育成研修会

令和６年度地域クラブ指導者育成研修会

●すべての講義を受講した方には、（公財）岐阜県スポーツ協会より、認定証を発
行します。（有効期限４年、更新制）
●教員免許を有し、令和元年４月以降に中学校勤務実績があり、かつ１年以上中学
校部活動指導経験がある方は、講義①が免除となります。
●講義②・③については、（公益）日本スポーツ協会 ( 公認スポーツ指導者資格の
更新研修を修了したことになります。詳細は（公益）日本スポーツ協会
( のホームページをご確認ください。
●部活動地域移行に向けて課題となる地域での指導者確保のため、岐阜県教育委員
会では「岐阜県地域クラブ指導者人材バンク」を設けています。認定証取得後のご
登録について、ご協力をお願いいたします。

西濃地区
令和６年 ５月２６ 日（日）
神戸町中央公民館
［申込締切５月１９日（日）］

飛騨地区
令和６年 ６月８日（土）
こくふ交流センター
［申込締切６月１日（土）］

東濃地区
令和６年６月３０日（日）

中津川文化会館
［申込締切６月２３日（日）］

岐阜地区
令和６年12月１日（日）
本巣市民文化ホール
［申込締切 １１月２４日（日）］

可茂地区
令和６年12月7日（土）
白川町民会館
［申込締切 １１ 月３０ （土） ］

美濃 （中濃） 地区
令和６年12月15日（日）
日本まん真中センター
［申込締切１２月８日（日）］

受講料
無料

対 象
地域クラブ指導
者として活動を
希望する方

申込み
参加を希望され
る方は、QR 
コードより申込
みください。
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第４回 地域クラブ活動推進会議 
  

日 時 令和７年２月１９日（水） １３時３０分〜１６時３０分 
会 場 岐阜県県庁 ２０階 ２００４会議室 

 
式 次 第 

司会：体育健康課 宮崎 
１ 開会     
      
      

２ 挨拶 岐阜県教育委員会 義務教育総括監 青木 孝憲 

      
      

３ 令和６年度調査報告及び令和７年度岐阜県の地域移行   
 岐阜県教育委員会 体育健康課 岩見 光洋 

      
４ 情報交流  
  ①岐阜地区（岐阜市・羽島市・各務原市・ 

山県市・瑞穂市・羽島郡二町・北方町） 
①司会 茨 
    宮崎 

  ②西濃地区（大垣市・海津市・養老町・垂井町・神戸町・ 
輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田町） 

②司会 竹中 
澤田 

  ③美濃・東濃地区（関市・美濃市・郡上市） 
    （多治見市・土岐市・中津川市）  

③司会 山田 
鷲見 

    服部 
  ④可茂地区（美濃加茂市・可児市・富加町・ 

川辺町・八百津町・白川町・御嵩町） 
④司会 大澤 
    山本 

  ⑥飛騨地区（飛騨市・下呂市・白川村）Web にて 
 

⑥司会 田原 
    谷口 

      
５ 各交流グループのまとめ   

      

６ 
 
 
 
７ 

挨拶 
 
 
 
閉会 

岐阜県中学校体育連盟  会長 今西 卓  
         

岐阜県中学校長会 第９分科会 研究推進委員長 後藤 隆正 
 

岐阜県教育委員会 体育健康課 教育主管 古田 浩章 
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第４回
地域クラブ活動推進会議

期日：令和７年２月１９日（水）

場所：岐阜県庁２０階

2003・2004会議室

令和６年度調査より

【調査１】部活動・休日部活動の地域移行状況調査
○休日部活動の新たな地域クラブ移行状況

休日部活動をしている

部活動数 １，６２２部

休日部活動をしている

部活動移行数 １，１２５部
６９．３％

休日活動をしている

運動部活動数
１，４２９部

移行数 １，０３６部
７２．５％

移行数 ８９部
４６．１％

休日活動をしている

文化部活動数
１９３部

【調査３】
基本部活動・地域クラブ活動
に関する調査 生徒用
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質問３－１
学校部活動や地域クラブ活動に
対して、期待していることは何で
すか。

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していると回答した生徒 9,579人

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していないと回答した生徒 1,148人

質問３－１
「もし所属していたら」学校部活
動や地域クラブ活動に対して、期
待していることは何ですか。

質問３－２
学校部活動や地域クラブ活動に
ついて、今後、あなたが希望する
活動を選択してください。

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していると回答した生徒 9,579人

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していないと回答した生徒 1,148人

質問３－２
「もし所属していたら」学校部活
動や地域クラブ活動について、今
後、あなたが希望する活動を選択
してください。

質問３－３ （質問３－２で①③を選択した人のみ）

平日は、週にどの程度の学校部
活動や地域クラブ活動がしたい
ですか。

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していると回答した生徒 9,579人

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していないと回答した生徒 1,148人

質問３－３ （質問３－２で①③を選択した人のみ）

「もし所属していたら」平日は、週
にどの程度の学校部活動や地域
クラブ活動がしたいですか。。

質問３－４ （質問３－２で①③を選択した人のみ）

平日に１日何時間ぐらい学校部
活動や地域クラブ活動をしたいで
すか。

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していると回答した生徒 9,579人

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していないと回答した生徒 1,148人

質問３－４ （質問３－２で①③を選択した人のみ）

「もし所属していたら」平日に１
日何時間ぐらい学校部活動や地
域クラブ活動をしたいですか。
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質問３－５ （質問３－２で②③を選択した人のみ）

休日はどの程度、学校部活動や
地域クラブ活動がしたいですか。

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していると回答した生徒 9,579人

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していないと回答した生徒 1,148人

質問３－５ （質問３－２で②③を選択した人のみ）

「もし所属していたら」休日はど
の程度、学校部活動や地域クラブ
活動がしたいですか。

質問３－６（質問３－２で②③を選択した人のみ）

休日は１日何時間ぐらい学校
部活動や地域クラブ活動がした
いですか。

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していると回答した生徒 9,579人

学校部活動や地域クラブ活動に、
所属していないと回答した生徒 1,148人

質問３－６（質問３－２で②③を選択した人のみ）

「もし所属していたら」休日は１
日何時間ぐらい学校部活動や地
域クラブ活動がしたいですか。

「学校部活動や地域クラブ活動に所属していますか。」という問いに「学校部活動も地域クラブ
活動も、どちらにも所属していない」と回答した理由 1,44８人（13％）

「学校部活動や地域クラブ活動に所属していますか。」という問いに「学校部活動も地域クラブ
活動も、どちらにも所属していない」と回答した理由 1,44８人（13％）

⑨その他（主なもの）
・途中から参加しても、うまくできるか少し心配だから
・人間関係で嫌な思い出があるから。
・あまり長時間運動したくないから
・塾や勉強など、他にやっている習い事を優先したいから
・自分が心からやりたいと思える活動がないから
・お金もかかるし、送り迎えなど色々大変だから
・休みたくても休めないから
・１年生の頃の部活動が有意義な時間だと思わなかったから。
・親に反対されたから
・帰りが遅くなってしまうかもしれないから
・スポーツが苦手で、文化系の部活も自分が興味を持てない
内容だから
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令和７年度
岐阜県の地域移行

休日部活動地域移行
目標 １００％

地域移行１００％とは？

休日に部活動に変わる
地域クラブ活動があり、
部活動としての活動がない状況

令和６年度 中学校休日部活動の地域移行割合 （％）

90～100％

70％～89％

50％～69％

20％～49％

０％～19％

市町村名 R5部活動数 6年度移行数 移行率

1 岐阜市 238 151 63%

2 羽島市 54 50 93%

3 各務原市 110 51 46%

4 山県市 25 14 56%

5 瑞穂市 45 8 18%

6 本巣市 38 38 100%

7 羽島郡二町 30 0 0%

8 岐南町・笠松町 - - -

9 北方町 34 34 100%

10 大垣市 117 61 52%

11 海津市 26 26 100%

12 養老町 24 15 63%

13 垂井町 22 4 18%

14 関ケ原町 7 7 100%

15 神戸町 14 7 50%

16 輪之内町 10 2 20%

17 安八町 18 18 100%

18 揖斐川町 20 20 100%

19 大野町 24 4 17%

20 池田町 15 15 100%

21 関市 71 38 54%

22 美濃市 17 14 82%

23 郡上市 44 44 100%

24 美濃加茂市 42 27 64%

25 可児市 62 60 97%

26 富加町 - - -

27 坂祝町 7 7 100%

28 川辺町 10 9 90%

29 七宗町 5 5 100%

30 八百津町 12 11 92%

31 白川町 10 6 60%

32 東白川村 4 4 100%

33 御嵩町 16 15 94%

34 多治見市 76 75 99%

35 土岐市 50 49 98%

36 瑞浪市 30 30 100%

37 恵那市 51 51 100%

38 中津川市 75 71 95%

39 高山市 96 25 26%

40 飛騨市 24 12 50%

41 下呂市 44 44 100%

42 白川村 5 2 40%

合計 1,622 1124 69%
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そのために、
安心・安全な
運営団体が必要

運営団体の業務を持続可能にし、運営基盤の強化を図る
安心・安全で継続的な地域クラブの認証制度

安心・安全な地域クラブの活動を支援・補助・管理

実施主体

運営団体

委 託
連携・協力・情報共有

行政から受託し運営業務を担う

申 請

認定に関わる書類の提出

認 証

管理・補助金

〇〇市町村

運営団体事務局を設置

・総合型スポーツクラブ ・スポーツ協会・少年団等

相談窓口の設置

指導・管理

補助金

市町村委託型モデル
市町村 → 運営団体

＜委 託＞

運営団体の業務を持続可能にし、運営基盤の強化を図る
安心・安全で継続的な地域クラブの認証制度

安心・安全なクラブの運営を支援・補助・管理

実施主体

運営団体

委 託
連携・協力・情報共有

行政から受託し運営業務を担う

実施主体を認定する４つの視点

・指導者研修会への参加
・実施主体の規約の作成
・運営団体の規約を遵守した活動
・学校と運営団体との連携

〇〇市町村

事務局を設置

・総合型
スポーツクラブ

・スポーツ協会
・少年団等

・学校･クラブ･行政との連携
・運営団体の規約策定
・定期的な会議の実施
・クラブ会費の授受
・クラブの活動計画の管理
・指導者謝金の支払い業務
・源泉徴収の手続き業務

・使用施設の調整業務
・物品管理業務
・大会参加に関わる申請業務
・会計報告に関わる業務
予算報告・決算報告

・クラブ運営会議に関わる業務
・指導者研修や管理
・会員の相談業務 等

考えられる業務

相談窓口の設置

相談窓口の設置

・会費の徴収
・適切な会計・通帳管理
・会員・指導者の保険加入
・活動計画の作成（年間・月間）
・保護者との連絡（会議・報告書等）

指導・管理

補助金

認 証
管理・補助金

申 請
認定に関わる書類の提出

市町村委託型モデル
市町村 → 運営団体

＜委 託＞

運営団体の業務を持続可能にし、運営基盤の強化を図る
安心・安全で継続的な地域クラブの認証制度

認定に関わる書類の提出

認 証

管理・補助金

・各実施主体の認定・各実施主体である各競技クラブを管理運営

運営団体

事務局を設置

〇〇市町村 行政・担当部局

相談窓口の設置

実施主体

申 請

市町村運営団体型モデル
市町村 → 各クラブ

＜運営団体＞ ＜実施主体＞
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運営団体の業務を持続可能にし、運営基盤の強化を図る
安心・安全で継続的な地域クラブの認証制度

安心・安全なクラブの運営を支援・補助・管理

実施主体

運営団体

委 託
連携・協力・情報共有

行政から受託し運営業務を担う

実施主体を認定する４つの視点

・指導者研修会への参加
・実施主体の規約の作成
・運営団体の規約を遵守した活動
・学校と運営団体との連携

〇〇市町村

事務局を設置

・総合型
スポーツクラブ

・スポーツ協会
・少年団等

・学校･クラブ･行政との連携
・運営団体の規約策定
・定期的な会議の実施
・クラブ会費の授受
・クラブの活動計画の管理
・指導者謝金の支払い業務
・源泉徴収の手続き業務

・使用施設の調整業務
・物品管理業務
・大会参加に関わる申請業務
・会計報告に関わる業務
予算報告・決算報告

・クラブ運営会議に関わる業務
・指導者研修や管理
・会員の相談業務 等

考えられる業務

相談窓口の設置

相談窓口の設置

・会費の徴収
・適切な会計・通帳管理
・会員・指導者の保険加入
・活動計画の作成（年間・月間）
・保護者との連絡（会議・報告書等）

指導・管理

補助金

認 証
管理・補助金

申 請
認定に関わる書類の提出

市町村委託型モデル
市町村 → 運営団体

＜委 託＞

この業務を誰が担うのか？

【補足資料】実証事業における事業展開例について① 岐阜県教育委員会
体育健康課

【展開例①】
持続的な体制整備に向けたコーディネーターの配置

市町村地域展開担当主管課にコーディネーターを配置
☞コーディネータの役割
・地域展開の受け皿となり得る総合型地域スポーツクラブとの連絡・調整
・市町村における地域展開に関する資料作成や会計処理
・協議会に関わる準備、運営 等

・市町村地域展開担当主管課に配置していたコーディネーターを、地域展開の受け皿として準備
が整った総合型地域スポーツクラブに配置することで、持続的に安定的な運営できる事務局を整
備することにつなげることができる。

【地域展開後】

【地域展開前】 市町村
地域展開担当主管課

市町村
地域展開担当主管課

【補足資料】実証事業における事業展開例について②

【展開例②】
運営団体に対する支援

市町村地域展開担当主管課が、運営団体と委託契約を締結し、総合的な支援を展開
☞運営団体への支援例
・事務局員、クラブマネジャーの人件費
・活動場所使用料、消耗品、指導者保険料 等

・運営団体と委託契約を結び、クラブマネジャーや事務局員の雇用に係る経費を支援する
ことで、持続的かつ安定的な運営ができる事務局を整備することにつなげることができる。

・地域展開の運営団体として、事務局の体制を強化しするため、クラブマ
ネジャーを配置したい。

・中学生を受け入れることにより、会計等の事務量が増大するため、事務
局員を増員したい。

・多くの活動場所が必要となるため、使用料の負担が大きくなる。
事務局強化には、財政的支援が必要

岐阜県教育委員会
体育健康課

市町村
地域展開担当主管課
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運営団体も大切だけど
指導者がいないのでどうにかし
てほしい！

今、市町村に
何人の指導者がいますか？

各学校に
何人の指導者が足りませんか？

各学校に
何人の指導者が足りませんか？

どのように把握しましたか？
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知ってますか？

住民の皆さんに
周知していただけてますか？

岐阜県地域クラブ指導者育成研修会

岐阜県地域クラブ指導者育成研修会

令和６年１２月１９日現在

講座 日にち 地区 市町 会　場 人数 小　計 合　計

５月26日
（日） 西濃地区 神戸町 神戸町中央公民館 　132名

６月８日
（土） 飛騨地区 飛騨市 こくふ交流センター 　81名

６月30日
（日） 東濃地区 中津川市 中津川市文化会館 　93名

12月1日
（日） 岐阜地区 本巣市

本巣市民
　　文化ホール 　203名

12月7日
（土） 可茂地区 白川町 白川町　町民会館 　81名

12月15日
（日） 美濃地区 美濃市

日本まん
　真ん中センター 　92名

令和６年度　地域クラブ指導者育成研修会　参加人数

講座
①②
③

　306名

　　682名

　376名

令和４年～令和６年
地域クラブ指導者育成研修会 参加人数

令和６年度令和５年度令和４年度

682名460名325名参加人数

1,467名785名325名累計人数

令和６年度 部活動数に対する認定書取得者割合 （％）

100％以上

70％～99％

50％～69％

30％～49％

０％～29％

市町村名 R6部活動数 認定証取得人数 割合

1 岐阜市 261 187 72%

2 羽島市 58 34 59%

3 各務原市 114 116 102%

4 山県市 26 55 212%

5 瑞穂市 46 67 146%

6 本巣市 41 60 146%

7 羽島郡二町 32 7 22%

8 岐南町・笠松町 - - -

9 北方町 34 4 12%

10 大垣市 127 88 69%

11 海津市 26 7 27%

12 養老町 26 11 42%

13 垂井町 23 24 104%

14 関ケ原町 7 2 29%

15 神戸町 14 28 200%

16 輪之内町 11 8 73%

17 安八町 19 20 105%

18 揖斐川町 21 49 233%

19 大野町 25 44 176%

20 池田町 17 40 235%

21 関市 76 57 75%

22 美濃市 17 21 124%

23 郡上市 58 114 197%

24 美濃加茂市 48 36 75%

25 可児市 68 25 37%

26 富加町 美濃加茂市に含む 0 -

27 坂祝町 7 22 314%

28 川辺町 10 14 140%

29 七宗町 5 5 100%

30 八百津町 13 10 77%

31 白川町 10 18 180%

32 東白川村 5 0 0%

33 御嵩町 19 10 53%

34 多治見市 108 26 24%

35 土岐市 59 35 59%

36 瑞浪市 35 15 43%

37 恵那市 57 28 49%

38 中津川市 97 39 40%

39 高山市 99 90 91%

40 飛騨市 27 35 130%

41 下呂市 45 16 36%

42 白川村 5 2 40%

合計 1,796 1,469 82%人材バンク登録者数 ５９３人
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令和７年度 地域クラブ指導者育成研修

日時・会場

岐阜県教育委員会 体育健康課 部活動改革係

10:40～11:40講義１ 部活動指針・ガイドラインに則った指導に関する研修（60分）
講師：岐阜県教育委員会体育健康課 指導主事

〜昼休憩・午後からの受講受付〜

13:00～14:15講義２ スポーツ医・科学に関する研修（75分）
講師：中部学院大学スポーツ健康科学部スポーツ健康課学科 有川 一氏

14:40～15:40
講義３ー

１ スポーツ・文化活動におけるコーチングの課題（60分）
講師：JSPOコーチングデベロッパートレーナー 日本体育大学 古川 佑生
氏

15:50～16:50
講義３ー

２

講師：JSPOコーチングデベロッパートレーナー 日本体育大学 古川 佑生
氏

プレーヤーズセンタードに基づくパフォーマンスづくり（60分）
〜「個性」と「才能」を引き出す〜

研修日程

受講料 無
料

対 象 地域クラブ指導者として活動を希望する方

申込み 令和７年４月より、岐阜県スポーツ協会ホームページから申込ができます。

●すべての講座を受講した方には、（公財）岐阜県スポーツ協会より、認定証を発行します。
（有効期限４年、更新制）

●教員免許を有し、令和元年４月以降に中学校勤務実績があり、かつ１年以上中学校部活動指導経験
がある方は、講座１が免除となります。

●講座２・３については、（公益）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の更新研修を修了したこと
になります。詳細は（公益）日本スポーツ協会のホームページをご確認ください。

●部活動地域移行に向けて課題となる地域での指導者確保のため、岐阜県教育委員会では「岐阜県地域クラブ指導
者

人材バンク」を設けています。認定証取得後のご登録について、ご協力をお願いいたします。

岐阜地区
令和７年6月1日（日）

不二羽島文化センター

西濃地区
令和７年12月14日（日）

大垣市スイトピアセン
ター

美濃（中濃）地区
令和７年10月18日（土）

美濃市文化会館

可茂地区

令和７年6月8日（日）
美濃加茂市文化会館

東濃地区
令和７年12月20日（土）
瑞浪市総合文化センター

飛騨地区

令和７年5月24日（土）
高山市民会館

日本スポーツ
協会

ホームページ
▼

10:15～10:40 受付・開会・事務連絡等

11:40～13:00

岐阜県スポーツ
協会

ホームページ▼

知ってますか？

岐阜県地域指導者人材バンク！

岐阜県地域クラブ指導者人材バンク整備

市町村
教育委員会

地域クラブ指導者
人材バンク

県教育委員会

登
録

【目標】
R7登録者数 約１，８００人

理管

市町村教育委員会や地域クラブの運営団体・実施主体が必要とする、地域指導者の情報を県のサーバで管理し、適切な人材をスムーズに
検索、マッチングするためのシステムを整備する。【R6年4月より運用開始】

地域指導者の
掘り起こし 地域クラブ指導者育成研修事業

教育事務所

問い合わせフォー
ムに必要事項を記
載し、教育事務所
にメール送信

問い合わせフォー
ムをもとに、地域
指導者人材バンク
に照会

照

会

地域指導者を探
すため、市町村
相談窓口に連絡

運営団体
実施主体

①体育・スポーツ
系学部に所属する
大学生

⑤地域で活動して
いる文化団体の指
導者

④吹奏楽連盟に加
盟している団体の
指導者

③民間スポーツク
ラブの指導員

②学生スポーツで
活躍し、第一線を
退いた社会人

⑥中学校・高校を
退職した教員

教育事務所からの
照会結果を運営団
体・実施主体へ回
答

地域指導者候
補者について、
市町村教育委
員会と連携し
て交渉

照会結果を回答（公財）岐阜県スポーツ協会、岐阜県教育委員会【共催】

＜講座＞
①「中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に

関する総合的なガイドライン」 に則った研修
②スポーツ医・科学に関する研修
③効果的なスポーツ・文化活動の指導方法についての研修

講座①②③を各１回受講（必須） ※職歴等による免除措置有

岐阜県教育委員会
体育健康課
部活動改革係

令和６年
地域クラブ指導者人材バンク 登録人数

令和６年度

５９３名
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知ってますか？

岐阜県地域指導者人材バンク！

令和７年度の重点

〇残り４９７部の地域移行
〇休日部活動の地域展開 １００％

１,１２５部(６９.３％)１，６２２部
休日活動している

総部活動数

重点１

〇運営団体による、実施主体の認定クラブ
制度の実施

重点２

情報提供
令和７年度
部活動の地域連携や地域スポーツ・
文化クラブ活動移行に向けた環境の
一体的な整備等について
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【補足資料】実証事業における事業展開例について②

【展開例③】
部活動の地域展開に係る研修会の開催
体制構築に必要な研修会を開催
☞研修会の経費として認められるもの
・講師謝金、旅費
・研修会に係る会場費、消耗品費、印刷製本費

市町村
地域展開担当主管課

【実践例】
・先進事例を紹介できる講師を招聘し、関係部局におい
て勉強会を実施する。
・地域スポーツクラブ等設立に携わった経験がある講師
を招聘し、地域住民に向けた研修会を実施する。

講師

依頼

【関連事業】地域スポーツクラブ活動アドバイザー

【実践例】
・岐阜県地域クラブ活動推進フォーラムにおい

て、地域スポーツクラブ活動アドバイザーを
活用し、研修会を実施
☞自治体として年３回活用することができる。
☞市町村単位でも活用可能。講師謝金、旅費

ともに無料

【補足資料】実証事業における事業展開例について③ 岐阜県教育委員会
体育健康課

179



「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改
革に関する実行会議」中間とりまとめ

（令和6年12月公表）について

改革の理念及び基本的な考え方等

●急激な少子化が進む中でも、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文
化芸術活動に親しむ機会を確保・充実するのが改革の主目的 （※１）。

●学校単位で部活動として行われてきたスポーツ・文化芸術活動を、地域全
体で関係者が連携して支え、生徒の豊かで幅広い活動機会を保障。

●地域クラブ活動（※２）においては、学校部活動が担ってきた教育的意義を
継承・発展させつつ、新たな価値を創出することが重要。

（※１）改革を実現するための手法を考える際には、学校における働き方改革
の推進を図ることや良質な指導等を実現することについても考慮

（※２）民間のクラブチーム等との区別や質の担保等の観点から、地域クラブ
活動の定義・要件や認定主体等を国として示す必要。

⇒ 上記の理念等をより的確に表すため、地域全体で連携して行う取組のうち、
「地域移行」という名称は、「地域展開」に変更（地域展開を行い、学校部
活動から地域クラブ活動に転換した場合であっても、地域クラブ活動の実
施に当たって、学校施設の活用等、学校との連携は図る必要）。

「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間とりまとめ（令和6年12月公表） ポイント

今後の改革の方向性

●地方公共団体が幅広い関係者の理解と協力の下、平日・休日を通した活動
を包括的に企画・調整し、地域の実情等にあった方針を決定。

「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間とりまとめ（令和6年12月公表） ポイント

・休日については、次期改革期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展
開の実現を目指す。
（中山間地域や離島など特殊な事情により地域展開が困難な場合等には、当面、
部活動指導員の配置等を適切に実施）

・平日については、各種課題を解決しつつ更なる改革を推進。まずは、国において
地方公共団体が実現可能な活動の在り方等を検証、地方公共団体においては、
平日・休日を通した活動を包括的に企画・調整しつつ、地域の実情等に応じた取
組を実施。

改革の
進め方

「改革実行期間」（前期：令和8～10年度⇒ 中間評価⇒ 後期：令和11～13年度）
※現時点で着手していない地方公共団体においても、前期の間に休日の地域展
開等に着手。

次期
改革期間

・地方公共団体において、地域の実情等に応じて安定的・継続的に取組が進めら
れるよう、受益者負担と公的負担とのバランス等の費用負担の在り方等を検討す
る必要（公的負担については国・都道府県・市区町村で支え合うことが重要）。
・家庭の経済格差が生徒の体験格差につながることのないよう、経済的に困窮す
る世帯の生徒への支援については確実に措置を行う必要。

費用負担
の在り方

等
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地方公共団体における推進体制の整備

●専門部署の設置や総括コーディネーターの配置等、適切な推進体制を整備。
都道府県のリーダーシップ、複数の市区町村による広域連携も重要。

「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間とりまとめ（令和6年12月公表） ポイント

学習指導要領における取扱い

●地域クラブ活動は、学校外の活動ではあるものの、教育的意義を有する活
動であり、継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し、学校を
含た地域全体で生徒の望ましい成長を保障するもの。そのため、地域クラブ
と学校との連携が大切。

●今後、地域クラブ活動の意義や地域展開の進捗等を踏まえつつ、学校部活
動と地域クラブ活動に関する記載の在り方を検討（最終とりまとめまでに更
に検討）。
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地域クラブ活動推進 
コーディネーター会議 

【全８回概要】 

＜第１回＞ 令和６年 ４月２６日（金） 

＜第２回＞ 令和６年 ５月２７日（月） 

＜第３回＞ 令和６年 ６月２０日（木） 

＜第４回＞ 令和６年 ７月２９日（月） 

＜第５回＞ 令和６年 ９月２５日（水） 

＜第６回＞ 令和６年１１月１２日（火） 

＜第７回＞ 令和６年１２月 ４日（水） 

＜第８回＞ 令和７年 ２月１９日（水） 



市町村

コーディネーター

県総括コーディネーター

県推進コーディネーター（６名）

各市町村における休日部活動の地域移行に関する状況調査
各市町村協議会、保護者会等への参加
地域クラブ運営団体・実施主体等との情報交換

県教育委員会体育健康課

各市町村部活動地域移行担当主管課

日 程：年４回開催予定（６月、９月、１２月、２月）
参加者：県、県総括コーディネーター、県推進コーディネーター、県スポーツ協会、

関係機関担当者、市町村コーディネーター、各市町村部活動地域移行担当主管課等
内 容：地域移行に係る情報提供、地区やテーマに基づいた意見交流等を実施予定

◆地域クラブ活動推進会議◆

日 程：年８回開催予定
（４月、５月、６月、７月、９月、１１月、１２月、２月）

参加者：県、県総括コーディネーター、県推進コーディネーター等
内 容：地域移行に係る情報提供、運営団体における体制整備に関す

る支援方法の共有

◆県コーディネーター会議◆

実証事業におけるコーディネーター業務

地域クラブ

運営団体・実施主体

県スポーツ協会

クラブアドバイザー

スポーツ庁
地域スポーツクラブ活動

アドバイザー事務局

情報提供

助言

情報提供 助言・支援

情報提供

情報提供助言・支援

助言・支援

情報共有

情報共有

情報交換

情報収集

協力依頼

県内の休日部活動の地域移行に関するデー
タをもとに、市町村への支援方針を立案

運営団体における体制整備や、県が立案し
た市町村への支援方針について助言

指導助言

情報交換
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令和６年度 岐阜県地域クラブ活動推進コーディネーター会議見通し （案）

本
年
度
の
ま
と
め
と
次
年
度
へ
の
見
通
し

６月２０日
（木）

〇今年度の
事業説明

・地域クラブ
指導者育成
研修

・相談窓口

・県コーディ
ネーター紹介

第１回
地域クラブ

活動推進会議

〇各市町村
の進捗状況
の交流

〇移行に向
けての問題点
の整理

〇地域移行
に活用できる
取組の洗い
出し

〇今後の方
向性の確認

９月２５日
（水）

第２回
地域クラブ

活動推進会議

〇県内の事例
紹介

〇他県の事例
紹介

〇中間まとめ

・これまでの成
果と課題

〇各市町村の
進捗状況の
交流

〇地域移行へ
の実践から、出
た新たな問題点
の整理・改善策
の共有

〇地域移行へ
の実践から出た、
成果及び好事
例の整理

〇今後の重点
目標の明確化
及び具体的な
取組

１２月４日
（水）

第３回
地域クラブ

活動推進会議

〇県内の事
例紹介

〇全国の事
例・情報

〇本年度の
成果及び来
年度の方向
性について

〇各市町村の
進捗状況の
交流
〇本年度の成
果を明確にする。
〇地域移行に
向けての保護
者及び生徒の
実態をつかみ、
次年度の事業
への具体のイ
メージをもつ
〇来年度の向
けての他市町
村の事業内容
を基に、各市町
村の事業に生
かしていけるよう
にする

第
一
回

岐
阜
県
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
会
議

第
二
回

岐
阜
県
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
会
議

１１/１２
（火）

２/１９
（水）

・R５の実

績と本年
度の方向
・R６の重

点とコー
ディネー
ターの職
務

・昨年度ま
での地域
移行状況

・運営団体
の体制整
備に向け
たキー
パーソンの
役割につ
いて

・運営団体
の役割と
設立に向
けた実践
交流

１２/４
（水）

第
五
回

岐
阜
県
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
会
議

第
六
回

岐
阜
県
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
会
議

第
七
回

岐
阜
県
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
会
議

第
八
回

岐
阜
県
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
会
議

第
四
回

岐
阜
県
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
会
議

・市町村の
体制整備
の具体的
な取組と進
捗状況

・地域クラ
ブの設立
方法と課
題について

・令和７年度に向け
ての予算・体制整

備・規約等の具体
的な情報を共有

・来年度地域移行
を見据える市町村
が、運営団体の体
制整備に向けた取
組を開始するため
の提案

第
三
回

岐
阜
県
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
会
議

６/２０
（木）

・運営団体
の体制整
備に関す
る事例紹
介と分析

・地域移行
に向けて
積極的に
動き出せ
ていない市
町村の状
況確認

７/２９
（月）

４/２６
（金）

５/２７
（月）

９/２５
（水）

・運営団体
の体制整
備に関す
る事例紹
介と分析

・地域移行
に向けて
積極的に
動き出せ
ていない市
町村の状
況確認

・市町村の
体制整備
の具体的
な取組と進
捗状況

・地域クラ
ブの設立
方法と課
題について

・市町村の
体制整備
の具体的
な取組と進
捗状況

・保護者ク
ラブが運営
団体となる
ために必
要な事柄
の整理と
分析

183



１２月４日（水）

休日部活動の段階的な地域移行の状況について

第３回 地域クラブ活動推進会議

令和6年度岐阜県地域クラブ活動推進コーディネーター会議見通し （案）

９月２５日（水）６月２０日（木）

第２回 地域クラブ活動推進会議第１回 地域クラブ活動推進会議

◇指導者の確保 〇指導者の確保
の方法

◇指導者の謝金 謝金の財源 ・ 謝金の額 ・ 持続可能な謝金の在り方

◇受け皿の

体制整備の仕方
〇組織の作り方

◇施設使用の整備

〇規約の内容 〇受益者負担と公的
資金のバランス

〇保護者への
説明方法

◇休日クラブと

学校の連携

〇使用設備の確保 〇使用料金の減免〇活動場所

〇連携会議等
の持ち方 〇連携会議の参加者 〇連携会議

の時期 〇連携会議内容

◇指導者の質の

担保

〇指導者育成
研修について

〇地域クラブ指導者
人材バンクの運用

〇競技歴・指導歴
の把握と管理

〇不適切な指導者
の対応

〇委嘱・委任
の方法

〇指導者
の管理見届け

〇平日と休日の活動
の情報共有
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地域指導者育成研修会 
開催概要 

（１）開催要項 

（２）令和６年度実績 



令和６年度 地域クラブ指導者育成研修会 開催要項 

 

１．趣    旨： 

  学校教育の一環として位置付いている部活動を、地域に新たな形態で進めるには、現在部活動

の指導にあたっている教員約 1,800 人に代わる地域指導者の確保が必要となる。しかし、部活動の

教育的意義を理解した上で、生徒のスポーツ・文化への興味関心の向上や体力・技能の向上に資す

る指導が行える指導者は数少ないのが現状である。そのため、指導技術だけでなく、学校での教育

方針や部活動の教育的意義を理解した指導者を、県内全域に確保・育成することを目的に本研修

会を開催する。 

 

２．主    催： 岐阜県教育委員会、公益財団法人岐阜県スポーツ協会 

 

３．参 加 者： 地域クラブ指導者として活動を希望する方 

 

４．開催講座：  

①「岐阜県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライ

ン」に沿った研修 

  ②スポーツ医・科学に関する研修 

③効果的なスポーツ・文化芸術活動の指導方法についての研修 

   ※教員免許を有し、令和元年４月以降に中学校勤務実績があり、かつ１年以上中学校部活

動指導経験がある方は、講義①が免除になります。 

   ※講義①②③をすべて受講した方には、（公財）岐阜県スポーツ協会より、認定証を発行し

ます（有効期限４年、更新制）。 

 

５．開催期日及び会場： 

  ①西濃地区：令和６年５月２６日（日）  神戸町中央公民館    

安八郡神戸町大字神戸 1203   TEL：0584‐27‐7321 FAX：0584‐27‐7324 

 

  ②飛騨地区：令和６年６月８日（土）  こくふ交流センター     

高山市国府町広瀬町 880 番地 1 TEL：0577‐72‐4480 FAX：0577‐72‐4480 

 

  ③東濃地区：令和６年６月３０日（日）  中津川文化会館      

中津川市かやの木町 2-2    TEL：0573‐66‐4011 FAX：0573‐66‐8479 

 

  ④岐阜地区：令和６年１２月１日（日）  本巣市民文化ホール   

本巣市軽海 718         TEL：058‐323‐5373 FAX：058‐323‐5362 

 

    ⑤可茂地区：令和６年１２月７日（土）  白川町 町民会館       

加茂郡白川町河岐 1645-1    TEL：0574‐72‐2317 FAX：0574‐72‐2503 

 

  ⑥美濃地区（中濃）：令和６年１２月１５日（日） 日本まん真ん中センター 

郡上市美並町白山 430-4    TEL：0575‐79‐3700 FAX：0575‐79‐3555 
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６．日  程： 別紙日程表参照 

 

７．参 加 料： 無 料 

 

８．定  員： 各２００名 

 

９．申込方法： 各研修会の申込締切までに、QR コードにてお申込ください。 

地区 岐阜 西濃 美濃（中濃） 

日時 １２月１日（日） ５月２６日（日） １２月１５日（日） 

会場 本巣市民文化ホール 神戸町中央公民館 日本まん真ん中センター 
申込 

QR 

コード 

 

 

 

  

申込期限 １１月２４日（日） ５月１９日（日） １２月８日（日） 

 

１０．問合せ先： 公益財団法人岐阜県スポーツ協会  

スポーツ推進課 生涯スポーツ係 担当：梅野 

                  TEL 058-297-2567  E-mail chiikiclub@gifu-sports.org 

 

１１．そ の 他：  

  ・ 当研修会は受講を申し込みされた方のみが参加できます。各市町村教育委員会のご担当者で見

学・視察を希望される場合は、お受けできません。ご理解いただきますようお願いします。 

・ 講義②③については、（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の更新研修を修了し

たことになります。 

※指導者マイページへの受講実績の反映は、研修参加から平均 2カ月後となります。 

     詳細は日本スポーツ協会のホームページをご確認ください。  

https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid233.html 

地区 可茂 東濃 飛騨 

日時 １２月７日（土） ６月３０日（日） ６月８日（土） 

会場 白川町 町民会館 中津川文化会館 こくふ交流センター 
申込 

QR 

コード 

 

 

 

  

申込期限 １１月３０日（土） ６月２３日（日） ６月１日（土） 
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令和４年度 地域部活動指導者研修
令和５年度 地域指導者育成研修 で認定証を取得した皆様

現行有効期限

３年
新有効期限

４年

認定証の有効期限が変わります令和６年
４月から

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

R4受講者

R5受講者

更新を前倒し
したケース

1
年目

2
年目

3
年目 １ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３初回

受講
更新
年度

更新
年度

更新
年度

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
令和

令和

１ ２ ３ １ ２ ３ １ ２ ３ １ ２初回
受講

更新
年度

更新
年度

更新
年度

２ １ ２ １ ２ １ ２ ３ １更新
年度

更新
年度

更新
年度

●有効期限延長に伴い、受講修了年度によって「更新年度」が変更になっています。ご確認ください。

【お問い合わせ】
電話 058-297-2567 FAX  058-297-2568

公益財団法人 岐阜県スポーツ協会 スポーツ推進課 生涯スポーツ係

新有効期限に伴う
更新期間のパターンモデル

認定証取得者の皆様へのお願い

●部活動地域移行に向けて課題となる地域での指導者確保のため、岐阜県教育委員会では「岐阜県地域
クラブ指導者人材バンク」を設けています。既に認定証を取得されている方は、「岐阜県地域クラブ
指導者人材バンク」への登録をお願いいたします。

QR コードにアクセスして登録

●本研修認定証の有効期限をＪＳＰＯ資格と合わせ、令和６年４月より「４年」にすることとしました。
●令和４・５年度に認定証を取得した方につきましては、認定証の裏面に、有効期限が「３年」と記載

されていますが、令和６年４月より「４年」とみなします。
●有効期限：令和４年度取得の方・・・ 令和8年3月31日 ⇒ ○令和9年 3月31日

令和５年度取得の方・・・ 2027年 3月31日 ⇒ ○2028年 3月31日

☞「４年間」とみなします

【例】令和４年度に認定証を取得された方（４年更新）の場合

【認定証表面】 【認定証裏面】
※令和５年度取得者
☞「2028年」とみなします

見本 見本

※令和４年度取得者
令和８年３月３１日
☞「令和９年」とみなします

20

●「更新年度」は受講年度から4年後です。更新の前倒しは可能ですが, 次の更新年度はその受講から4年後となります。
●JSPO(日本スポーツ協会)公認資格の有効期限については、別途各自でご確認ください。

１初回
受講 ３ 更新

年度
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講座 日にち 地区 市町 会　場 人数 小　計 合　計 JSPO 地域指導者
+JSPO

５月26日（日） 西濃地区 神戸町 神戸町中央公民館 　132名 78名 210名

６月８日（土） 飛騨地区 飛騨市 こくふ交流センター 　81名 26名 107名

６月30日（日） 東濃地区 中津川市 中津川市文化会館 　93名 36名 129名

12月1日（日） 岐阜地区 本巣市
本巣市民
　　文化ホール 　203名 41名 244名

12月7日（土） 可茂地区 白川町 白川町　町民会館 　81名 17名 98名

12月15日（日） 美濃地区 美濃市
日本まん
　真ん中センター 　92名 23名 115名

682名 研修会参加者合計 903名認定書交付者合計

令和６年度地域指導者育成研修会　集計表
令和６年１２月１９日現在

　　682名
講座
①②
③

　306名

　376名
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成果・課題 



 
 
 

 
１ 国実証事業活用による地域移行の推進 

・国の実証事業実施市町村は、令和５年度２４市町村から、令和６年度は３０市町村に増加しており、

県全体の約７０％が国の事業を活用し、休日部活動の地域移行を進めることができた。 

・令和６年度の県調査によると、令和６年度末までに中学校の休日部活動の地域移行をすると回答し

た部活動の割合は、運動部７２．４％、文化部４６．６％、全体６９．３％と昨年度と比べ上昇し

ており、確実に地域移行が進めることができている。 

・県調査によると、主な地域移行先を「保護者クラブ」と回答した数は、令和５年度６３２クラブで

あったのが、令和６年度は５７０クラブと６２クラブ減少した。その反面、「家庭・学校・地域・市

町村等協働」と回答した数は、令和５年度に比べ２４５クラブ増加、「総合型地域スポーツクラブ」

は７３クラブ増加となった。この結果から、任意のクラブでの活動が減少し、市町村もしくは地域

スポーツクラブが中心とした運営団体を構築することができていると考えられ、安心・安全な環境

が確保されつつある。 

 
２ 地域クラブ指導者の育成推進 

・県スポーツ協会が主催する「地域クラブ指導者育成研修会」を、令和６年度は県内６地区で開催し

た。その結果、認定証発行数は令和５年度４６０名であったのが、令和６年度は６８２名となり、

２２２名増加した。 

・令和６年４月「岐阜県地域クラブ指導者人材バンク」のシステムを運用開始することができた。 

１２月末の段階では、５９３人の登録があり、認定証取得者の多くの方に人材バンク登録の協力を 

得ることができた。 

 
３ 岐阜県地域クラブ活動推進会議等による各市町村と県との情報共有 

・「令和６年度第２回部活動地域移行推進会議」にて、弁護士である 山本 翔 氏を招聘し、主に法

的な観点から地域クラブ活動の体制整備構築に関わる留意点や、その対応について、講演をいただ

いた。運営団体の必要性や賠償に関わる視点について確認することができた。 

・「令和６年度岐阜県地域クラブ活動推進フォーラム」を不二羽島文化センターにて開催し、県内外か

ら多くの関係者の参加があった。この会において以下の講師の方々に、岐阜県におけるこれからの

地域移行について指導いただくことができた。 

長崎県西彼杵郡長与町教育委員会    教育長    金﨑 良一 氏 

    新町スポーツクラブ          理事長    小出 利一 氏 

    神戸親和大学教育学部 スポーツ教育学科    教授     松田 雅彦 氏 

    長野県南佐久郡佐久穂町 教育委員会   教育長       渡邉 秀二 氏 

南佐久郡中学校 部活動運営委員会  事務局  統括コーディネーター 新海 吉永 氏 

     群馬県高崎市立新町中学校       校長    上原 裕道 氏 

   羽島市市民協働部 スポーツ推進課  係長  羽島市教育委員会 学校教育課 指導主事         中尾 聡  氏 

令和６年度の成果と課題 

成 果 
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４ 岐阜県地域クラブ活動推進コーディネーター配置による市町村と一体となった取組 

・「岐阜県地域クラブ活動推進コーディネーター会議」を、年７回実施し、各地区における地域移行の

進捗や、優良事例、困難事例を共有し、支援の方向性を確認できた。 

・各地区に配置した岐阜県地域クラブ活動推進コーディネーターが、各市町村の規模や制度に合わせ 

た助言や、地域移行に関する情報を会議で共有するなど、効果的・効率的に情報収集し、各地域の

実情に合った地域移行を推進することができた。 

 
 
 
 
 
１ 生徒・保護者・指導者にとって、安心・安全で持続可能な運営団体の整備 

・安心・安全で持続可能な地域クラブにするためには、各市町村または、総合型スポーツクラブ等が

運営団体としての機能を令和７年度中に構築できるように、県として支援していく必要がある。 

・運営団体の構築を進めていくとともに、各実施主体の認証制度の必要性を周知し、認証制度の構築

を推進していく。 

 

２ 地域クラブの指導者確保 

・県としても各市町村が必要としている指導者の種目や人数を詳細に把握し、指導者人材確保をして

いく必要がある。 

・人材確保が困難な市町村に対して、人材バンクを積極的に活用していけるように更なる周知に努め

ていく。 

・地域クラブ指導者育成研修会の参加者を増やしていくために、関係機関との連携や、市町村教育委

員会に協力を得て、保護者や地域へ周知について働きかけていく。 

 

３ 公費負担と受益者負担のバランス 

・各市町村において、地域移行に関わる人材育成や、運営団体に必要な人材育成の重要性について情

報提供したり、人件費の財源についての検証を国の実証事業を活用したりして支援していく。 

 

４ 文化部活動の地域移行 

・休日文化部活動の地域移行に関しては、今後、県内外における優良実践等を紹介し、移行を進めて

いる市町村のサポートをしていく。 

・活動場所、指導者の人材確保等について、関係団体に聞き取りを続け、今後の具体的な地域移行の

先進的な好事例を発掘や情報提供を引き続き行っていく。 

課 題 
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＜スポーツ庁＞
令和５年度運動部活動
の地域移行等に向けた
実証事業 事例集

＜スポーツ庁＞
部活動改革ポータル
サイト

＜スポーツ庁＞
Web広報マガジン

＜スポーツ庁＞
地域スポーツクラブ活動
体制整備事業報告書検索
システム

＜スポーツ庁＞
地域スポーツ・文化芸
術創造と部活動改革に
関する実行会議

＜スポーツ庁＞
スポーツ団体
ガバナンスコード

＜文化庁＞
文化部活動改革（部活
動の地域移行に向けた
実証事業）

＜スポーツ庁＞
学校部活動及び新たな
地域クラブ活動の在り
方等に関する総合的な
ガイドライン

＜公益財団日本中学校体育連盟＞＜文部科学省＞
教師等の兼職兼業に
ついて

＜岐阜県スポーツ協会＞＜日本スポーツ振興センター＞

資料

191



＜岐阜県高等学校体育連盟＞＜岐阜県中学校体育連盟＞

＜新潟県＞文化部活動の地域移行＜一般社団法人日本管打・吹奏楽学会＞
吹奏楽部活動指導員
認定講習

＜兵庫県＞
中学校部活動改革推進
プロジェクト

＜群馬県＞
学校部活動の地域連携
及び地域クラブ活動へ
の移行に向けた推進計
画

＜香川県＞
香川県中学校部活動
地域移行等の推進の手
引き

＜神戸市＞
部活動の地域移行

＜沖縄県＞
部活動地域移行の現状
と課題について

＜福岡県＞
地域クラブ活動で指導
を行うには兼職兼業の
許可が必要です

＜岐阜市＞
中学生の休日部活動の
地域移行を進めています

＜岐阜県＞岐阜県中学校部活動及び新
たな地域クラブ活動の在
り方等に関する総合的
なガイドライン
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＜北方町＞
地域移行に係る運営主体
の割合と抽出運営主体の
対比について

＜羽島市＞
幸せ実感都市はしま
「部活動の地域移行」

＜揖斐川町＞
中学校における休日部活動の地域移行に
ついて

＜大垣市＞大垣市部活動地域移行
新たな地域クラブ活動実証事業ガイドラ
イン

＜関市＞
広報SekiGocoro
学校部活動から「地域
クラブ活動」へ

＜大野町＞休日部活動の地域移行につ
いて

＜可児市＞広報かに
休日の部活動は「地域クラブ活動」に

＜関市＞関市地域クラブ登録書式ダウン
ロード

＜土岐市＞土岐市地域クラブ参観日＜御嵩町＞中学校部活動の地域移行に
ついて

＜飛騨市＞
飛騨市スポーツ活動充実
交付金

＜高山市＞
中学校の部活動が変わ
ります
～地域支え・守る！
子どもたちの部活動～

資料
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令和６年度 部活動数に対する認定書取得者割合 （％）

100％以上

70％～99％

50％～69％

30％～49％

０％～29％

㊴

㊵

㊳

㊶

㊷

㉓

㉛
㉜

㉚㉙㉘
㉝㊱㉟ ㊲

㉑
㉒

㉔
㉗ ㉕㉞③①

⑥ ④⑱
⑲⑳⑮⑤⑰
⑪

⑬⑭ ② ⑦⑧
⑨

⑫⑯⑩
㉖

市町村名 R6部活動数 認定証取得人数 割合

1 岐阜市 261 187 72%

2 羽島市 58 34 59%

3 各務原市 114 116 102%

4 山県市 26 55 212%

5 瑞穂市 46 67 146%

6 本巣市 41 60 146%

7 羽島郡二町 32 7 22%

8 岐南町・笠松町 - - -

9 北方町 34 4 12%

10 大垣市 127 88 69%

11 海津市 26 7 27%

12 養老町 26 11 42%

13 垂井町 23 24 104%

14 関ケ原町 7 2 29%

15 神戸町 14 28 200%

16 輪之内町 11 8 73%

17 安八町 19 20 105%

18 揖斐川町 21 49 233%

19 大野町 25 44 176%

20 池田町 17 40 235%

21 関市 76 57 75%

22 美濃市 17 21 124%

23 郡上市 58 114 197%

24 美濃加茂市 48 36 75%

25 可児市 68 25 37%

26 富加町 美濃加茂市に含む 0 -

27 坂祝町 7 22 314%

28 川辺町 10 14 140%

29 七宗町 5 5 100%

30 八百津町 13 10 77%

31 白川町 10 18 180%

32 東白川村 5 0 0%

33 御嵩町 19 10 53%

34 多治見市 108 26 24%

35 土岐市 59 35 59%

36 瑞浪市 35 15 43%

37 恵那市 57 28 49%

38 中津川市 97 39 40%

39 高山市 99 90 91%

40 飛騨市 27 35 130%

41 下呂市 45 16 36%

42 白川村 5 2 40%

合計 1,796 1,469 82%人材バンク登録者数 ５９３人
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市町村名 R5部活動数 6年度移行数 移行率

1 岐阜市 238 151 63%

2 羽島市 54 50 93%

3 各務原市 110 51 46%

4 山県市 25 14 56%

5 瑞穂市 45 8 18%

6 本巣市 38 38 100%

7 羽島郡二町 30 0 0%

8 岐南町・笠松町 - - -

9 北方町 34 34 100%

10 大垣市 117 61 52%

11 海津市 26 26 100%

12 養老町 24 15 63%

13 垂井町 22 4 18%

14 関ケ原町 7 7 100%

15 神戸町 14 7 50%

16 輪之内町 10 2 20%

17 安八町 18 18 100%

18 揖斐川町 20 20 100%

19 大野町 24 4 17%

20 池田町 15 15 100%

21 関市 71 38 54%

22 美濃市 17 14 82%

23 郡上市 44 44 100%

24 美濃加茂市 42 27 64%

25 可児市 62 60 97%

26 富加町 - - -

27 坂祝町 7 7 100%

28 川辺町 10 9 90%

29 七宗町 5 5 100%

30 八百津町 12 11 92%

31 白川町 10 6 60%

32 東白川村 4 4 100%

33 御嵩町 16 15 94%

34 多治見市 76 75 99%

35 土岐市 50 49 98%

36 瑞浪市 30 30 100%

37 恵那市 51 51 100%

38 中津川市 75 71 95%

39 高山市 96 25 26%

40 飛騨市 24 12 50%

41 下呂市 44 44 100%

42 白川村 5 2 40%

合計 1,622 1124 69%
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